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●自動車保険では、無事故の契約者との保険料負担の公正化を図るた
め、保険金をお支払いする事故を起こされた場合には、翌年度以降
のご契約の保険料が高くなる制度を実施しております。（事故の件
数や形態により、保険料が高くなる期間が異なります。）

●運転者年齢条件が「21歳以上補償」または「26歳以上補償」または
「30歳以上補償」の条件でご契約されている場合は、それぞれ「21
歳未満」または「26歳未満」または「30歳未満」の運転者が事故を
起こしたときは保険金をお支払いできません。
※別居の未婚の子およびご家族以外の方は、年齢を問わず補償いた
します。（運転者を限定してご契約の場合は、限定された運転者
以外の方が運転中の事故は補償されません。）

●運転者を限定してご契約の場合（「運転者家族限定特約」または「運
転者本人・配偶者限定特約」を付帯して契約の場合）、限定された
運転者以外の方が運転中に事故を起こされた場合には保険金をお支
払いできません。

●当約款記載の特約条項については、保険証券に記載された特約条項
のみが適用されます。

チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの
提供および保険商品等の開発調査のために利用します。お客さまからの信頼を第一と考え、チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針お
よび我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。チューリッヒのプライ
バシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ（http://net.zurich.jp）でご確認ください。

チューリッヒのプライバシー・ポリシーについて

●万一事故を起こしたときは下記の順ですみやかに処置してください。
①警察へのお届け出
②当社緊急ヘルプデスク（電話料金無料0120-197-222）へのご連絡

●とりわけ、対人賠償事故のときは、遅滞なく当社にご連絡ください。
早いご連絡は早い解決になります。

ご 注 意 お 願 い

26.05 DNPNWD202605-V10

2026.05改

チューリッヒの

ネット専用自動車保険
（インターネット専用個人用自動車保険）

普通保険約款／特約条項

ご 契 約 の 皆 様 へ
このたびは当社のネット専用自動車保険にご契約いただきありがとうございました。
このネット専用自動車保険約款には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読いただきますようお願い申しあげます。

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
チューリッヒ保険会社

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
チューリッヒ保険会社
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◎事故の際の手続は
₁．まず被害者の救護、そしてご連絡を
（1）事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、管轄の警

察への届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要
について、直ちに当社にご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察への届出にあたり、人身事故であ

る旨正しく届出をしていただくようお願いいたします。
（₂）その後、遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。

①　事故状況
②　被害者の住所および氏名
③　目撃者がいる場合は、その方の住所および氏名
④　損害賠償請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがあります
のでくれぐれもご注意ください。

₂．必ずご相談を
次の場合は事前に当社にご相談ください。

（ 1）事故にあったお車を修理される場合
修理に着手される前に必ず当社の承認を得てください。なお、部分品

（バンパー等）の損傷などお車が補修可能な場合は、原則として補修し
ていただきます。当社が承認をする前に修理に着手された場合、または
補修可能な場合に部品交換による修理をされたときには、保険金の一部
または全部が支払われないことがあります。

（ 2）被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けたときには、必ず当社の承認を得て

ください。当社が承認しないうちにご契約者（被保険者）ご自身で被害
者と示談された場合には、保険金の一部または全部が支払われないこと
があります。

（ 3）損害賠償請求に関する訴訟を提起される場合、または提訴された場合
必ず当社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお

支払いできないことがあります。

₃．交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全

運転センターの発行する交通事故証明書（人身事故の場合は必ず人身事
故扱いの交通事故証明書）を提出していただくことになります。

この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行さ
れませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。

目 　 次
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下記の特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。

ご　契　約　条　件 自動付帯される特約 番号 頁

すべてのご契約

→ 他車運転危険補償特約（人傷型） （18） 60

→ 被害者救済費用補償特約 （19） 62

→ クレジットカードによる保険料支払に関
する特約（登録方式） （20） 66

→ 継続契約の取扱いに関する特約 （21） 67

→ 自動継続に関する特約 （23） 68

下記の特約は、ご契約時のお申し出またはご契約内容により付帯されます。

ご　契　約　の　内　容 付　帯　さ　れ　る　特　約 番号 頁

運転者の条件の設定

運転者を記名被保険者のご家族に限定される場合 → 運転者家族限定特約 （ 1 ） 28

運転者を記名被保険者ご本人とその配偶者に限定される場合 → 運転者本人・配偶者限定特約 （ 2 ） 28

運転者を21歳以上に限定される場合 → 運転者年齢21歳以上補償特約 （ 3 ） 29

運転者を26歳以上に限定される場合 → 運転者年齢26歳以上補償特約 （ 4 ） 29

運転者を30歳以上に限定される場合 → 運転者年齢30歳以上補償特約 （ 5 ） 30

車両保険について

車対車の衝突等の事故で相手自動車が確認できる場合および盗
難や火災など主にお車の走行に起因しない事故に限り保険金を
お支払いする場合

→ 車両危険限定補償特約 （ 6 ） 30

事故形態にかかわらず、本来適用されるべき免責金額について
免責金額が ５万円のときに限り免責金額をゼロとする場合 → 車両事故免責金額ゼロ特約 （ 7 ） 31

車対車の衝突等の事故で、本来適用されるべき免責金額につい
て免責金額が ５万円のときに限り免責金額をゼロとする場合 → 車両事故免責金額ゼロ特約（車対車事故

のみ） （ 8 ） 31

盗難損害について保険金をお支払いしない場合 → 車両盗難補償外特約 （ 9 ） 32

対物賠償責任保険に
ついて

相手自動車の時価額（対物賠償責任額）を超えた修理費用を補
償する場合 → 対物差額修理費用補償特約 （10） 32

原動機付自転車につ
いて

原動機付自転車を運転中の対人・対物・自損事故を補償する場
合 → 原動機付自転車に関する特約（自損型） （11） 33

人身傷害保険につい
て

ご契約のお車に搭乗中以外の事故について、人身傷害保険をお
支払いする場合 → 人身傷害車外危険補償特約 （12） 40

弁護士費用等につい
て

被害事故について、加害者との交渉を弁護士等に依頼（法律相
談を含みます。）したときに生じる費用をお支払いする場合 → 弁護士費用等補償特約 （13） 41

個人の賠償責任につ
いて

日本国内の日常生活に起因する偶然な事故により被保険者が第三
者に対して損害賠償責任を負った場合 → 個人賠償責任補償特約 （14） 45

ロードサービスにつ
いて ロードサービス費用について保険金をお支払いする場合 → ロードサービス費用特約 （15） 51

地震等の保険につい
て

地震・津波等により、お車が全損となった場合に、臨時に生じ
る費用をお支払いする場合 → 地震・噴火・津波による車両全損時一時

金支払特約 （16） 55

記名被保険者およびそのご家族が、地震・津波等により死亡し
た場合に保険金をお支払いする場合
（契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、
被保険者の範囲が異なります。）

→ 地震・噴火・津波による被保険者死亡一
時金支払特約 （17） 57

保険証券の発行につ
いて 保険証券を発行する場合 → 保険証券の発行に関する特約 （22） 67

特約条項一覧表
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ネット専用自動車保険普通保険約款
第₁章　対人賠償責任条項

＜用語の定義＞
この対人賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義

によります。

用語 定義

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 基本条項第 １節基本条項第30条（保険証券の不発行）
（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づく
責任保険または責任共済をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により
売買されている場合は、その買主

②　被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、被保険自動車を所有す
る者

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

対人事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人
の生命または身体を害することをいいます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学
等のためその建物またはその戸室と異なる建物または戸室
に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい
ます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担

することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本
条項に従い、保険金を支払います。

（ ２）当会社は、 １回の対人事故による（ １ ）の損害の額が自賠責保険等に
よって支払われる金額（注）を超過する場合に限り、その超過額に対し
てのみ保険金を支払います。
（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、

自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

第 ２条（保険金を支払わない場合）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（注 １ ）
の故意

②　記名被保険者以外の被保険者の故意
③　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

④　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤　台風、洪水または高潮
⑥　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３）によって汚染され
た物（注 ４ ）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑦　⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧　③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑨　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ５ ）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ６）すること。

⑩　被保険自動車に危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載すること、
または被保険自動車が、危険物（注 ７ ）を業務（注 ８）として積載し
た被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注 １）保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、

取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注 ２）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３）使用済燃料を含みます。
（注 ４）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ５）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ７）道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第 １ 条

（用語の定義）に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通
省告示第619号）第 ２ 条（定義等）に定める可燃物、または毒
物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第 ２条（定義）に
定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ８）家事を除きます。
（ ２ ）当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結して

いる場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担すること
によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

（ ３ ）当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身
体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、
保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③　被保険者の父母、配偶者または子
④　被保険者の業務（注）に従事中の使用人
⑤　被保険者の使用者の業務（注）に従事中の他の使用人。ただし、被
保険者が被保険自動車をその使用者の業務（注）に使用している場合
に限ります。

（注）家事を除きます。
（ ４ ）当会社は、（ ３）⑤の規定に関わらず、被保険自動車の所有者および

記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務に
被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の
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使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の
損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払
います。

第 ３条（被保険者の範囲）
（ １ ）この対人賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する

者とします。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア．記名被保険者の配偶者
イ．記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ．記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

③　記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。
ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用ま
たは管理している間を除きます。

④　①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合
は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に
代わって責任無能力者を監督する者（注 １）。ただし、その責任無能
力者に関する対人事故に限ります。

⑤　記名被保険者の使用者（注 ２）。ただし、記名被保険者が被保険自
動車をその使用者（注 2）の業務に使用している場合に限ります。
（注 1 ）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能

力者の親族に限ります。
（注 2 ）請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名

被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
（ ２ ）この対人賠償責任条項の規定は、前条（ １）①の規定を除き、それぞ

れの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 ８条
（支払保険金の計算）（ １）に定める当会社の支払うべき保険金の限度
額が増額されるものではありません。

第 ４条（当会社による援助）
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会

社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、
当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う
折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行い
ます。

第 ５条（当会社による解決）
（ １ ）被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当

会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求
を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う
限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者の
ために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（注）を行います。
（注）弁護士の選任を含みます。

（ ２ ）（ １ ）の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行につい
て当会社に協力しなければなりません。

（ ３ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（ １）の規定は適用しません。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額が、契約画面等記載の保険金額および自賠責保険等によって支
払われる金額（注）の合計額を明らかに超える場合

②　損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
合

③　被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④　正当な理由がなく被保険者が（ ２）に規定する協力を拒んだ場合
（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、

自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）
（ １ ）対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生し

た場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を
負う限度において、当会社に対して（ ３）に定める損害賠償額の支払を
請求することができます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対し

て（ ３）に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人
賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金
の額（注）を限度とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

②　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による
合意が成立した場合

③　損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しない
ことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④　（ ３）に定める損害賠償額が契約画面等記載の保険金額（注）を超
えることが明らかになった場合

⑤　法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次
のいずれかに該当する事由があった場合
ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額

がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
（ ３）前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額を

いいます。

被保険者が損害
賠償請求権者に
対して負担する
法律上の損害賠
償責任の額

−

自賠責保
険等によ
って支払
われる金
額（注）

−

被保険者が損害
賠償請求権者に
対して既に支払
った損害賠償金
の額

＝ 損害賠
償額

（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、
自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

（ ４ ）損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競
合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償
額を支払います。

（ ５ ）（ ２）の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額
の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、
その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。

第 ７条（費用）
（ １ ）保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注）は、これを損害

の一部とみなします。
①　基本条項第１節基本条項第18条（事故発生時の義務）①に規定する
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

②　基本条項第１節基本条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使
に必要な手続をするために要した費用

③　対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止の
ために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠
償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって
要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措
置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の同意を得て支出し
た費用

④　対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者
が当会社の同意を得て支出した費用、および第 ５条（当会社による解
決）（ ２）の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費
用

⑤　損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同
意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に
要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をする
ために要した費用

（注）収入の喪失を含みません。
（ ２ ）当会社は、被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担す

る場合であって、生命または身体を害された者が、次のいずれかに該当
するときは、（ １）の費用のほか、次の額を臨時費用として被保険者に
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支払います。
①　対人事故の直接の結果として死亡したときは、１名につき10万円
②　対人事故の直接の結果として20日以上入院したときは、 １名につき

２ 万円

第 ８条（支払保険金の計算）
（ １ ） １ 回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によっ

て算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者 １ 名につ
き、それぞれ契約画面等記載の保険金額を限度とします。

被保険者が損害
賠償請求権者に
対して負担する
法律上の損害賠
償責任の額

＋

前条（ １）
①から③
までの費
用

−
自賠責保険等に
よって支払われ
る金額（注）

＝ 保険金
の額

（注）被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、
自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

（ ２）当会社は、（１）に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
①　前条（ １）④および⑤の費用
②　前条（ ２）の費用
③　第 ５ 条（当会社による解決）（ １）の規定に基づく訴訟または被保
険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損
害金

第 ９条（仮払金および供託金の貸付け等）
（１）第 ４ 条（当会社による援助）または第 ５条（当会社による解決）（ １）

の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合に
は、当会社は、対人事故については、生命または身体を害された者１名
につき、それぞれ契約画面等記載の保険金額（注）の範囲内で、仮処分
命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを
免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金
を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で
被保険者に貸し付けます。
（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 ６条（損害

賠償請求権者の直接請求権）の損害賠償額がある場合は、その全額
を差し引いた額とします。

（ ２）（ １ ）により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当
会社のために供託金（注）の取戻請求権の上に質権を設定するものとし
ます。
（注）利息を含みます。

（ ３）（ １ ）の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間におい
ては、第 ６ 条（損害賠償請求権者の直接請求権）（ ２）ただし書および
前条（ １ ）ただし書の規定は、その貸付金または供託金（注）を既に支
払った保険金とみなして適用します。
（注）利息を含みます。

（ ４）（ １ ）の供託金（注）が第三者に還付された場合には、その還付され
た供託金（注）の限度で、（ １）の当会社の名による供託金（注）また
は貸付金（注）が保険金として支払われたものとみなします。
（注）利息を含みます。

（ ５）基本条項第１節基本条項第21条（保険金の請求）の規定により当会社
の保険金支払義務が発生した場合は、（１）の仮払金に関する貸付金が
保険金として支払われたものとみなします。

第10条（先取特権）
（ １）対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する

保険金請求権（注）について先取特権を有します。
（注）第 ７ 条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

（ ２）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うもの
とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、
当会社から被保険者に支払う場合（注 １）

②　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、

被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う
場合

③　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
損害賠償請求権者が（ １）の先取特権を行使したことにより、当会社
から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾し
たことにより、当会社から被保険者に支払う場合（注 ２）
（注 １）被保険者が賠償した金額を限度とします。
（注 ２）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

（ ３）保険金請求権（注）は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡するこ
とはできません。また、保険金請求権（注）を質権の目的とし、または
（ ２ ）③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、（ ２）
①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求
することができる場合を除きます。
（注）第 ７条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

第11条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）
契約画面等記載の保険金額が、前条（ ２ ）②または③の規定により損害

賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第 ７条（費用）の規
定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する
場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請
求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

第₂章　対物賠償責任条項
＜用語の定義＞

この対物賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。

用語 定義

運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、
運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、
情報の流布（注）のみに起因するものを除きます。
（注）特定の者への伝達を含みます。

軌道上を走行
する陸上の乗
用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロー
プウェー、いす付リフトおよびガイドウェイバス（注）
をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラ
ウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、
ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト
等は含みません。
（注）専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいま

す。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している
間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取
り扱います。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 基本条項第１節基本条項第30条（保険証券の不発行）
（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

対物事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人
の財物を滅失、破損または汚損すること、または被保険
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自動車の所有、使用もしくは管理に起因して軌道上を走
行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一
であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態に
ある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（保険金を支払う場合）
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担す

ることによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項
に従い、保険金を支払います。

第 ２条（保険金を支払わない場合）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（注 １）
の故意

②　記名被保険者以外の被保険者の故意
③　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

④　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤　台風、洪水または高潮
⑥　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３）によって汚染され
た物（注 ４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑦　⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧　③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑨　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ５）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ６）すること。

⑩　被保険自動車に危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載すること、
または被保険自動車が、危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載し
た被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注 １）保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理

事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま
す。

（注 ２）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部
の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３ ）使用済燃料を含みます。
（注 ４ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ５ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ７）道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第 １条

（用語の定義）に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通
省告示第619号）第 ２条（定義等）に定める可燃物、または毒
物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第 ２条（定義）に
定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ８）家事を除きます。

（ ２）当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結して
いる場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担すること
によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

（ ３）当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用も
しくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の
いずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する
陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被
る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③　被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

第 ３条（被保険者の範囲）
（ １）この対物賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する

者とします。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア．記名被保険者の配偶者
イ．記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ．記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

③　記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。
ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用ま
たは管理している間を除きます。

④　①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合
は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に
代わって責任無能力者を監督する者（注 １）。ただし、その責任無能
力者に関する対物事故に限ります。

⑤　記名被保険者の使用者（注 2 ）。ただし、記名被保険者が被保険自
動車をその使用者（注 2）の業務に使用している場合に限ります。
（注 1 ）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能

力者 の親族に限ります。
（注 2 ）請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名

被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
（ ２）この対物賠償責任条項の規定は、前条（ １）①の規定を除き、それぞ

れの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 ８ 条
（支払保険金の計算）（ １ ）に定める当会社の支払うべき保険金の限度
額が増額されるものではありません。

第 ４条（当会社による援助）
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会

社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、
当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う
折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行い
ます。

第 ５条（当会社による解決）
（ １）被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または

当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の
請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任
を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被
保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（注）を行
います。
（注）弁護士の選任を含みます。

（ ２）（ １）の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行につい
て当会社に協力しなければなりません。

（ ３）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（ １）の規定は適用しません。
①　 １回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任
の総額が契約画面等記載の保険金額を明らかに超える場合

②　損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
合

③　正当な理由がなく被保険者が（ ２）に規定する協力を拒んだ場合
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第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）
（ １）対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生し

た場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を
負う限度において、当会社に対して（ ３）に定める損害賠償額の支払を
請求することができます。

（ ２）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対し
て（ ３ ）に定める損害賠償額を支払います。ただし、 １回の対物事故に
つき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対
して支払うべき保険金の額（注）を限度とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

②　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による
合意が成立した場合

③　損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しない
ことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④　法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次
のいずれかに該当する事由があった場合
ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

（注）同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合
は、その全額を差し引いた額とします。

（ ３）前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額を
いいます。

被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額

−
被保険者が損害賠償請
求権者に対して既に支
払った損害賠償金の額

＝ 損害賠
償額

（ ４）損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競
合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償
額を支払います。

（ ５）（ ２ ）または（ ７）の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対し
て損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が
被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったもの
とみなします。

（ ６） １ 回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の
総額（注）が契約画面等記載の保険金額を超えると認められる時以後、
損害賠償請求権者は（ １）の規定による請求権を行使することはできず、
また当会社は（ ２ ）の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。た
だし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①　（ ２ ）④に規定する事実があった場合
②　損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠
償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続
人とも折衝することができないと認められる場合

③　当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者
と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合

（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額が
ある場合は、その全額を含みます。

（ ７）（ ６ ）②または③に該当する場合は、（ ２）の規定にかかわらず、当会社は、
損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、 １回の
対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被
保険者に対して支払うべき保険金の額（注）を限度とします。
（注）同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合

は、その全額を差し引いた額とします。

第 ７条（費用）
保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注 １）は、これを損害

の一部とみなします。
①　基本条項第 １ 節基本条項第18条（事故発生時の義務）①に規定する
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

②　基本条項第 １節基本条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使
に必要な手続をするために要した費用

③　対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止の
ために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠
償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって
要した費用のうち、緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当
会社の同意を得て支出した費用

④　被保険自動車に積載していた動産（注 ２）が偶然に落下したことに
起因して、落下物を取片づけるために被保険者が負担した費用のうち、
あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用

⑤　対物事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任が生
じないときにおいて、被保険者が道路法（昭和27年法律第180号）第
58条（原因者負担金）の規定その他の法令の規定により原因者負担金
として支出した費用

⑥　対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者
が当会社の同意を得て支出した費用、および第 ５条（当会社による解決）
（ ２）の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用

⑦　損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同
意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に
要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をする
ために要した費用
（注 １）収入の喪失を含みません。
（注 ２）法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止

されている方法で積載されていた動産を除きます。

第 ８条（支払保険金の計算）
（ １） １回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によっ

て算出した額とします。ただし、契約画面等記載の保険金額を限度とし
ます。

被保険者が損
害賠償請求権
者に対して負
担する法律上
の損害賠償責
任の額

＋
前条①か
ら⑤まで
の費用

−

被保険者が損害賠償
請求権者に対して損
害賠償金を支払った
ことにより取得する
ものがある場合は、
その価額

＝ 保険金
の額

（ ２ ）当会社は、（ １）に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
①　前条⑥および⑦の費用
②　第 ５ 条（当会社による解決）（１）の規定に基づく訴訟または被保
険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損
害金

第 ９条（仮払金および供託金の貸付け等）
（ １ ）第 ４条（当会社による援助）または第 ５条（当会社による解決）（ １）

の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合に
は、当会社は、１回の対物事故につき、契約画面等記載の保険金額（注）
の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、
また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免
れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付され
ると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 ６ 条（損害

賠償請求権者の直接請求権）の損害賠償額がある場合は、その全額
を差し引いた額をいいます。

（ ２ ）（ １）により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当
会社のために供託金（注）の取戻請求権の上に質権を設定するものとし
ます。
（注）利息を含みます。

（ ３ ）（１）の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間におい
ては、第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）（ ２）ただし書、同条（ ７）
ただし書および前条（１）ただし書の規定は、その貸付金または供託金
（注）を既に支払った保険金とみなして適用します。
（注）利息を含みます。



6

NWD   2025.11.21  3 校

（ ４ ）（ １ ）の供託金（注）が第三者に還付された場合には、その還付され
た供託金（注）の限度で、（ １）の当会社の名による供託金（注）また
は貸付金（注）が保険金として支払われたものとみなします。
（注）利息を含みます。

（ ５ ）基本条項第１節基本条項第21条（保険金の請求）の規定により当会社
の保険金支払義務が発生した場合は、（ １）の仮払金に関する貸付金が
保険金として支払われたものとみなします。

第10条（先取特権）
（ １ ）対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する

保険金請求権（注）について先取特権を有します。
（注）第 ７条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うもの
とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、
当会社から被保険者に支払う場合（注１）

②　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う
場合

③　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
損害賠償請求権者が（ １）の先取特権を行使したことにより、当会社
から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾し
たことにより、当会社から被保険者に支払う場合（注 ２）
（注 １）被保険者が賠償した金額を限度とします。
（注 ２）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

（ ３ ）保険金請求権（注）は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡するこ
とはできません。また、保険金請求権（注）を質権の目的とし、または
（ ２ ）③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、（ ２）
①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求
することができる場合を除きます。
（注）第 ７条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

第11条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）
契約画面等記載の保険金額が、前条（ ２）②または③の規定により損害

賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第 ７条（費用）の規
定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する
場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請
求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

第₃章　人身傷害条項
＜用語の定義＞

この人身傷害条項（別紙　人身傷害条項損害額算定基準を含みます。）
において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命ま
たは身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者
が所有する自動車（注）を除きます。
（注）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、

および １年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。

医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に
より認められる異常所見をいいます。

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

一家の支柱 現にその者の属する家庭の生計を維持すべき収入の大
部分を得ている者で、物的・精神的にその者が失われる

事によって、その家庭の生活が著しく困難になる者をい
います。

運転者 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第 ２ 条（定
義）第 ４項に定める運転者をいいます。

契約画面等 基本条項第 １節基本条項第30条（保険証券の不発行）
（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠
損をいい、次のいずれかに該当するものとします。
①　別表 １ の１または別表 １ の ２ に掲げる後遺障害
②　別表 １ の１または別表 １ の ２ に掲げる後遺障害に
該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害
の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認め
られるもの

裁判上の基準
により算定さ
れる損害の額

判決または裁判上の和解（注 １）において、賠償義務
者が負担すべき損害賠償額が別紙人身傷害条項損害額算
定基準と異なる裁判上の基準によって算定された場合で
あって、その基準が社会通念上妥当であると認められ、
かつ、その基準により算定される損害の額（注 ２ ）をい
います。
（注 １ ）民事訴訟法（平成 ８年法律第109号）第275条（訴

え提起前の和解）に定める訴え提起前の和解を含
みません。

（注 ２）訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全また
は行使に必要な手続をするために要した費用およ
び遅延損害金は含みません。

自動車 原動機付自転車を含みます。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共
済をいいます。

自由業者 報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、
開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、
保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これ
に類する職種の者をいいます。

所有権留保条
項付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第
20条（乗車装置）第１項に定める乗車人員が動揺、衝撃等
により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保で
きるような構造を備えた場所をいいます。

施術 次のいずれかに該当するものをいいます。
①　柔道整復師法（昭和45年法律第19号）の規定に基
づいて被保険者の骨折、脱臼、打撲（注 １ ）または
捻挫に対して柔道整復師が行う施術
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②　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律（昭和22年法律第217号）の規定に基づい
てあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師
が行う施術（注 ２）

（注 １）いわゆる「肉離れ」を含みます。
（注 ２）治療を受けている被保険者が、その医師の指

示または監督・管理の下に受ける施術であって、
かつ、治療が必要であるにもかかわらず、病院
または診療所に治療のための施設がない等の事
情により治療を受けることができない場合にお
いて、その事情がなければ被保険者が引き続き
受けたであろう治療行為に相当するものに限り
ます。

施術者 施術を行う者であって、被保険者以外の者をいいます。

対人賠償保険等 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命
または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金または
共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等
以外のものをいいます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

通院 次のいずれかに該当するものをいいます。
①　病院もしくは診療所に通い、または往診により、
治療を受けること。ただし、治療を伴わない、薬剤、
診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みま
せん。

②　施術が必要な場合において、施術者の施術所にて、
または往療により、施術を受けること。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師の管理下において治療に専念することをい
います。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

賠償義務者 第 １条（ ２）に規定する人身傷害事故によって被保険
者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し
て、法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

保険金額 契約画面等の「人身傷害条項」欄に記載された保険金
額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。

保険金請求権者 第 １条（ ２）に規定する人身傷害事故によって損害を
被った次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険者（注）
②　被保険者の父母、配偶者または子
（注）被保険者が死亡した場合は、その法定相続人と

します。

保有者 自動車損害賠償保障法第 ２条第 ３項に定める保有者を
いいます。

無保険自動車 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認め
られる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認め
られる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。
ただし、相手自動車が ２台以上ある場合には、すべての
相手自動車が次のいずれかに該当するときに限り、それ
ぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。
①　その自動車について適用される対人賠償保険等が

ない場合
②　その自動車について適用される対人賠償保険等に
よって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは
子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負
担する者が、その責任を負担することによって被る
損害に対して保険金または共済金の支払を全く受け
ることができない場合

③　その自動車について適用される対人賠償保険等の
保険金額または共済金額が、無制限以外の場合

無保険車事故 無保険自動車の運行に起因する事故により、被保険者
の生命が害されること、または身体が害されその直接の
結果として後遺障害が生じることをいいます。

労働者災害補
償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令
によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補
償制度をいいます。
①　労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）
②　国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）
③　裁判官の災害補償に関する法律（昭和35年法律第
100号）

④　地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）
⑤　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する法律（昭和32年法律第143号）

第 １条（保険金を支払う場合）
（ １）当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者も

しくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、
保険金を支払います。

（ 2 ）（ １ ）の人身傷害事故とは、被保険者が次のいずれかに該当する急激
かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。
①　被保険自動車の運行に起因する事故
②　被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または被保険自動車の落下

（ 3）（ 2 ）の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（注）を
含みます。
（注）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きま

す。
（ 4）（ 2）の傷害には、次のものを含みません。

①　細菌性食中毒
②　ウイルス性食中毒
③　日射、熱射または精神的衝動による障害
④　被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足り
る医学的他覚所見のないもの

（ 5）（ 1）の損害の額は、第 ４条（損害額の決定）に定める損害の額とします。

第 ２条（保険金を支払わない場合）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払い

ません。
①　被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
②　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を
運転している場合、酒に酔った状態（注 １ ）もしくは身体に道路交通
法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の ３（アルコールの程度）
で定める程度以上にアルコールを保有する状態で被保険自動車を運転
している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指
定薬物（注 ２ ）等の影響により正常な運転ができないおそれがある状
態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害

③　被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者
の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
（注 １ ）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある
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状態をいいます。
（注 ２ ）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（ ２ ）損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じ
た場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を
支払いません。

（ ３ ）当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起
因する創傷感染症（注）による損害に対しては、保険金を支払いません。
（注）丹

たんどく

毒、淋
りん ぱ せんえん

巴腺炎、敗
はいけつしょう

血症、破
は しょうふう

傷風等をいいます。
（ ４ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 １）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注 ２）もしくは核燃料物質（注 ２）によって汚染され
た物（注 ３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑥　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ４）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ５）すること。

⑦　被保険自動車に危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載すること、
または被保険自動車が危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載した
被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注１）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ２ ）使用済燃料を含みます。
（注 ３ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ４ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ５）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している

場合を除きます。
（注 ６）道路運送車両の保安基準第 １条（用語の定義）に定める高圧

ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）第 ２条（定義等）
に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）第 ２条（定義）に定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ７ ）家事を除きます。

第 ３条（被保険者の範囲）
（１）この人身傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者と

します。
①　被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内（注）に
搭乗中の者

②　①以外の者で、被保険自動車の保有者
③　①および②以外の者で、被保険自動車の運転者
（注）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。
（ ２ ）（ １ ）②または③のいずれかに該当する者は、これらの者が被保険自

動車の運行に起因する事故により第 １条（保険金を支払う場合）（ ２ ）
の傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自
動車損害賠償保障法第 ３条（自動車損害賠償責任）に基づく損害賠償請
求権が発生しない場合に限り、被保険者に含みます。

（ ３ ）（ １ ）および（ ２）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者
は被保険者に含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
②　業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者

（ ４ ）この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用し

ます。

第 ４条（損害額の決定）
（ １ ）当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）

は、第１条（保険金を支払う場合）（ ２ ）に規定する人身傷害事故の直
接の結果として、被保険者が次のいずれかに該当した場合に、その区分
ごとに、別紙人身傷害条項損害額算定基準および（ ２）規定により算定
された金額（注）の合計額とします。
①　傷害
治療が必要であること。

②　後遺障害
別表 １の １ または別表 １の ２に掲げる後遺障害が生じたこと。

③　死亡
死亡したこと。

（注）賠償義務者がいる場合において、自賠責保険等によって支払われ
る金額を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とし
ます。ただし、この場合における自賠責保険等によって支払われる
金額は、自賠責保険等がないとき、または自動車損害賠償保障法に
基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額があるとき
は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいま
す。

（ ２ ）次のいずれかに該当する事由により、第 １条（保険金を支払う場合）（ ２）
の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を
損害額とします。
①　被保険者が第 １条（ ２）の傷害を被った時既に存在していた身体の
障害もしくは疾病が影響したこと、または同条（ ２）の傷害を被った
後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病が影
響したこと。

②　正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者
もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。

第 ５条（費用）
（１）保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注）は、これを損害

の一部とみなします。
①　基本条項第 １節基本条項第18条（事故発生時の義務）①に規定する
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

②　基本条項第 １節基本条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使
に必要な手続をするために要した費用

（注）収入の喪失を含みません。
（ ２ ）被保険者が次のいずれかに該当するときは、（ １ ）の費用のほか、保

険金請求権者が臨時に必要とする費用（以下「臨時費用」といいます。）
は、これを損害の一部とみなします。
①　人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき
②　人身傷害事故の直接の結果として20日以上入院したとき

第 ６条（支払保険金の計算）
（ １ ）第 １条（保険金を支払う場合）（ ２）に規定する １ 回の人身傷害事故

につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし
ます。ただし、契約画面等記載の保険金額を限度とします。

第 ４ 条（損害額の決定）
の規定により決定される
損害額 

＋ 前条（ １）
①および②の費用 ＝  保険金の額

（ ２）（ １ ）の規定にかかわらず、次の①から⑥までのいずれかに該当する
ものがある場合には、第 １ 条（保険金を支払う場合）（ ２ ）に規定する
１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式に
よって算出した額とします。ただし、契約画面等記載の保険金額を限度
とします。
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第 ４ 条（損害額の
決定）の規定によ
り決定される損害
額

＋
前条（ １ ）
①および②
の費用

− 次の①から⑥
までの合計額 ＝ 保険金

の額

①　自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償
保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額

②　対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条（1）の損害について
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に
給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額

③　保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。た
だし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠
責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を
受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。

④　労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金
額（注 １ ）

⑤　第 ４ 条の規定により決定される損害額および前条（ １）①および②
の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求
権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額

⑥　①から⑤までのほか、第 １条（ １）の損害を補償するために支払わ
れる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得した
ものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額（注 2）
（注 1 ）労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく

特別支給金を除きます。
（注 2 ）保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険または生

命保険等の保険金、共済金その他の給付を含みません。
（ ３）（ １ ）および（ ２）の規定にかかわらず、裁判上の基準により算定さ

れる損害の額が第 ４条（損害額の決定）の規定により決定される損害額
を超える場合は、第1条（保険金を支払う場合）（ ２）に規定する １回
の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって
算出した額とします。ただし、契約画面等記載の保険金額を限度としま
す。
①　（ １ ）に定める保険金の額および（ ２）①から⑥までの額の合計額
が裁判上の基準により算定される損害の額および前条の費用の合計額
を超過する場合

（ １ ）に
定める保
険金の額 

−

 

（ １ ）に定める保険
金の額 ＋ （ ２）①から⑥

までの合計額 −

裁判上の基準に
より算定される
損害の額 

＋ 前条（ １ ）
①および②の費用 ＝ 保険金の額

②　①以外の場合
（ １ ）の算式

（ ４ ）当会社は、（ １）に定める保険金のほか、前条（ ２）の臨時費用を支
払います。ただし、１回の人身傷害事故につき、次の額とします。
①　同条（費用）（ ２）①に該当するときは、10万円
②　同条（費用）（ ２）②に該当するときは、 ２万円

第 ７条（支払限度額に関する特則）
（ １ ）当会社は、次のいずれにも該当する場合は、前条（ １）から（ ３ ）ま

でのただし書（注）の規定は適用しません。
①　第 １ 条（保険金を支払う場合）（ ２）に規定する人身傷害事故が無
保険車事故に該当する場合

②　賠償義務者がいる場合
③　契約画面等記載の保険金額が無制限以外である場合
（注）前条（ ２）③のただし書を除きます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（ １）の規定は適用しません。

①　次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合。ただし、これ
らの者以外に賠償義務者がいる場合を除きます。
ア．被保険者の父母、配偶者または子
イ．被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（注）
に従事している場合に限ります。

ウ．被保険者の使用者の業務（注）に無保険自動車を使用している他
の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務（注）に従事して
いる場合に限ります。

②　被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって
被保険者の生命または身体が害された場合。ただし、無保険自動車が
２台以上ある場合で、これらの者または①イもしくはウに定める者以
外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
（注）家事を除きます。

（ ３ ）当会社は、（ １ ）以外の場合で次のいずれにも該当するときは、前条（ １）
から（ ３ ）までのただし書（注）の規定にかかわらず、契約画面等記載
の保険金額の ２ 倍の金額を限度として同条（ １ ）から（ ３）までの規定
を適用します。
①　別表 １の １ の第 １級もしくは第 ２級または別表 １ の ２の第 １ 級、第

２級、第 ３級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護が必
要と認められるとき。

②　契約画面等記載の保険金額が無制限以外であるとき。
（注）前条（ ２ ）③のただし書を除きます。

第 ８条（保険金請求権者の義務等）
（ １）被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第 １ 条（保険金を支払

う場合）（ １ ）の損害を被った場合であって、賠償義務者がいるときには、
保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、か
つ、次の事項を当会社に通知しなければなりません。
①　賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
②　賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保
険等の有無およびその内容

③　賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④　保険金請求権者が第 １条（ １）の損害に対して、賠償義務者、自賠
責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償
義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額が
ある場合は、その額

⑤　人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場
合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称

（ ２）当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく（ １）の規定に違反
した場合または（ １）の書類に事実と異なる記載をした場合は、それに
よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

（ ３）当会社は、賠償義務者または第 １ 条（保険金を支払う場合）（ １ ）の
損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がいる場合、
これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額につい
て照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあり
ます。

第 ９条（人身傷害事故発生時の被保険者の義務）
被保険者は、第 １条（保険金を支払う場合）（ １）に規定する人身傷害

事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等
により、治療費用の軽減に努めなければなりません。

第10条（保険金請求の手続）
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由し

て行うものとします。

第11条（代位）
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合につい

ては、基本条項第 １節基本条項第27条（代位）（ １）および（ ２ ）の規定
を適用します。この場合において、同条項の規定の適用については、次に
定めるところによります。

①　基本条項第１節基本条項第22条（保険金の支払時期）（ １ ）⑤なら
びに第27条（ １）および（ ２）の規定中「被保険者」とあるのは「保
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険金請求権者」と読み替えるものとします。
②　基本条項第 １節基本条項第27条（ １）の「損害の額」は、人身傷害
条項第 4条（損害額の決定）の規定により決定される損害額をいいま
す。ただし、裁判上の基準により算定される損害の額が同条の規定に
より決定される損害額を超える場合は、基本条項第１節基本条項第27
条（ １ ）の「損害の額」は、裁判上の基準により算定される損害の額
とします。

③　基本条項第１節基本条項第27条（ １）の「被保険者が取得した債権
の額」は、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額をいい
ます。

第12条（保険金の支払による請求権の移転）
（ １ ）当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補

償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合
は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。

（ ２ ）保険金請求権者は、（ １）により移転した請求権を当会社が行使する
にあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これ
に協力しなければなりません。

別紙　人身傷害条項損害額算定基準
第₁　傷害による損害

傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定（注 １）するまでの間に
被保険者が被った積極損害（救助捜索費、治療関係費、文書料その他の費
用）、休業損害および精神的損害とします。なお、臓器の移植に関する法
律（平成 ９ 年法律第104号）第 ６条（臓器の摘出）の規定によって、同条
第 ４ 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、そ
の身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定め
る医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなさ
れる処置（注 ２）であるときには、その処置に伴い生じた損害を含みます。
（注 １ ）治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
（注 ２ ）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適

用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含
みます｡

（１）積極損害
①　救助捜索費
救助または捜索するための費用をいい、社会通念上必要かつ妥当な実
費とします。

②　治療関係費
ア．応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。

イ．診察料
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。

ウ．入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要か
つ妥当な実費とします。ただし、被保険者の傷害の態様等から医師
が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な
実費とします。

エ．投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とします。

オ．通院費、転院費、入院費または退院費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な
実費とします。

カ．看護料
（ア）厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦

が看護した場合
原則として医師が看護の必要性を認めた場合に厚生労働大臣
の許可を受けた家政婦会の料金（注）とします。
（注）食費を含みます。

（イ）近親者等が看護した場合
㋐　入院中の看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に

１日につき4,200円とします。ただし、12歳以下の子供に
近親者等が付き添った場合以外であっても、医師の要看護
証明書がある場合等医療機関の実情、傷害の態様等からや
むを得ない理由がある場合に限り、近親者等が付き添った
ときは １日につき4,200円とします。

㋑　自宅看護料または通院看護料 
原則として医師が看護の必要性を認めた場合に １ 日につき
2,100円とします。ただし、12歳以下の子供の通院等に近
親者等が付き添った場合には医師の証明は要しません。

キ．諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示に
より摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、原則として入院１日
につき1,100円とします。

ク．柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、
きゅう師が行う施術に要する費用は、必要かつ妥当な実費とします。

ケ．義肢等の費用
（ア）傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と
認めた義肢、歯科補綴

てつ

、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、
松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。

（イ）（ア）に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具
の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な
実費とします。

コ．診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。

③　文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費
とします。

④　その他の費用
①から③まで以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被保険
者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とします。

（ ２ ）休業損害
休業損害は、休業による収入（注）の減少が発生した場合、減収額に応

じて支払うものとし、原則として以下の算定方法によります。なお、被保
険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
ただし、次の①から③までに該当する者で １ 日あたりの収入額が6,100

円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、 １ 日につき6,100円
とします。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害

の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
①　給与所得者

事故直前 ３か月間の月例給与等
× 対象休業日数90日

ア．事故直前 ３か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明
書における ３か月の月例給与の本給および付加給の合計額としま
す。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認
される ３か月相当分の額を限度とします。

イ．賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含み
ます。

ウ．本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象
休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。

エ．役員報酬は、原則として対象としません。ただし、専ら被保険者
本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に
含みます。

②　商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者
事故前 1か年間の収入額－必要
経費

× 寄与率 × 対象休業日数
365日
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ア．過去 １年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての
事故前 １か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市
町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額としま
す。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収
入を証明するその他の資料に基づき、付表 ４に定める年齢別平均給
与額を上限として決定します。

イ．寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族
総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄
与している割合とします。

③　自由業者
事故前1か年間の収入額（固定
給を除く）−必要経費

× 対象休業日数365日

過去１か年間の収入額、必要経費については、「②　商・工・鉱業者・
農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準じます。

④　アルバイト・パートタイマー

事故直前 3か月間の月例給与等
× 対象休業日数90日

ア．就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基
づき決定します。

イ．休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算
出します。

事故直前 3か月間の就労日数
× 休業した期間の

延べ日数90日

ウ．家業の手伝いを行っているが、上記②の家業従事者に該当する収
入がない場合には、支払対象となりません。

⑤　家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対して、 １日につき6,100円と
します。なお、代替労力を利用した場合は、休業損害に替えて代替労
力の利用に要した必要かつ妥当な実費とします。

（注）専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生
または生活保護法（昭和25年法律第144号）の被保険者等の現実に
労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。

（ ３ ）精神的損害
付表１によります。

（ ４ ）その他の損害
（ １ ）から（ ３）以外の傷害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な
実費とします。

第₂　後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその

他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表 １の １または別表 １の ２、
年齢別平均給与額は付表 ４によります。
（１）逸失利益

逸失利益は、後遺障害のために労働能力を喪失したことにより生じた、
将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則として、下記の①お
よび②に従い次の算式で計算します。

収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数

①　被保険者区分別逸失利益計算方法
ア．家事従事者以外の有職者　

下記のいずれか高い額とします。
（ア）

現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数

（イ）

年齢別平均
給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応

するライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給
与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年
齢平均給与額とします。

イ．家事従事者および18歳以上の学生

年齢別平均
給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応

するライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給
与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年
齢平均給与額とします。

ウ．幼児および18歳未満の学生

全年齢平均
給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応

するライプニッツ係数

エ．上記ア．からウ．まで以外の者で働く意思と能力を有する者
下記のいずれか高い額とします。
（ア）

18歳平均給
与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応

するライプニッツ係数

（イ）

年齢別平均
給与額の
50%

× 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応
するライプニッツ係数

②　収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記①の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間お
よびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
ア．収入額

（ア）「現実収入額」は、事故前 １ か年間または後遺障害確定前
１か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額と
し、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務
資料により確認された額とします。ただし、事故前年度の収
入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定し
ます。また、公的な税務資料による確認が困難である場合に
は、収入を証明するその他の資料に基づき、付表 ４ に定める
年齢別平均給与額を上限として決定します。

（イ）「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢
平均給与額」は、付表 ４によります。

イ．労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の
蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表 ２に定める各等級に
対応する喪失率を上限とします。

ウ．労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の
蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表 ５に定める就労可能
年数の範囲内とします。

エ．ライプニッツ係数
労働能力喪失期間（年数）に対応するライプニッツ係数は、付表 ３
によります。

（ ２）精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。
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第 1 級 1,650万円 第 8級 400万円
第 2 級 1,250万円 第 9級 300万円
第 3 級 1,000万円 第10級 200万円
第 4 級 900万円 第11級 150万円
第 5 級 700万円 第12級 100万円
第 6 級 600万円 第13級 70万円
第 7 級 500万円 第14級 40万円

ただし、第 １級、第 ２級および第 ３級に該当する者で、父母、配偶者、
子のいずれかがいるときは、第 １級1,850万円、第 ２級1,500万円、第 ３級
1,300万円とします。

（ ３ ）将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害が生じた時以降に生じる介護料をいい、次の

算式によって算出します。

介護料（年額）× 介護期間（年数）に対応するライプニッツ係数

①　介護料は次のとおりとします。
ア．別表 １の１の第 １級に該当する後遺障害の場合
１か月につき13万円

イ．別表 １の １の第 ２級または別表 １の ２の第 １級、第 ２級、第 ３級
③もしくは④に該当する後遺障害の場合で、かつ、介護を要すると
認められるとき
１ か月につき ６万 ５千円

②　介護期間（年数）は、障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表 ６
に定める平均余命の範囲内で決定します。

③　介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表 ３によります。
④　介護料の支払方法は次のとおりとします。
ア．別表 １の １の第 １級に該当する後遺障害の場合
原則として下記（ア）によります。ただし、障害の態様、医師の診
断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、（イ）に
よります。
（ア）一時金による支払

介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出
した額を一時金として支払います。

（イ）定期金による支払
後遺障害の症状固定日から ６か月ごとに、常に介護を要する
状態が継続する限り、介護料を定期金として支払います。

イ．別表 １の １の第 ２級または別表 １の ２の第 １級、第 ２級、第 ３級
③もしくは④に該当する後遺障害の場合で、かつ、介護を要すると
認められるとき
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額
を一時金として支払います。

（ ４ ）その他の損害
（ １ ）から（ ３）まで以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要か

つ妥当な実費とし、200万円を限度とします。

第₃　死亡による損害
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害

とします。
（ １ ）葬儀費

100万円とします。ただし、立証資料等により100万円を超えることが明
らかな場合は、120万円を限度に、実費とします。

（ ２ ）逸失利益
逸失利益は、被保険者の死亡により生じた、将来得られたであろう経済

的利益の損失をいい、下記の①および②に従い次の算式で計算します。

（収入額－生活費） × 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数

①　被保険者区分別逸失利益計算方法
ア．家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。

（ア）

（現実収入額－生活費） × 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数

（イ）

（年齢別平均給与額－
生活費） × 就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均
給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて
全年齢平均給与額とします。

イ．家事従事者および18歳以上の学生

（年齢別平均給与額－
生活費） × 就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給
与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年
齢平均給与額とします。

ウ．幼児および18歳未満の学生

（全年齢平均給与額－
生活費） × 就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数

エ．上記ア．からウ．まで以外の者で働く意思と能力を有する者
下記のいずれか高い額とします。
（ア）

（18歳平均給与額－
生活費） × 就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数

（イ）

（年齢別平均給与額
の50％−生活費） × 就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数

②　収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記①の算式における収入額、生活費、就労可能年数、およびライプ
ニッツ係数は、下記のとおりとします。
ア．収入額

（ア）「現実収入額」は、事故前 １ か年間に労働の対価として得
た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の
公的な税務資料により確認された額とします。ただし、事故
前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把
握し認定します。また、公的な税務資料による確認が困難で
ある場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表
４に定める年齢別平均給与額を上限として決定します。

（イ）「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢
平均給与額」は付表 ４によります。

イ．生活費
生活費は、被扶養者（注）の人数に応じて、収入額に対する下記の
割合の額とします。

（注）被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。
被扶養者（注）がない場合 50％
被扶養者（注）が １ 人の場合 40％
被扶養者（注）が ２ 人の場合 35％
被扶養者（注）が ３ 人以上の場合 30％

ウ．就労可能年数
就労可能年数は、付表 ５によります。

エ．ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表 ５ によります。

（ 3）精神的損害
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被保険者の属性別に下記の金額とします。
被保険者の属性 金額

①　被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円
②　被保険者が一家の支柱でない場合
で65歳以上のとき 1,500万円

③　被保険者が一家の支柱でない場合
で65歳未満のとき 1,600万円

（ 4 ）　その他の損害
（ １ ）から（ ３）まで以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥

当な実費とします。
付表₁　傷害による精神的損害額
１ .傷害による精神的損害額は下記の金額とします。

（ １）入院１日につき8,600円、通院 １日につき4,300円とします。
（ ２）入院対象日数は、実際に入院治療を受けた日数とします。また、通

院対象日数は、期間区分ごとの総日数（注 １）から入院対象日数を差
し引いた日数の範囲内で、実治療日数の ２倍を上限とした妥当な日数
とします。なお、次のいずれかに該当する部位を固定するためにギプ
ス等（注 ２）を常時装着した場合は、その装着日数を実治療日数に含
みます。ただし、医師の指示による固定であること（注 ３）、かつ、
診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス
等（注 ２ ）装着により固定していることが確認できる場合に限ります。

①　長管骨（注 ４）または脊
せき

柱
②　長管骨（注 ４）に接続する三大関節部分（注 ５）
③　ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。
④　顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した

場合に限ります。
（注 １ ）治療最終日の属する期間区分においては、治療最終日までの

日数をいいます。
（注 ２ ）ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子（シ

ーネ、スプリント）固定、創外固定器、ＰＴＢキャスト、ＰＴ
Ｂブレース（下腿

たい

骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至
るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限
ります。）、線副子等（上下顎を一体的に固定した場合に限りま
す。）およびハローベストをいいます。

（注 ３ ）診断書または医師の意見書に固定に関する記載がある場合に
限ります。

（注 ４ ）上肢の上腕骨、橈
とう

骨および尺骨ならびに下肢の大腿
たい

骨、脛
けい

骨
および腓

ひ

骨をいいます。
（注 ５ ）上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、

膝関節および足関節をいいます。
（ ３ ）入院対象日数および通院対象日数は期間区分ごとに下表の割合を乗

じて計算します。
期間区分 割合

事故日から ３か月以内 100％
事故日から ３か月超 ６か月以内 75％
事故日から ６か月超 ９か月以内 45％
事故日から ９か月超13か月以内 25％
事故日から13か月超 15％

２ ．妊婦が胎児を死産または流産（人工流産を含みます。）した場合は、
１ .の金額に下表の金額を加えます。

妊娠月数（週数） 金額
第 ３ 月（満11週）以内 30万円
第 ４ 月（満12週）～第 ６月（満23週） 50万円
第 ７ 月（満24週）以上 80万円

付表₂　労働能力喪失率表
障害等級 労働能力喪失率
第 １級 100/100
第 ２ 級 100/100
第 ３ 級 100/100
第 ４ 級 92/100
第 ５ 級 79/100
第 ６ 級 67/100
第 ７ 級 56/100
第 ８ 級 45/100
第 ９ 級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 ９/100
第14級 ５/100

付表₃　ライプニッツ係数表
期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数
年 年
１ 0.971 35 21.487
２ 1.913 36 21.832
３ 2.829 37 22.167
４ 3.717 38 22.492
５ 4.580 39 22.808
６ 5.417 40 23.115
７ 6.230 41 23.412
８ 7.020 42 23.701
９ 7.786 43 23.982
10 8.530 44 24.254
11 9.253 45 24.519
12 9.954 46 24.775
13 10.635 47 25.025
14 11.296 48 25.267
15 11.938 49 25.502
16 12.561 50 25.730
17 13.166 51 25.951
18 13.754 52 26.166
19 14.324 53 26.375
20 14.877 54 26.578
21 15.415 55 26.774
22 15.937 56 26.965
23 16.444 57 27.151
24 16.936 58 27.331
25 17.413 59 27.506
26 17.877 60 27.676
27 18.327 61 27.840
28 18.764 62 28.000
29 19.188 63 28.156
30 19.600 64 28.306
31 20.000 65 28.453
32 20.389 66 28.595
33 20.766 67 28.733
34 21.132

（注）幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定
するにあたり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、
終期までの年数に対応する係数から就労の始期（18歳）までの年数に対
応する係数を差し引いて算出します。
（例）10歳、労働能力喪失期間20年の場合14.877（20年の係数）－

7.020（8年の係数）＝7.857
付表₄　年齢別平均給与額表（平均月額）

年齢 男子 女子 年齢 男子 女子
歳 円 円 歳 円 円

全年齢
平均給与額 409,100 298,400

18 193,200 171,100 43 454,100 321,500
19 211,400 188,800 44 460,000 322,700
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20 229,600 206,500 45 465,900 324,000
21 247,900 224,200 46 471,700 325,300
22 266,100 241,900 47 477,600 326,500
23 277,100 249,600 48 480,400 326,600
24 288,000 257,200 49 483,300 326,800
25 298,900 264,900 50 486,100 326,900
26 309,800 272,600 51 489,000 327,100
27 320,700 280,300 52 491,900 327,200
28 330,500 283,000 53 490,100 325,900
29 340,200 285,700 54 488,400 324,600
30 350,000 288,400 55 486,600 323,300
31 359,700 291,200 56 484,800 322,000
32 369,500 293,900 57 483,100 320,700
33 377,900 296,600 58 458,000 309,200
34 386,300 299,300 59 432,900 297,700
35 394,600 302,100 60 407,800 286,300
36 403,000 304,800 61 382,700 274,800
37 411,400 307,500 62 357,600 263,300
38 418,800 310,100 63 345,000 257,400
39 426,200 312,600 64 332,300 251,600
40 433,500 315,100 65 319,700 245,700
41 440,900 317,700 66 307,000 239,800
42 448,300 320,200 67 294,300 233,900

68 292,300 234,400
69 290,200 234,800
70 288,200 235,200
71 286,100 235,600
72 284,100 236,100

73〜 282,000 236,500
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定（注）

時または死亡時の年齢とします。
（注）治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
付表₅　死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数

[ 1 ]18歳未満の者に適用する表

年
齢

幼児・学生・働く意思と
能力を有する者 有　職　者

就労可能年数 ライプニッツ係数 就労可能年数 ライプニッツ係数
歳 年 年
０ 49 14.980 67 28.733
１ 49 15.429 66 28.595
２ 49 15.892 65 28.453
３ 49 16.369 64 28.306
４ 49 16.860 63 28.156
５ 49 17.365 62 28.000
６ 49 17.886 61 27.840
７ 49 18.423 60 27.676
８ 49 18.976 59 27.506
９ 49 19.545 58 27.331
10 49 20.131 57 27.151
11 49 20.735 56 26.965
12 49 21.357 55 26.774
13 49 21.998 54 26.578
14 49 22.658 53 26.375
15 49 23.338 52 26.166
16 49 24.038 51 25.951
17 49 24.759 50 25.730

[ 2 ]18歳以上の者に適用する表
年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数
歳 年 歳 年
18 49 25.502 61 12  9.954
19 48 25.267 62 11  9.253
20 47 25.025 63 11  9.253
21 46 24.775 64 11  9.253
22 45 24.519 65 10  8.530
23 44 24.254 66 10  8.530
24 43 23.982 67 ９  7.786
25 42 23.701 68 ９  7.786
26 41 23.412 69 ９  7.786
27 40 23.115 70 ８  7.020
28 39 22.808 71 ８  7.020
29 38 22.492 72 ８  7.020

30 37 22.167 73 ７  6.230
31 36 21.832 74 ７  6.230
32 35 21.487 75 ７  6.230
33 34 21.132 76 ６  5.417
34 33 20.766 77 ６  5.417
35 32 20.389 78 ６  5.417
36 31 20.000 79 ５  4.580
37 30 19.600 80 ５  4.580
38 29 19.188 81 ５  4.580
39 28 18.764 82 ４  3.717
40 27 18.327 83 ４  3.717
41 26 17.877 84 ４  3.717
42 25 17.413 85 ４  3.717
43 24 16.936 86 ３  2.829
44 23 16.444 87 ３  2.829
45 22 15.937 88 ３  2.829
46 21 15.415 89 ３  2.829
47 20 14.877 90 ３  2.829
48 19 14.324 91 ２  1.913
49 18 13.754 92 ２  1.913
50 17 13.166 93 ２  1.913
51 16 12.561 94 ２  1.913
52 16 12.561 95 ２  1.913
53 15 11.938 96 ２  1.913
54 15 11.938 97 ２  1.913
55 14 11.296 98 ２  1.913
56 14 11.296 99 ２  1.913
57 14 11.296 100 ２  1.913
58 13 10.635 101 ２  1.913
59 13 10.635 10２ ～ 1  0.971
60 12  9.954

付表₆　第22回生命表による平均余命
（単位：年）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳
男 80 79 78 77 76 75 74 74 73 72
女 86 86 85 84 83 82 81 80 79 78

10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳
男 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62
女 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68

20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳
男 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
女 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳
男 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
女 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48

40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳
男 41 40 39 38 37 37 36 35 34 33
女 47 46 45 44 43 42 41 40 39 39

50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳
男 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24
女 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳
男 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16
女 28 27 26 26 25 24 23 22 21 20

70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳
男 15 14 14 13 12 12 11 10 10 9
女 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12

80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳
男 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4
女 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6

90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳
男 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
女 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2

100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳
男 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
女 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳
男 1 1 1 − − −
女 1 1 1 1 1 1
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第₄章　車両条項
＜用語の定義＞

この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

ＥＴＣ車載器 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器を
いいます。

カーナビゲー
ションシステ
ム

自動車用電子式航法装置をいいます。

協定保険価額 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の
価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結
時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・
仕様・初度登録年月等（注）で同じ損耗度の自動車の市
場販売価格相当額により定めます。
（注）初度検査年月を含みます。

契約画面等 基本条項第 １節基本条項第30条（保険証券の不発行）
（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

市場販売価格相
当額

当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等
に記載された価格またはその他の客観的資料に基づいて
算出された価格をいいます。

車載充電ケー
ブル

電気自動車またはプラグインハイブリッド車の充電を
行うために使用（注）される車載用の充電ケーブルのこ
とをいい、次のいずれかに該当するものをいいます。
①　その車種専用の標準オプションとして車両購入と
同時に購入する車載用の充電ケーブル

②　①以外の場合は、その車種に使用可能であること
が購入時の資料などで確認できる車載用の充電ケー
ブル

（注）電源プラグを充電用コンセントに、充電コネクタ
を車両の充電口に接続して使用するものをいい、充
電器本体と一体になっている充電ケーブルなどは除
きます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

新規取得自動車 新たに取得（注）しまたは借り入れた自動車をいいます。
（注）所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みま

す。

全損 被保険自動車の損傷を修理することができない場合
（注）、または第 ６条（修理費）の修理費が協定保険価額
以上となる場合をいいます。
（注）車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。

装備 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備
えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に
備えつけられている状態をいいます。

定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を
使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

被保険自動車の
価額

被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・
初度登録年月等（注）で同じ損耗度の自動車の市場販売
価格相当額をいいます。
（注）初度検査年月を含みます。

付属品 被保険自動車に定着または装備されている物をいい、
車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に
固定されているカーナビゲーションシステム、ＥＴＣ車
載器、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物を含
みます。また、被保険自動車が電気自動車またはプラグ
インハイブリッド車の場合、充電のために被保険自動車
に接続中に限り、車載充電ケーブルを付属品に含みます。
ただし、次の物を含みません。
①　燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
②　法令により、自動車に定着または装備することを
禁止されている物

③　通常装飾品とみなされる物
④　被保険自動車がタンク車、ふん尿車等である場合
の被保険自動車に付属するホース

分損 第 ６条（修理費）の修理費が協定保険価額未満となる
場合をいいます。

保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額
をいいます。

保険金額 契約画面等記載の保険金額をいいます。

免責金額 被保険者の自己負担となる金額をいいます。

用途車種 登録番号標等（注 １）上の分類番号、色等に基づき定
めた区分（注 ２）（注 ３）をいいます。
（注 １）車両番号標を含みます。
（注 ２）自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用

軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車等をいいます。

（注 ３）自動車検査証等に記載の「自動車の種別」、「用途」
等とは異なります。

第 １条（保険金を支払う場合）
（ １）当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆

発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車
に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者
に保険金を支払います。

（ ２）（ １）の被保険自動車には付属品を含みます。

第 ２条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（注 １ ）
イ．所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または

１年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主（注 １）
ウ．ア．およびイ．に定める者の法定代理人
エ．ア．およびイ．に定める者の業務に従事中の使用人
オ．ア．およびイ．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被
保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的で
あった場合に限ります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３ ）によって汚染され
た物（注 ４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
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の特性に起因する事故
⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。

⑧　詐欺または横領
⑨　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ５）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ６）すること。

⑩　被保険自動車に危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載すること、
または被保険自動車が危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載した
被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注 １）これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注 ２）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３ ）使用済燃料を含みます。
（注 ４ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ５ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ７）道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第 １条

（用語の定義）に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通
省告示第619号）第 ２条（定義等）に定める可燃物、または毒
物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第 ２条（定義）に
定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ８）家事を除きます。
（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払い

ません。
①　被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間（注 １）
に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート（注 ２ ）である場
合を除きます。

②　被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の
消耗

③　故障損害（注 ３）
④　被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に
生じた損害

⑤　付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。
ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火
災によって損害が生じた場合を除きます。

⑥　タイヤ（注 ４）に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と
同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じ
た場合を除きます。

⑦　法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じ
た損害
（注 １）積込みまたは積下し中を含みます。
（注 ２）官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動

車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車
渡船をいいます。

（注 ３）偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的ま
たは機械的損害をいいます。

（注 ４）チューブを含みます。
（ ３ ）当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を

持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態（注 １）
もしくは身体に道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の ３
（アルコールの程度）で定める程度以上にアルコールを保有する状態で
被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい
剤、シンナー、指定薬物（注 ２）等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対

しては、保険金を支払いません。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（注 ３ ）
②　所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または １
年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主（注 ３ ）

③　①および②に定める者の法定代理人
④　①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤　①および②に定める者の父母、配偶者または子
（注 １）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２ 条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（注 ３）これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法
人の業務を執行するその他の機関をいいます。

第 ３条（被保険者の範囲）
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。

第 ４条（協定保険価額）
（ １）当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額とし

て定めるものとします。
（ ２）保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被

保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険
者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなり
ません。

（ ３）保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によっ
て被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被
保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額
について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求するこ
とができます。

（ ４）（ ２）および（ ３）の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、
将来に向かって、協定保険価額に（ ２）の事由によって増加した価額を
加えた額または協定保険価額から（ ３ ）の事由によって減少した価額を
差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。

（ ５）基本条項第 １節基本条項第 ７条（被保険自動車の入替）（ １ ）①また
は②に規定する事実があった場合において、保険契約者が書面により被
保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、
（ １）の規定により新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、そ
の価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。

第 ５条（損害額の決定）
当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は、

次のとおりとします。
①　全損の場合は、協定保険価額
②　分損の場合は、次の算式によって算出した額

次条に定める
修理費 − 修理に伴って生じた残存物がある

場合は、その価額 ＝ 損害額

第 ６条（修理費）
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を

事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、
被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、か
つ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めた
ときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。

第 ７条（費用）
当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注 １ ）は、

これを損害の一部とみなします。
①　基本条項第 １節基本条項第18条（事故発生時の義務） ①に規定する
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

②　基本条項第 １節基本条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使
に必要な手続をするために要した費用
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③　当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動
することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理
工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、
またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用

④　盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
⑤　フェリーボート（注 ２）によって輸送されている間に生じた共同海
損に対する被保険自動車の分担額
（注 １ ）収入の喪失を含みません。
（注 ２ ）官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動

車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車
渡船をいいます。

第 ８条（支払保険金の計算）
（ １ ） １ 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。

ただし、保険金額を限度とします。
①　全損の場合は、第 ５条（損害額の決定）①の額
②　分損の場合は、第 ５条②の額から契約画面等記載の免責金額（注）
を差し引いた額

第 ５ 条②の額 − 契約画面等記載の免責金額（注） ＝ 保険金の額

（注）当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。
（ ２）当会社は、支払うべき損害が全損である場合は、（ １）に定める保険

金のほか、次の算式によって算出した額を車両全損時臨時費用保険金と
して被保険者に支払います。ただし、車両全損時臨時費用保険金の額は
10万円を限度とします。

保険金額 × 5% ＝ 車両全損時臨時費用保険金の額

（ ３）当会社は、（１）および（ ２）に定める保険金のほか、前条の費用の
合計額を支払います。

（ ４）第 ５ 条（損害額の決定）の損害額および前条の費用のうち、回収金（注
１ ）がある場合において、回収金（注 １）の額が被保険者の自己負担額
（注 ２ ）を超過するときは、当会社は（ １）および（ ３）に定める保険
金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
（注１）第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたも

のをいいます。
（注 ２ ）損害額および費用の合計額から（ １）および（ ３）に定める保

険金の合計額を差し引いた額をいいます。

第 ９条（協定保険価額が保険価額を著しく超える場合）
協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、第 ５条（損害額の決定）

および前条の規定の適用においては、その保険価額を協定保険価額および
保険金額とします。

第10条（価額の評価のための告知）
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに

際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会し
た事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

第11条（現物による支払）
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または

代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。

第12条（被害物についての当会社の権利）
（ １）当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について

被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った
保険金の額が協定保険価額（注）に達しない場合には、当会社は、支払っ
た保険金の額の協定保険価額（注）に対する割合によってその権利を取
得します。
（注）第 ９ 条（協定保険価額が保険価額を著しく超える場合）の規定が

適用される場合は保険価額とします。
（ ２）被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社が

その損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金
の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保

険者が有する所有権その他の物権を取得します。
（ ３ ）（ １）および（ ２）の場合において、当会社がその権利を取得しない

旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその
部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は
当会社に移転しません。

第13条（盗難自動車の返還）
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支

払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合
は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還
を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車
に生じた損害に対して保険金を請求することができます。

第₅章　基本条項
第1節　基本条項
＜用語の定義＞

この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
す。

用語 定義

医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に
より認められる異常所見をいいます。

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。

危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で
定められている保険料がその危険を計算の基礎として算
出される保険料に不足する状態になることをいいます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 第30条（保険証券の不発行）（ ２）に定める画面（注）
をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠
損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場
合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものを除きます。

告知事項 危険に関する重要な事項のうち、当会社が告知を求め
たものをいいます。（注）
（注）他の保険契約等に関する事項を含みます。

市場販売価格相
当額

当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等
に記載された価格またはその他の客観的資料に基づいて
算出された価格をいいます。

自動運行装置 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第41条（自動
車の装置）に定める自動運行装置をいいます。

自動車 原動機付自転車を含みます。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

自動車の新規 被保険自動車と同一の用途車種（注 １）の自動車を新
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取得 たに取得（注 ２）し、または １年以上を期間とする貸借
契約により借り入れることをいいます。
（注 １）別表 ２「被保険自動車の入替可能用途車種区分表」

に定めた自動車は、同一の用途車種とみなします。
（注 ２）所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含み

ます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有自動車 被保険自動車と同一の用途車種（注 １）の所有する自
動車（注 ２）をいいます。ただし、被保険自動車および
新規取得自動車を除きます。
（注 １）別表 ２「被保険自動車の入替可能用途車種区分表」

に定めた自動車は、同一の用途車種とみなします。
（注 ２）所有権留保条項付売買契約により購入した自動

車、および１年以上を期間とする貸借契約により
借り入れた自動車を含みます。

新規取得自動車 新たに取得（注）しまたは借り入れた自動車をいいます。
（注）所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みま

す。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同
じである他の保険契約または共済契約をいいます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

保険期間 契約画面等記載の保険期間をいいます。

保険金 この保険契約に適用される普通保険約款および特約の
規定により支払われる保険金をいいます。

用途車種 登録番号標等（注 １）上の分類番号、色等に基づき定
めた区分（注 ２）（注 ３）をいいます。
（注 １）車両番号標を含みます。
（注 ２）自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用

軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車等をいいます。

（注 ３）自動車検査証等に記載の「自動車の種別」、「用途」
等とは異なります。

第 １条（保険責任の始期および終期）
（ １ ）当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後 ４時（注）に始まり、末

日の午後 ４時に終わります。
（注）契約画面等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻

とします。
（ ２ ）（ １ ）の時刻は、日本国の標準時によるものとします。

（ ３）保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故に
よる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第 ２条（保険責任のおよぶ地域）
当会社は、日本国内（注）において生じた事故による損害または傷害に

対してのみ保険金を支払います。
（注）日本国外における日本船舶内を含みます。

第 ３条（告知義務）
（ １）保険契約者または記名被保険者（注）になる者は、保険契約締結の際、

告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
（注）車両条項においては、被保険者とします。

（ ２）当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者（注）が、
告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった
場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（注）車両条項においては、被保険者とします。

（ ３）（ ２）の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①　（ ２）に規定する事実がなくなった場合
②　当会社が保険契約締結の際、（ ２）に規定する事実を知っていた場
合または過失によってこれを知らなかった場合（注１）

③　保険契約者または記名被保険者（注 ２）が、当会社が保険金を支払
うべき事故の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、
当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた
場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会
社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと
認めるときに限り、これを承認するものとします。

④　当会社が、（ ２）の規定による解除の原因があることを知った時か
ら １か月を経過した場合または保険契約締結時から ５年を経過した場
合
（注 １ ）当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告

げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実
と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

（注 ２）車両条項においては、被保険者とします。
（ ４）（ ２）の規定は、保険媒介者（注 １）に次のいずれかの行為があった

場合には適用しません。ただし、保険媒介者（注 １）に次のいずれかの
行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者（注 ２ ）が事
実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を
除きます。
①　保険契約者または記名被保険者（注 ２）になる者が（ １ ）の事実を
告げることを妨げる行為

②　保険契約者または記名被保険者（注 ２）になる者に対し、（ １ ）の
事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧める行為
（注 １ ）当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者

をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことがで
きる者を除きます。

（注 ２）車両条項においては、被保険者とします。
（ ５）（ ２）の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場

合であっても、第12条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、当
会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

（ ６）（ ５）の規定は、（ ２ ）に規定する事実に基づかずに発生した事故によ
る損害または傷害については適用しません。

第 ４条（通知義務）
（ １）保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、

保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなけ
ればなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への
通知は必要ありません。
①　被保険自動車の用途車種または登録番号（注 １ ）を変更したこと。
②　①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注 ２ ）が発生
したこと。
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（注 １ ）車両番号を含みます。
（注 ２ ）告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面

等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する
事実に限ります。

（ ２ ）（ １ ）の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契
約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく（ １ ）
の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

（ ３ ）（ ２ ）の規定は、当会社が、（ ２）の規定による解除の原因があること
を知った時から １ か月を経過した場合または危険増加が生じた時から ５
年を経過した場合には適用しません。

（ ４ ）（ ２ ）の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場
合であっても、第12条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、解
除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故
による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その
返還を請求することができます。

（ ５ ）（ ４ ）の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生し
た事故による損害または傷害については適用しません。

（ ６ ）（ ２ ）の規定にかかわらず、（ １）の事実の発生によって危険増加が生
じ、この保険契約の引受範囲（注）を超えることとなった場合には、当
会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
（注）保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範

囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定め
たものをいいます。

（ ７ ）（ ６ ）の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場
合であっても、第12条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、解
除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故
による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その
返還を請求することができます。

第 ５条（保険契約者の住所および電子メールアドレスの変更）
保険契約者が契約画面等記載の住所または通知先および当会社に登録し

た電子メールアドレスを変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その
旨を当会社に通知しなければなりません。

第 ６条（被保険自動車の譲渡）
（ １ ）被保険自動車が譲渡（注 １）された場合であっても、この保険契約に

適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人
（注 ２ ）に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用さ
れる普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の
譲受人（注 ２）に譲渡（注 １）する旨を当会社に通知し承認の請求を行っ
た場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人（注 ２ ）に移
転します。
（注 １ ）所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づ

く借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結さ
れている場合の被保険自動車の返還を含みます。

（注 ２ ）所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づ
く貸主を含みます。

（ ２ ）当会社は、被保険自動車が譲渡（注 １）された後（注 ２）に、被保険
自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を
支払いません。
（注 １ ）所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づ

く借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結さ
れている場合の被保険自動車の返還を含みます。

（注 ２ ）（ １）ただし書の書面を受領した後を除きます。

第 ７条（被保険自動車の入替）
（ １ ）次のいずれかに該当し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自

動車の入替を行う場合に、保険契約者がその旨を当会社に通知し、被保

険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、
新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
①　次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合
ア．被保険自動車の所有者
イ．記名被保険者（注）
ウ．記名被保険者（注）の配偶者
エ．記名被保険者（注）またはその配偶者の同居の親族

②　被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その時
において、①ア．からエ．までのいずれかに該当する者の所有自動車
があるとき。
（注）対人賠償責任条項または対物賠償責任条項の適用がない場合は、

被保険自動車の所有者とします。
（ ２ ）（ １）の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。

①　被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場
合は、その買主

②　被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者

（ ３ ）当会社は、（ １ ）①または②に規定する事実があった場合であっても、
（１）の通知を受領するまでの間に、新規取得自動車または所有自動車
について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払い
ません。

（ ４ ）（ ３）の規定にかかわらず、当会社は、被保険自動車が廃車、譲渡ま
たは返還された場合であって、新規取得自動車の取得日の翌日から起算
して30日以内に、保険契約者が被保険自動車の入替の承認の請求を行い、
当会社がこれを受領した場合に限り、取得日以後承認するまでの間は、
新規取得自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。
ただし、この場合に、廃車、譲渡または返還された被保険自動車につい
て生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

（ ５ ）被保険自動車に車両条項が適用されている場合は、当会社は、取得日
から当会社が（ ４ ）の被保険自動車の入替の承認の請求を受領した時（注）
までの期間の同条項の適用については、（ ４）の規定にかかわらず、取
得日における新規取得自動車の市場販売価格相当額を同条項に規定する
保険金額とします。
（注）当会社が第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務

等の場合）（ ４ ）の規定により追加保険料を請求する場合は、その
追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して
30日を経過した時のいずれか早い時とします。

（ ６ ）（ ４）または（ ５）の「取得日」とは、実際に新規取得自動車が（ １）
①のア．からエ．に定める者に引き渡された日であって、保険契約者ま
たは新規取得自動車の所有者が、当会社に対して、新規取得自動車の売
買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることが証明さ
れた場合のその取得日とします。ただし、客観的な資料でその取得日が
確認できない場合は、新規取得自動車の自動車検査証に（ １ ）①のア．
からエ．に定める者の氏名または名称が記録された日とします。

第 ８条（保険契約の無効）
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不

法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

第 ９条（保険契約の取消し）
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約

を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を取り消すことができます。

第10条（保険契約の解除）
（ １ ）当会社は、第 ６ 条（被保険自動車の譲渡）（ １）または第 ７ 条（被保

険自動車の入替）（ １）の規定により承認の請求があった場合において、
これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知を
もって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動
車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

（ ２ ）当会社は、保険契約者が第 ３節保険料払込条項第 ２条（追加保険料の
払込み）（ １）または（ ２）に規定する追加保険料の支払を怠った場合は、
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保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する
ことができます。

（ ３ ）保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除す
ることができます。

（ ４ ）（ １ ）に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を
含めて30日以内に行使しなければ消滅します。

第11条（重大事由による解除）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者

に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社に
この保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害また
は傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

②　被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく
保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③　保険契約者または被保険者（注１）が、次のいずれかに該当すること。
ア．反社会的勢力（注 ２）に該当すると認められること。
イ．反社会的勢力（注 ２）に対して資金等を提供し、または便宜を供
与する等の関与をしていると認められること。

ウ．反社会的勢力（注 ２）を不当に利用していると認められること。
エ．法人である場合において、反社会的勢力（注 ２）がその法人の経
営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認め
られること。

オ．その他反社会的勢力（注 ２）と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること。

④　①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に
当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困
難とする重大な事由を生じさせたこと。
（注 １ ）記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
（注 ２ ）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から ５年を経過

しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その
他の反社会的勢力をいいます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る
部分を解除することができます。
①　被保険者（注 １）が、（ １）③ア．からオ．までのいずれかに該当

すること。
②　被保険者（注 ２）に生じた損害（注 ３）または傷害に対して支払う
保険金を受け取るべき者が、（ １）③ア．からウ．までまたはオ．の
いずれかに該当すること。
（注 １ ）対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項に

おける被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保
険者以外の者に限ります。

（注 ２ ）人身傷害条項における被保険者に限ります。
（注 ３ ）被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。

（ ３ ）（ １ ）または（ ２）の規定による解除が損害または傷害の発生した後
になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、（ １）①から④
までの事由または（ ２）①もしくは②の事由が生じた時から解除がなさ
れた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、
保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた
ときは、当会社は、その返還を請求することができます。

（ ４ ）保険契約者または記名被保険者が（ １）③ア．からオ．までのいずれ
かに該当することにより（１）の規定による解除がなされた場合には、
（ ３ ）の規定は、次の損害については適用しません。
①　対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払う
べき損害（注）

②　車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、（ １）③ア．か
らオ．までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
（注）対人賠償責任条項第 ７条（費用）に規定する費用、対物賠償責

任条項第 ７条（費用）に規定する費用および人身傷害条項第 ５条
（費用）に規定する費用のうち、（１）③ア．からオ．までのい
ずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除き
ます。

（ ５ ）車両条項の被保険者が（１）③ア．からオ．までのいずれかに該当す
ることにより（ １ ）の規定による解除がなされた場合、または（ ２ ）の
規定による解除がなされた場合には、（ ３）の規定は、次の損害または
傷害については適用しません。
①　（ ４ ）①および②の損害（注１）
②　人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、
（ １ ）③ア．からウ．までまたはオ．のいずれにも該当しない被保険
者に生じた損害（注 ２）または傷害。ただし、その損害（注 ２ ）また
は傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が（ １ ）③ア．からウ．
までまたはオ．のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべ
き金額に限り、（ ３）の規定を適用するものとします。
（注１）対人賠償責任条項第 ７ 条（費用）に規定する費用、対物賠償

責任条項第 ７条（費用）に規定する費用および人身傷害条項第
５条（費用）に規定する費用のうち、（ １ ）③ア．からオ．ま
でのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費
用を除きます。

（注 ２）（ １）③ア．からウ．までまたはオ．のいずれにも該当しな
い被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害
を含みます。

第12条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）
（ １ ）第 ３ 条（告知義務）（ １）により告げられた内容が事実と異なる場合

において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保
険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求
します。

（ ２ ）危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を
変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険
料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降
の期間（注）に対する保険料を返還または請求します。
（注）保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険

の減少が生じた時以降の期間をいいます。
（ ３ ）（ １）および（ ２ ）の規定により追加保険料を請求する場合において、

第10条（保険契約の解除）（ ２）の規定によりこの保険契約を解除でき
るときは、当会社は、保険金を支払いません（注）。ただし、危険増加
が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故
による損害または傷害については除きます。
（注）既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することがで

きます。
（ ４ ）第 ６条（被保険自動車の譲渡）（ １）、第 ７条（被保険自動車の入替）（ １）、

車両条項第 ４条（協定保険価額）（ ４）または同条（ ５）の規定による
承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社
は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過
期間に対する保険料を返還または請求します。

（ ５ ）（ ４）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の
請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加
保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を
支払いません。ただし、（ ４ ）の規定中、車両条項第 ４条（協定保険価
額）（ ４）の規定により保険金額を変更する場合は、（ ７）の規定を適用
します。

（ ６）（ １ ）、（ ２ ）および（ ４）のほか、保険契約締結の後、保険契約者が
保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社が
これを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当
会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未
経過期間に対する保険料を返還または請求します。

（ ７）（ ６ ）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の
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請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加
保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約
条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およ
び被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。

第14条（保険料の返還－無効または失効の場合）
（ １ ）第 ８ 条（保険契約の無効）の規定により保険契約が無効となる場合に

は、当会社は、保険料を返還しません。
（ ２ ）保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割を

もって計算した保険料を保険契約者に返還します。

第15条（保険料の返還－取消しの場合）
第 ９ 条（保険契約の取消し）の規定により、当会社が保険契約を取り消

した場合には、当会社は、保険料を返還しません。

第16条（保険料の返還－保険金額の変更の場合）
車両条項第 ４条（協定保険価額）（ ３）の規定により、保険契約者また

は被保険者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保
険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基
づき計算した、未経過期間に対応する保険料を返還します。

第17条（保険料の返還－解除の場合）
（１）第 ３ 条（告知義務）（ ２）、第 ４条（通知義務）（ ２）、第10条（保険契

約の解除）（ ２）、第11条（重大事由による解除）（１）またはこの保険
契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合
は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 ３に掲げる短期料率（一
般）によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返
還します。

（ ２ ）第 ４ 条（通知義務）（ ６）または第10条（保険契約の解除）（ １）の規
定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して
日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。

（ ３ ）第10条（保険契約の解除）（ ３）の規定により、保険契約者が保険契
約を解除（以下（ ３）において、「解約」といいます。）した場合は、領
収した保険料から既経過期間に対して別表 ３に掲げる短期料率によって
計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。た
だし、次に定める条件をいずれも満たしている場合には、未経過期間に
対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
①　解約が保険契約条件の変更によるものであること。	
②　保険契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、解
約の方法に限られること。

（ ４ ）（ ３ ）の場合、保険契約者が払い込むべき保険料のうち、未払込の保
険料があるときは、当会社は、その額を返還保険料から差し引きます。

第18条（事故発生時の義務）
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生し

たことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
①　損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対
しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。

②　事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知する
こと。

③　次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア．事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ．被保険自動車が自動運行装置を備えている場合は、その装置の作
動状況

ウ．事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者が
いる場合は、その者の住所および氏名または名称

エ．損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④　被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出る
こと。

⑤　被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得る
こと。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。

⑥　他人に損害賠償の請求（注 １）をすることができる場合には、その
権利の保全または行使に必要な手続をすること。

⑦　損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得な
いで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対す
る応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。

⑧　損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、
遅滞なく当会社に通知すること。

⑨　他の保険契約等の有無および内容（注 ２）について遅滞なく当会社
に通知すること。

⑩　①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠とな
るものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行
う損害または傷害の調査に協力すること。
（注 １）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含

みます。
（注 ２）既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた

場合には、その事実を含みます。

第19条（事故発生時の義務違反）
（ １ ）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由

がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて
保険金を支払います。
①　前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができた
と認められる損害の額

②　前条②から⑤まで、または⑧から⑩までの規定に違反した場合は、
それによって当会社が被った損害の額

③　前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償（注）の請求をすること
によって取得することができたと認められる額

④　前条⑦に違反した場合は、法律上の損害賠償責任がないと認められ
る額
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含み

ます。
（ ２ ）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由

がなく前条③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはそ
の書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、そ
れによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第20条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
（ １ ）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によ

り支払うべき保険金の額を支払います。
（ ２ ）（ １）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金も

しくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払
われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額
から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
①　対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に関しては、損害の額
②　人身傷害条項および車両条項に関しては、損害の額（注）
③　対人賠償責任条項第 ７条（費用）（ ２）に規定する臨時費用、人身
傷害条項第 ５条（費用）（ ２）に規定する臨時費用および車両条項第
８条（支払保険金の計算）（ ２ ）に規定する車両全損時臨時費用に関
しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約
または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共
済金のうち最も高い額
（注）それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異な

る場合はそのうち最も高い額をいいます。
（ ３ ）（ ２）①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約

に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引
いた額とします。

第21条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これ

を行使することができるものとします。
①　対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関
しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害
賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決
が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が



22

NWD   2025.11.21  3 校

成立した時
②　人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア．被保険者が死亡した場合は、その死亡の時
イ．被保険者に後遺障害が生じた場合は、その後遺障害が生じた時
ウ．被保険者が傷害を被った場合は、治療を要しなくなった時

③　車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
（ ２ ）被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場

合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出
しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出
できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
①　保険金の請求書
②　公の機関が発行する交通事故証明書（注 １）
③　被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書ま
たはこれに代わるべき書類

④　死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸
失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本

⑤　後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診
断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類

⑥　傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等
に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類

⑦　対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関
しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害
賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請
求権者の承諾があったことを示す書類

⑧　対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物事故のうち他人の
財物の滅失、破損もしくは汚損に係る保険金、または車両条項に係る
保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、
修理等に要する費用の見積書（注 ２）および被害が生じた物の写真（注
３ ）

⑨　対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物事故のうち軌道上
を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、
軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した
事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類

⑩　その他当会社が次条（ １）に定める必要な事項の確認を行うために
欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社
が交付する書面等において定めたもの
（注 １ ）人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝

突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
（注 ２ ）既に支払がなされた場合はその領収書とします。
（注 ３ ）画像データを含みます。

（ ３ ）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の
支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のい
ずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会
社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること
ができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
３ 親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する
者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者（注）
または②以外の ３親等内の親族
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限りま

す。
（ ４ ）（ ３ ）の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、

当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとして
も、当会社は、保険金を支払いません。

（ ５ ）当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度、自動運行装置の作動
状況等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に
対して、（ ２）に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会
社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社

が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければな
りません。

（ ６）対人賠償責任条項第 ７条（費用）（ ２ ）に規定する臨時費用の請求は、
記名被保険者を経由して行うものとします。

（ ７）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく（ ５）の規定に違反した場合または（ ２）、（ ３ ）もしくは（ ５）
の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造
しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損
害の額を差し引いて保険金を支払います。

第22条（保険金の支払時期）
（ １）当会社は、請求完了日（注）からその日を含めて30日以内に、当会社

が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払い
ます。
①　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原
因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該
当する事実

②　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険
金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当
する事実の有無

③　保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または
傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容

④　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に
おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の
有無

⑤　①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害につ
いて被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得し
たものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定す
るために確認が必要な事項

（注）被保険者または保険金を受け取るべき者が前条（ ２ ）および（ ３）
の規定による手続を完了した日をいいます。

（ ２）（ １ ）の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠
な場合には、（ １ ）の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日（注 １）
からその日を含めて次に掲げる日数（注 ２）を経過する日までに、保険
金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およ
びその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者
に対して通知するものとします。
①　（ １）①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ
の他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注 ３）　180日

②　（ １）①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関
その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会　90日

③　（ １）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認する
ための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による
審査等の結果の照会　120日

④　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害の被災地域
における（ １）①から⑤までの事項の確認のための調査　60日

⑤　（ １）①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代
替的な手段がない場合の日本国外における調査　180日
（注 １）被保険者または保険金を受け取るべき者が前条（ ２ ）および

（ ３ ）の規定による手続を完了した日をいいます。
（注 ２）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注 ３）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会その他法令

に基づく照会を含みます。
（ ３）（ １ ）および（ ２）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、

被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨
げ、またはこれに応じなかった場合（注）には、これにより確認が遅延
した期間については、（ １）または（ ２）の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第23条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
（ １）当会社は、被保険者の被った傷害に関して、第18条（事故発生時の義

務）②もしくは③の規定による通知または第21条（保険金の請求）の規
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定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払に
あたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け
取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書ま
たは死体検案書の提出を求めることができます。

（ ２ ）（ １ ）の規定による診断または死体の検案（注 １）のために要した費用（注
２ ）は、当会社が負担します。
（注 １ ）死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいま

す。
（注 ２ ）収入の喪失を含みません。

第24条（損害賠償額の請求および支払）
（ １ ）損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直

接請求権）または対物賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直接請
求権）の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類また
は証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりませ
ん。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由
がある場合を除きます。
①　損害賠償額の請求書
②　公の機関が発行する交通事故証明書（注 １）
③　死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益
の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本

④　後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書お
よび逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類

⑤　傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要し
た費用の領収書および休業損害の額を示す書類

⑥　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額を示す示談書

⑦　対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物事故のうち他人の
財物の滅失、破損または汚損に係る損害賠償額の請求に関しては、被
害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
（注 ２ ）および被害が生じた物の写真（注 ３）

⑧　対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物事故のうち軌道上
を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関して
は、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生
した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類

⑨　その他当会社が（ ６）に定める必要な事項の確認を行うために欠く
ことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交
付する書面等において定めたもの
（注 １ ）人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝

突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
（注 ２ ）既に支払がなされた場合はその領収書とします。
（注 ３ ）画像データを含みます。

（ ２ ）損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、か
つ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいない
ときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨
を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の
代理人として損害賠償額を請求することができます。
①　損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を
請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生
計を共にする ３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する
者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
（注）または②以外の ３親等内の親族
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。

（ ３ ）（ ２ ）の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請
求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度に
おいて当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金
を支払ったものとみなします。

（ ４ ）当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、
損害賠償請求権者に対して、（ １）に掲げるもの以外の書類もしくは証
拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。こ

の場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な
協力をしなければなりません。

（ ５ ）損害賠償請求権者が、正当な理由がなく（ ４）の規定に違反した場合
または（ １）、（ ２ ）もしくは（ ４）の書類に事実と異なる記載をし、も
しくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支
払います。

（ ６ ）当会社は、対人賠償責任条項第 ６ 条（損害賠償請求権者の直接請求権）
（ ２）、対物賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）（ ２）
または同条（ ６）のいずれかに該当する場合には、請求完了日（注）か
らその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要
な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
①　損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故
の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する
事実

②　損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、
損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事
由に該当する事実の有無

③　損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、
事故と損害との関係、治療の経過および内容

④　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に
おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の
有無

⑤　①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害につ
いて被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得し
たものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定す
るために確認が必要な事項

（注）損害賠償請求権者が（ １）および（ ２）の規定による手続を完了
した日をいいます。

（ ７ ）（ ６）の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠
な場合には、（ ６）の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日（注 １）
からその日を含めて次に掲げる日数（注 ２ ）を経過する日までに、損害
賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知する
ものとします。
①　（ ６ ）①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ
の他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注 ３ ）　180日

②　（ ６ ）①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関
その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会　90日

③　（ ６ ）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認する
ための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による
審査等の結果の照会　120日

④　災害救助法が適用された災害の被災地域における（ ６）①から⑤ま
での事項の確認のための調査　60日

⑤　（ ６ ）①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代
替的な手段がない場合の日本国外における調査　180日
（注 １）損害賠償請求権者が（ １ ）および（ ２）の規定による手続を

完了した日をいいます。
（注 ２）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注 ３）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

（ ８）（ ６）および（ ７）に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求
権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
（注）には、これにより確認が遅延した期間については、（ ６ ）または（ ７）
の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第25条（時効）
保険金請求権は、第21条（保険金の請求）（ １ ）に定める時の翌日から

起算して ３年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第26条（損害賠償額請求権の行使期限）
対人賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）および対物
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賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求
権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
の翌日から起算して ３年を経過した場合

②　損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によっ
て消滅した場合

第27条（代位）
（ １ ）損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）

を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払った
ときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、当会
社が支払った保険金の額または次の額のうちいずれか低い額を限度とし
ます。
①　当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合

被保険者が取得した債権の額の全額
②　①以外の場合

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害
の額を差し引いた額

（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含み
ます。

（ ２ ）（ １ ）の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有す
る債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとしま
す。

（ ３ ）被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会
社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対
しては、（ １）において当会社に移転した権利を行使しません。ただし、
次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使する
ことができます。
①　正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意
または重大な過失によって生じた損害

②　正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令
により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している
場合に生じた損害

③　正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒に
酔った状態（注 １）または身体に道路交通法施行令（昭和35年政令第
270号）第44条の ３（アルコールの程度）で定める程度以上にアルコ
ールを保有する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害

④　正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻
薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注 ２ ）等の影響
により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転
している場合に生じた損害

⑤　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間に生じた損害
（注 １）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

第28条（保険契約者の変更）
（ １ ）保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契

約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三
者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および
義務を被保険自動車の譲受人（注）に移転させる場合は、第 ６条（被保
険自動車の譲渡）（ １）の規定によるものとします。
（注）所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく

貸主を含みます。
（ ２ ）（ １ ）の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当会

社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
（ ３ ）保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険

契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款
および特約に関する権利および義務が移転するものとします。

第29条（保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い）
（ １）この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が

２ 名以上である場合は、当会社は、代表者 １名を定めることを求めるこ
とができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険
金を受け取るべき者を代理するものとします。

（ ２）（ １）の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合
には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の １ 名に対して行
う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対
しても効力を有するものとします。

（ ３）保険契約者が ２名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うもの
とします。

第30条（保険証券の不発行）
（ １）当会社は、この保険契約の保険証券（注）の発行を行いません。

（注）保険証券に代わる書面および保険証券に準じる書面を含みます。
（ ２）当会社は、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に記

載した事項を保険証券（注）の記載事項とみなして、この保険契約の普
通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
（注）保険証券に代わる書面および保険証券に準じる書面を含みます。

第31条（訴訟の提起）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起

するものとします。

第32条（準拠法）
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

第₂節　保険契約手続条項
第 １条（保険契約の申込み）
（ １）当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、インターネッ

ト通信等により申込みをしなければなりません。
（ ２）（ １）の規定により保険契約者から保険契約の申込みを受けた場合には、

当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについて
は、保険契約引受画面を保険契約者に明示します。

（ ３）当会社は、（ ２）の保険契約引受画面に次の事項を記載します。
①　この保険契約の保険料、払込方法および払込期日
②　当会社が引受けを行う保険契約の内容

第 ２条（当会社への通知）
次に定める申出、通知および請求は、インターネット通信等により、当

会社に直接行わなければなりません。
①　車両条項第 ４条（協定保険価額）（ ２）および（ ３）に定める通知
②　第 １節基本条項第 ３条（告知義務）（ ３ ）③に定める申出
③　第 １節基本条項第 ４条（通知義務）（ １ ）に定める通知
④　第 １節基本条項第 ５条（保険契約者の住所および電子メールアドレ
スの変更）に定める通知

⑤　第１節基本条項第 ６条（被保険自動車の譲渡）（ １）に定める通知
⑥　第１節基本条項第 ７条（被保険自動車の入替）（ １）に定める通知
および（ ４ ）に定める請求

⑦　第１節基本条項第10条（保険契約の解除）（ ３ ）に定める通知
⑧　第 １節基本条項第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知
義務等の場合）（ ６ ）に定める通知

⑨　第 １節基本条項第28条（保険契約者の変更）（ ２）に定める申出

第 ３条（保険契約の継続）
（ １）当会社は、この保険契約を継続する意思がある場合には、この保険契

約の保険期間の末日の ６週間前までに、この保険契約の継続契約（以下
「継続契約」といいます。）の内容をインターネット通信等により通知
します。



25

NWD   2025.11.21  3 校

（ ２ ）保険契約者は、この保険契約を継続する意思がある場合には、インター
ネット通信等により、継続契約の申込みをしなければなりません。

（ ３ ）（ ２ ）の規定により保険契約者から継続契約の申込みを受けた場合に
は、当会社は、継続契約の引受の可否を審査し、引受けを行うものにつ
いては、継続契約引受画面を保険契約者に明示します。

（ ４ ）当会社は、（ ３）の継続契約引受画面に次の事項を記載します。
①　継続契約の保険料、払込方法および払込期日
②　当会社が引受けを行う継続契約の内容

第₃節　保険料払込条項
＜用語の定義＞

この保険料払込条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に
よります。

用語 定義

異動 保険契約内容の変更をいい、保険契約者による保険契
約条件の変更を含みます。

異動日 異動により保険契約内容を変更すべき期間の初日をい
います。

継続契約保険料 継続契約に保険料分割払特約が適用される場合には、
第１回分割保険料をいいます。

契約保険料 この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合に
は、第１回分割保険料をいいます。

追加保険料 この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合に
は、第１回分割追加保険料をいいます。

保険金 この保険契約に適用される普通保険約款および特約の
規定により支払われる保険金をいいます。

第 １条（契約保険料の払込み）
（ １ ）保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により契約保険

料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、第 ２節保険
契約手続条項第１条（保険契約の申込み）（ ３）①に記載された払込方
法および払込期日に従って、契約保険料を当会社に払い込まなければな
りません。

（ ２ ）当会社は、（ １）の契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険
契約引受画面に記載された保険期間が始まった後であっても、契約保険
料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払
いません。

（ ３ ）当会社は、（ １）の払込期日から14日以内に契約保険料が払い込まれ
なかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
保険契約を解除することができます。

（ ４ ）（ ３ ）の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じ
ます。

第 ２条（追加保険料の払込み）
（ １ ）第１節基本条項第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義

務等の場合）（ １）、（ ２）および（ ４）の定めるところに従い、当会社
が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用さ
れる特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定めら
れている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日の
いずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなけ
ればなりません。

（ ２ ）第 １ 節基本条項第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義
務等の場合）（ ６）の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求
した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定によ
り、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、
異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14
日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。

（ ３ ）（ １ ）および（ ２）の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険

契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、
当会社は、これを承認しないことがあります。
①　車両条項第 ４ 条（協定保険価額）（ ２ ）に定める通知
②　第 １ 節基本条項第 ３ 条（告知義務）（ ３）③に定める申出
③　第 １ 節基本条項第 ４ 条（通知義務）（ １）に定める通知
④　第 １ 節基本条項第 ６ 条（被保険自動車の譲渡）（ １ ）に定める通知
⑤　第 １節基本条項第 ７条（被保険自動車の入替）（ １ ）に定める通知
および（ ４）に定める請求

⑥　第 １節基本条項第13条（保険料の返還または請求－告知義務・通知
義務等の場合）（ ６）に定める通知

⑦　第 １ 節基本条項第28条（保険契約者の変更）（ ２）に定める申出
（ ４）当会社は、（ １）の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加

保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を
支払いません。ただし、車両条項第 ４条（協定価額保険）（ ４ ）の規定
により保険金額を増額する場合は、（ ５）の規定を適用します。

（ ５）当会社は、（ ２）の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加
保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約
条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保
険約款およびこれに付帯された特約の規定に従い、保険金を支払います。

第 ３条（継続契約保険料の払込み）
（ １）保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により継続契約

保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、継続契
約保険料を継続契約の保険期間の初日の午後 ４時までに、当会社の定め
る方法により払い込まなければなりません。

（ ２）当会社は、（ １ ）の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、
継続契約の保険期間が始まった後であっても、継続契約保険料領収前に
生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金（注）を支払いま
せん。
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、継続契約に適用される普通

保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。

第 ４条（継続契約保険料払込みの特則）
（ １）当会社は、前条（ １ ）の継続契約保険料が払い込まれなかった場合で

あっても、継続契約の保険期間の初日から14日以内に継続契約保険料が
払い込まれた場合には、前条（ ２ ）の規定は適用しません。

（ ２）（ １）の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故
による損害または傷害に対し保険金（注）の支払いを受ける場合には、
保険契約者は、被保険者がその支払いを受ける前に継続契約保険料を当
会社に払い込まなければなりません。
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、継続契約に適用される普通

保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。
（ ３）当会社は、（ １ ）の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、

保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する
ことができます。

（ ４）（ ３）の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその
効力を生じます。

<別表1>
後遺障害等級表
1 ．介護を要する後遺障害

等級 介護を要する後遺障害

第 1級 ①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を
要するもの

②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第 2級 ①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を
要するもの

②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2． 1．以外の後遺障害
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等級 後遺障害

第 1 級 ①　両眼が失明したもの
②　咀

そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの
③　両上肢

し

をひじ関節以上で失ったもの
④　両上肢

し

の用を全廃したもの
⑤　両下肢

し

をひざ関節以上で失ったもの
⑥　両下肢

し

の用を全廃したもの

第 2 級 ①　1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
②　両眼の視力が0.02以下になったもの
③　両上肢

し

を手関節以上で失ったもの
④　両下肢

し

を足関節以上で失ったもの

第 3 級 ①　１眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
②　咀

そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの
③　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に
服することができないもの

④　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ
とができないもの

⑤　両手の手指の全部を失ったもの

第 4 級 ①　両眼の視力が0.06以下になったもの
②　咀

そ

しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
③　両耳の聴力を全く失ったもの
④　１上肢

し

をひじ関節以上で失ったもの
⑤　１下肢

し

をひざ関節以上で失ったもの
⑥　両手の手指の全部の用を廃したもの
⑦　両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第 5 級 ①　１眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
②　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な
労務以外の労務に服することができないもの

③　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外
の労務に服することができないもの

④　１上肢
し

を手関節以上で失ったもの
⑤　１下肢

し

を足関節以上で失ったもの
⑥　１上肢

し

の用を全廃したもの
⑦　１下肢

し

の用を全廃したもの
⑧　両足の足指の全部を失ったもの

第 6 級 ①　両眼の視力が0.1以下になったもの
②　咀

そ

しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
③　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
程度になったもの

④　 １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の
距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

⑤　脊
せき

柱に著しい変形または運動障害を残すもの
⑥　１上肢

し

の ３大関節中の ２関節の用を廃したもの
⑦　１下肢

し

の ３大関節中の ２関節の用を廃したもの
⑧　１手の ５の手指またはおや指を含み ４の手指を失ったもの

第 7 級 ①　 １眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
②　両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を
解することができない程度になったもの

③　 １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が １メートル以上の距離
では普通の話声を解することができない程度になったもの

④　神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の
労務に服することができないもの

⑤　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服
することができないもの

⑥　 １手のおや指を含み ３ の手指を失ったものまたはおや指以外
の ４の手指を失ったもの

⑦　 １手の ５の手指またはおや指を含み ４ の手指の用を廃したも
の

⑧　 １足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑨　 １上肢

し

に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑩　 １下肢

し

に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑪　両足の足指の全部の用を廃したもの
⑫　外貌

ぼう

に著しい醜状を残すもの
⑬　両側の睾

こう

丸を失ったもの

第 8級 ①　 １眼が失明し、または１眼の視力が0.02以下になったもの
②　脊

せき

柱に運動障害を残すもの
③　 １手のおや指を含み ２ の手指を失ったものまたはおや指以外
の ３の手指を失ったもの

④　 １手のおや指を含み ３ の手指の用を廃したものまたはおや指
以外の ４の手指の用を廃したもの

⑤　 １下肢
し

を ５センチメートル以上短縮したもの
⑥　 １上肢

し

の ３大関節中の １関節の用を廃したもの
⑦　 １下肢

し

の ３大関節中の １関節の用を廃したもの
⑧　 １上肢

し

に偽関節を残すもの
⑨　 １下肢

し

に偽関節を残すもの
⑩　 １足の足指の全部を失ったもの

第 9級 ①　両眼の視力が0.6以下になったもの
②　 １眼の視力が0.06以下になったもの
③　両眼に半盲症、視野狭窄

さく

または視野変状を残すもの
④　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
⑤　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑥　咀

そ

しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
⑦　両耳の聴力が １メートル以上の距離では普通の話声を解する
ことができない程度になったもの

⑧　 １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
程度になり、他耳の聴力が １メートル以上の距離では普通の話
声を解することが困難である程度になったもの

⑨　 １耳の聴力を全く失ったもの
⑩　神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができ
る労務が相当な程度に制限されるもの

⑪　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が
相当な程度に制限されるもの

⑫　 １手のおや指またはおや指以外の ２ の手指を失ったもの
⑬　 １手のおや指を含み ２ の手指の用を廃したものまたはおや指
以外の ３の手指の用を廃したもの

⑭　 １足の第１の足指を含み ２以上の足指を失ったもの
⑮　 １足の足指の全部の用を廃したもの
⑯　外貌

ぼう

に相当程度の醜状を残すもの
⑰　生殖器に著しい障害を残すもの

第10級 ①　 １眼の視力が0.1以下になったもの
②　正面を見た場合に複視の症状を残すもの
③　咀

そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
④　14歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
⑤　両耳の聴力が １メートル以上の距離では普通の話声を解する
ことが困難である程度になったもの

⑥　 １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
程度になったもの
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⑦　 １ 手のおや指またはおや指以外の ２の手指の用を廃したもの
⑧　 １ 下肢

し

を ３センチメートル以上短縮したもの
⑨　 １ 足の第 １の足指または他の ４の足指を失ったもの
⑩　 １ 上肢

し

の ３大関節中の １関節の機能に著しい障害を残すもの
⑪　 １ 下肢

し

の ３大関節中の １関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級 ①　両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
②　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③　 １ 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
④　10歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
⑤　両耳の聴力が １メートル以上の距離では小声を解することが
できない程度になったもの

⑥　 １ 耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を
解することができない程度になったもの

⑦　脊
せき

柱に変形を残すもの
⑧　 １ 手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
⑨　 １ 足の第 １の足指を含み ２以上の足指の用を廃したもの
⑩　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の
支障があるもの

第12級 ①　 １ 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
②　 １ 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③　 ７ 歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
④　 １ 耳の耳殻の大部分を欠損したもの
⑤　鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形
を残すもの

⑥　１上肢
し

の ３大関節中の １関節の機能に障害を残すもの
⑦　１下肢

し

の ３大関節中の １関節の機能に障害を残すもの
⑧　長管骨に変形を残すもの
⑨　 １ 手のこ指を失ったもの
⑩　 １ 手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
⑪　 １ 足の第 ２の足指を失ったもの、第 ２の足指を含み ２ の足指

を失ったものまたは第 ３の足指以下の ３の足指を失ったもの
⑫　 １足の第 １の足指または他の ４の足指の用を廃したもの
⑬　局部に頑固な神経症状を残すもの
⑭　外貌

ぼう

に醜状を残すもの

第13級 ①　 １ 眼の視力が0.6以下になったもの
②　正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
③　 １ 眼に半盲症、視野狭窄

さく

または視野変状を残すもの
④　両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
⑤　 ５歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
⑥　 １手のこ指の用を廃したもの
⑦　 １手のおや指の指骨の一部を失ったもの
⑧　 １下肢

し

を １センチメートル以上短縮したもの
⑨　 １ 足の第 ３の足指以下の １または ２の足指を失ったもの
⑩　 １ 足の第 ２の足指の用を廃したもの、第 ２の足指を含み ２の

足指の用を廃したものまたは第 ３の足指以下の ３の足指の用を
廃したもの

⑪　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級 ①　 １眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
②　 ３ 歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
③　 １耳の聴力が １メートル以上の距離では小声を解することが
できない程度になったもの

④　上肢
し

の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤　下肢

し

の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥　 １ 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦　 １ 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが

できなくなったもの
⑧　 １ 足の第 ３ の足指以下の １ または ２の足指の用を廃したもの
⑨　局部に神経症状を残すもの

適用上の注意事項
１ ．視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるも
のについては、矯正視力を測定するものとします。

２ ．手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節
間関節以上を失ったものをいいます。

３ ．手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中
手指節関節もしくは近位指節間関節（おや指にあっては、指節間関節）に
著しい運動障害を残すものをいいます。

４ ．足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
５ ．足指の用を廃したものとは、第 １ の足指は末節骨の半分以上、その他の
足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位
指節間関節（第 １の足指にあっては、指節間関節）に著しい運動障害を残
すものをいいます。

６ ．別表 １の １または別表 １ の ２の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後
遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについ
ては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に
該当したものとみなします。

７ ．同一事故により、別表 １の ２ に掲げる ２種以上の後遺障害が生じた場合
には、次に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。ただし、
同一事故により、別表 １ の １に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺
障害に該当する等級と、次の①から④の規定による後遺障害の等級のいず
れか上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。

①　第 １級から第 ５ 級までに掲げる後遺障害が ２種以上ある場合は、重
い後遺障害に該当する等級の ３級上位の等級

②　①以外の場合で、第 １ 級から第 ８ 級までに掲げる後遺障害が ２ 種以
上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の ２級上位の等級

③　①および②以外の場合で、第 １級から第13級までに掲げる後遺障害
が ２ 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の １ 級上位の等
級

④　①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級
８ ．既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度
が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額
から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた
額を損害額とします。

（注）関節等の説明図（＜別表１＞用）
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<別表₂>
被保険自動車の入替可能用途車種区分表

（注 1 ）基本条項＜用語の定義＞に定める被保険自動車をいいます。
（注 ２ ）基本条項＜用語の定義＞に定める新規取得自動車をいいます。
（注 ３ ）基本条項＜用語の定義＞に定める所有自動車をいいます。
（注 4 ）特種用途自動車（キャンピング車）とは、自動車検査証に記載の

用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車であ
る特種用途自動車をいいます。

<別表₃>
短期料率表

既経過期間
7
日
ま
で

15
日
ま
で

１
か
月
ま
で

２
か
月
ま
で

３
か
月
ま
で

４
か
月
ま
で

５
か
月
ま
で

６
か
月
ま
で

７
か
月
ま
で

８
か
月
ま
で

９
か
月
ま
で

１０
か
月
ま
で

１１
か
月
ま
で

短期料率
（一般） 10％ 15％ 25％ 35％ 45％ 55％ 65％ 70％ 75％ 80％ 85％ 90％ 95％

短期料率
（月割）

1
12

2
12

3
12

4
12

5
12

6
12

7
12

8
12

9
12

10
12

11
12

解約（保険契約者が保険契約を解除することをいいます。）の場合におけ
る短期料率の適用については、次の①または②によります。
①　下記②以外の場合は短期料率（一般）を適用します。
②　この保険契約に適用される特約条項の規定により、保険契約者が保険
料を分割して払い込む場合短期料率（月割）を適用します。

特約条項
（1）運転者家族限定特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

家族 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　記名被保険者の配偶者
②　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
③　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １ 節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が

付帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３ 親等内の姻族をいい
ます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（限定運転者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故
の取扱い）

当会社は、この特約により、記名被保険者およびその家族以外の者が被
保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対して
は、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による
損害または傷害については除きます。

①　被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保
険自動車について生じた事故

②　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款対人賠
償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人事故および対物賠償責任条
項＜用語の定義＞に規定する対物事故

（ 2）運転者本人・配偶者限定特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
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記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、この特約が契約画面等に記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（限定運転者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故
の取扱い）

当会社は、この特約により、記名被保険者およびその配偶者以外の者が
被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対し
ては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故によ
る損害または傷害については除きます。

①　被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保
険自動車について生じた事故

②　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款対人賠
償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人事故および対物賠償責任条
項＜用語の定義＞に規定する対物事故

（ 3）運転者年齢21歳以上補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（21歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱
い）
（ １）記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、21歳

未満の次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生
じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

（ ２）記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、21歳
未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該
当する事故による損害または傷害については除きます。
①　被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保
険自動車について生じた事故

②　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款対人賠
償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人事故および対物賠償責任条
項＜用語の定義＞に規定する対物事故

（ 4）運転者年齢26歳以上補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２ ）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

親族 ６ 親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま
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す。

第 ２条（26歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱
い）
（ １ ）記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、26歳

未満の次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生
じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

（ ２ ）記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、26歳
未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該
当する事故による損害または傷害については除きます。
①　被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保
険自動車について生じた事故

②　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款対人賠
償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人事故および対物賠償責任条
項＜用語の定義＞に規定する対物事故

（ 5）運転者年齢30歳以上補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（30歳未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱
い）
（ １ ）記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、30歳

未満の次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間に生
じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者

②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

（ ２）記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、30歳
未満の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害また
は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該
当する事故による損害または傷害については除きます。
①　被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保
険自動車について生じた事故

②　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款対人賠
償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人事故および対物賠償責任条
項＜用語の定義＞に規定する対物事故

（ 6）車両危険限定補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車
（注）をいいます。
（注）原動機付自転車を含みます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　自動車（注）が所有権留保条項付売買契約により
売買されている場合は、その買主

②　自動車（注）が １年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、自動車（注）を所有す
る者

（注）原動機付自転車を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（保険金を支払う場合）
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第 １条（保険金を支

払う場合）（ １）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によっ
て被保険自動車に生じた損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条
項（注 １ ）の規定に従い、保険金を支払います。

①　被保険自動車と相手自動車との衝突または接触。ただし、被保険自
動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等（注 ２ ）ならびに
事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確
認された場合に限ります。

②　火災もしくは爆発または他物の爆発による被爆
③　盗難
④　騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤　台風、竜巻、洪水または高潮
⑥　落書または窓ガラスの破損（注 ３）
⑦　いたずらによって生じた損害（注 ４ ）



31

NWD   2025.11.21  3 校

⑧　飛来中または落下中の他物との衝突。ただし、その衝突の結果生じ
た事故を除きます。

⑨　②から⑧に規定した以外の偶然な事故。ただし、被保険自動車と他
物との衝突もしくは接触または被保険自動車の転覆もしくは墜落を除
きます。
（注 １ ）これらの条項について適用される他の特約を含みます。
（注 ２ ）登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
（注 ３ ）窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
（注 ４ ）被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車

と被保険自動車以外の自動車（原動機付自転車を含みます。）
との衝突または接触によって生じた損害を含みません。

第 ３条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合）
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険

約款基本条項第 １節基本条項第21条（保険金の請求）（ ２）ただし書の交
通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書に
かえて次の書類および写真（注）を当会社に提出しなければなりません。

①　被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書
類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住
所の記載および氏名もしくは名称の記載のあるもの

②　被保険自動車の損傷部位の写真（注）
③　相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真（注）または資料
（注）画像データを含みます。

（ 7）車両事故免責金額ゼロ特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

車両免責金額 契約画面等の「車両保険免責金額」欄に記載された普
通保険約款車両条項第 ８条（支払保険金の計算）（ １）②
の規定によって差し引かれる金額をいいます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

免責金額 被保険者の自己負担となる金額をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されま

す。
①　被保険自動車に普通保険約款車両条項の適用があること。
②　車両免責金額が ５万円であること。
③　契約画面等にこの特約が記載されていること。

第 ２条（車両免責金額の取扱い－免責金額 ５万円の不適用）
当会社は、被保険自動車に生じた損害に対して、この特約に従い、車両

免責金額 ５ 万円を差し引きません。

第 ３条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（ 8）車両事故免責金額ゼロ特約（車対車事故のみ）
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車

（注）をいいます。
（注）原動機付自転車を含みます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １ 節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２ ）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

車両免責金額 契約画面等の「車両保険免責金額」欄に記載された普
通保険約款車両条項第 ８条（支払保険金の計算）（ １ ）②
の規定によって差し引かれる金額をいいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　自動車（注）が所有権留保条項付売買契約により
売買されている場合は、その買主

②　自動車（注）が １年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、自動車（注）を所有す
る者

（注）原動機付自転車を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

被保険者 被保険自動車の所有者をいいます。

免責金額 被保険者の自己負担となる金額をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されま

す。
①　被保険自動車に普通保険約款車両条項の適用があること。
②　車両免責金額が ５万円であること。
③　契約画面等にこの特約が記載されていること。

第 ２条（車両免責金額の取扱い－免責金額 ５万円の不適用）
当会社は、被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保

険自動車に生じた損害に対して、次に定める事項がすべて確認された場合
は、この特約に従い、車両免責金額 ５万円を差し引きません。

①　相手自動車の登録番号等（注）
②　事故発生時の相手自動車の運転者または所有者の住所および氏名
（名称）
（注）登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。

第 ３条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合）
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険

約款基本条項第 １節基本条項第21条（保険金の請求）（ ２ ）ただし書の交
通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書に
かえて次の書類および写真（注）を当会社に提出しなければなりません。

①　被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書
類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住
所の記載および氏名もしくは名称の記載のあるもの

②　被保険自動車の損傷部位の写真（注）
③　相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真（注）または資料
（注）画像データを含みます。

第 ４条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。
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（ 9）車両盗難補償外特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（車両条項の不適用）
当会社は、この特約により、盗難によって被保険自動車に損害（注）が

生じた場合には、普通保険約款車両条項の規定は適用しません。
（注）被保険自動車が発見されるまでの間に生じた損害を含みます。

（10）対物差額修理費用補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動
車をいいます。

相手自動車の
価額

損害が生じた地および時における、相手自動車と同一
の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等（注）
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
（注）初度検査年月を含みます。

相手自動車の車
両保険等

相手自動車について適用される保険契約または共済契
約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、
爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によっ
て相手自動車に生じた損害に対して保険金または共済金
を支払うものをいいます。

相手自動車の修
理費

損害が生じた地および時において、相手自動車を事故
発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいま
す。この場合、相手自動車の復旧に際して、当会社が、
部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換に
よる修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、
その部分品の修理費は補修による修理費とします。なお、
格落ち等による損害を含みません。

相手自動車の新
車価額

相手自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の新
車の「車両本体価格＋付属品の価格＋これらにかかる消
費税」をいい、ローン金利、登録関係の税・手数料等の
諸費用を含みません。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

市場販売価格相
当額

相手自動車と同一の車種・同年式・同等の損耗度の自
動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売
価格相当額（注）をいいます。

（注）消費税を除く税金、保険料、リサイクル料金、登
録等に伴う費用、骨とう価値および希少価値は含み
ません。

自動車 原動機付自転車を含みます。

支払限度額 契約画面等の「対物差額修理費用補償特約」欄に記載
された支払限度額で、当会社が支払う保険金の限度額を
いいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

対物事故 普通保険約款対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定
する対物事故をいいます。

対物差額修理費
用

相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認
められる場合における、相手自動車の修理費から相手自
動車の価額を差し引いた額をいいます。

他の保険契約等 第 ２ 条（保険金を支払う場合）の全部または一部に対
して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約
をいいます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

用途車種 登録番号標等（注 １）上の分類番号、色等に基づき定
めた区分（注 ２）（注 ３）をいいます。
（注 １ ）車両番号標を含みます。
（注 ２）自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用

軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車等をいいます。

（注 ３ ）自動車検査証等に記載の「自動車の種別」、「用途」
等とは異なります。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されま

す。
①　被保険自動車に普通保険約款対物賠償責任条項の適用があり、かつ、
普通保険約款対物賠償責任条項第 １ 条（保険金を支払う場合）に定め
る保険金が支払われること。

②　契約画面等にこの特約が記載されていること。

第 ２条（保険金を支払う場合）
当会社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する

場合で、次に定める条件をいずれも満たすときには、その事故により、被
保険者が負担する対物差額修理費用に対して、この特約に従い、保険金を
支払います。

①　対物事故により損壊した他人の財物が自動車であること。
②　当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理
費が、相手自動車の価額を上回ると認められること。

③　相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して ６ か月以内に、相
手自動車の損傷を実際に修理完了すること。なお、修理の完了に際し
てやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を得て、
修理の期間につき、これを変更することができます。

第 ３条（被保険者の範囲）
（ １ ）この特約における被保険者は、普通保険約款対物賠償責任条項第 ３条

（被保険者の範囲）（ １ ）に規定する被保険者とします。
（ ２ ）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。た

だし、これによって、次条に定める当会社の支払うべき対物差額修理費
用保険金の限度額が増額されるものではありません。

第 ４条（支払保険金の計算）
（ １ ）１ 回の対物事故につき当会社が支払う対物差額修理費用保険金の額は、
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相手自動車 １台につき、次の算式によって算出される額とします。

対物差額
修理費用 ×

相手自動車の価額について被
保険者が負担する法律上の損

害賠償責任の額
＝

対物差額修理費
用保険金の額  

相手自動車の価額

（ ２ ）（ １ ）の対物差額修理費用保険金の額が、支払限度額を上回った場合
または相手自動車の新車価額を上回った場合には、当会社が支払う対物
差額修理費用保険金の額は、次のうちいずれか低い額とします。
①　支払限度額を上回った場合は、支払限度額
②　相手自動車の新車価額を上回った場合は、相手自動車の新車価額

第 ５条（相手自動車の車両保険等がある場合の取扱い）
当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等に

よって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の
額を超えるときは、相手自動車の修理費から次の①の額を差し引いた額を、
対物差額修理費用とみなして前条の規定を適用します。この場合において、
既に当会社が支払うべき対物差額修理費用保険金の額を超える金額を支
払っていたときは、その超える部分の額の返還を請求することができます。

①　相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の
額（注）。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車を所有す
る者以外の第三者が負担すべき金額で相手自動車を所有する者のため
に既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または
共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして
算出された保険金または共済金の額とします。

②　相手自動車の価額
（注）相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額があ

る場合は、その額を除いた額とします。

第 ６条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
（ １ ）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支

払うべき対物差額修理費用保険金の額を支払います。
（ ２ ）（ １ ）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金も

しくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払
われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保
険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないも
のとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から
差し引いた額に対してのみ対物差額修理費用保険金を支払います。

第 ７条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する対物差額修理費用保険金の請求権は、被保険者が損害

賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被
保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上
の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを
行使することができるものとします。

（ ２ ）第 ２ 条（保険金を支払う場合）の対物差額修理費用保険金の請求は、
記名被保険者を経由して行うものとします。

（ ３ ）普通保険約款対物賠償責任条項第 ６条（損害賠償請求権者の直接請求
権）、第10条（先取特権）および第11条（損害賠償請求権者の権利と被
保険者の権利の調整）の規定は、対物差額修理費用保険金には適用しま
せん。

第 ８条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項第 １節基本条項を次のとお

り読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ４）②

車両条項 この特約

第 ９条（準用規定）

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（11）原動機付自転車に関する特約（自損型）
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命ま
たは身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者
が所有する自動車（注）を除きます。
（注）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、

および １年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。

医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に
より認められる異常所見をいいます。

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

介護を必要とす
ると認められる
場合

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、
食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一
部について、常時あるいは随時介護が必要である場合ま
たは必要であると見込まれる場合をいいます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第１節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３ 項に定める原動機付自転車をいいます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠
損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場
合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものを除きます。

自動車 原動機付自転車を含みます。

自損傷害保険金 第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の規定によ
り当会社が保険金を支払うべき自損傷害死亡保険金、自
損傷害後遺障害保険金、自損傷害介護費用保険金または
自損傷害医療保険金をいいます。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づ
く責任保険または責任共済をいいます。

借用原動機付自
転車

第 ７条（被保険者の範囲）に規定する被保険者のいず
れかに該当する者が所有する原動機付自転車（注）以外
のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者の
いずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を
除きます。
（注）所有権留保条項付売買契約により購入した原動機

付自転車、および １ 年以上を期間とする貸借契約に
より借り入れた原動機付自転車を含みます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
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親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
第20条（乗車装置）第 １項に定める乗車人員が動揺、衝
撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を
確保できるような構造を備えた場所をいいます。

対人賠償保険 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命
または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金または
共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等
以外のものをいいます。

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合－対人賠償責任・対物賠
償責任）および第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）
の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部ま
たは一部に対して支払責任が同じである他の保険契約ま
たは共済契約をいいます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療
を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、
診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師の管理下において治療に専念することをい
います。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

賠償義務者 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保
険者の生命または身体を害することにより、被保険者ま
たはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法
律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

保険金請求権者 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該
当する者をいいます。
①　被保険者（注）
②　被保険者の父母、配偶者または子

（注）被保険者が死亡した場合は、その法定相続人
とします。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

無保険自動車 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認め
られる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認め
られる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。
ただし、相手自動車が ２台以上ある場合には、それぞれ
の相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険
金額または共済金額の合計額（注 １）が、この契約画面
等記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、
それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。
①　その自動車について適用される対人賠償保険等が

ない場合
②　その自動車について適用される対人賠償保険等に
よって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは
子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負
担する者が、その責任を負担することによって被る
損害に対して保険金または共済金の支払を全く受け
ることができない場合

③　その自動車について適用される対人賠償保険等の
保険金額または共済金額（注 ２）が、この契約画面
等記載の保険金額に達しない場合
（注 １ ）③に該当するもの以外の相手自動車について

は、保険金額または共済金額がないものとし
て計算します。

（注 ２）対人賠償保険等が２以上ある場合は、それぞ
れの保険金額または共済金額の合計額とします。

無保険車事故 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被
保険者の生命が害されること、または身体が害されその
直接の結果として普通保険約款別表 １の １ または別表 １
の ２に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じ
て同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生
じることをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、記名被保険者が個人である場合で、契約画面等にこの特約

が記載されているときに適用されます。

第 ２条（保険金を支払う場合－対人賠償責任・対物賠償責任）
（ １ ）当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被

保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保
険約款対人賠償責任条項または対物賠償責任条項（注）を適用します。
（注）これらの条項について適用される他の特約を含みます。

（ ２ ）（ １）の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、
この特約により、普通保険約款対人賠償責任条項第 １条（保険金を支払
う場合）（ ２）の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じ
た １回の対人事故による同条（ １）の損害に対して、自賠責保険等によっ
て支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払
われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支
払います。

第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）
（ １ ）当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の

事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じ
た損害に対して自動車損害賠償保障法第 ３条（自動車損害賠償責任）に
基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、この特約に従い、自損傷害
保険金を支払います。
①　原動機付自転車の運行に起因する事故
②　原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発または原動機付自転車の落下

（ ２ ）（ １）の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（注）を
含みます。
（注）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きま

す。
（ ３ ）（ １）の傷害には、次のものを含みません。

①　細菌性食中毒
②　ウイルス性食中毒
③　日射、熱射または精神的衝動による障害
④　被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足り
る医学的他覚所見のないもの

（ ４ ）当会社は、人身傷害車外危険補償特約により保険金を支払うべき損害
に対しては、（ １）の規定による保険金を支払いません。
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第 ４条（保険金を支払う場合－無保険車傷害）
（ １）当会社は、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中（注）の原動機付自転

車を被保険自動車とみなして、この特約に定める無保険車傷害特則を適
用します。
（注）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

（ ２）当会社は、人身傷害車外危険補償特約により保険金を支払うべき損害
に対しては、（ １）の規定による保険金を支払いません。

第 5条（保険金を支払わない場合－対人賠償責任・対物賠償責任）
当会社は、第 ２条（保険金を支払う場合－対人賠償責任・対物賠償責任）

の適用においては、普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項お
よび基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故によ
り生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

①　被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者
の業務（注 １）のために、被保険者の使用人が運転している間に生じ
た事故。ただし、その使用人が第 7条（被保険者の範囲）に規定する
被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。

②　被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（注 ２）を、その使用
者の業務（注 １）のために、被保険者が運転している間に生じた事故。
ただし、その使用者が第 7 条に規定する被保険者のいずれかに該当す
る場合を除きます。

③　第 7 条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自
転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸等原動機付自転車
を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車
について生じた事故

④　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する
者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事
故
（注 １ ）家事を除きます。
（注 ２ ）所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、

および １年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機
付自転車を含みます。

第 6条（保険金を支払わない場合－自損傷害）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、自損傷害保険金

を支払いません。
①　被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
②　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで原動機付自転車
を運転している場合、酒に酔った状態（注 １）もしくは身体に道路交
通法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の ３（アルコールの程度）
で定める程度以上にアルコールを保有する状態で原動機付自転車を運
転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、
指定薬物（注 ２）等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で原動機付自転車を運転している場合に生じた傷害

③　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する
者の承諾を得ないで原動機付自転車に搭乗中に生じた傷害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
（注 １ ）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２ ）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（ ２）傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じ
た場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、自損傷害
保険金を支払いません。

（ ３）当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起
因する創傷感染症（注）に対しては、自損傷害保険金を支払いません。
（注）丹

たんどく

毒、淋
りん ぱ せんえん

巴腺炎、敗
はいけつしょう

血症、破
は しょうふう

傷風等をいいます。
（ ４ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対して

は、自損傷害保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ

れらに類似の事変または暴動（注１）
②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注 ２ ）もしくは核燃料物質（注 ２）によって汚染され
た物（注 ３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑥　原動機付自転車を競技もしくは曲技（注 ４）のために使用すること、
または原動機付自転車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場
所において使用（注 ５ ）すること。

⑦　原動機付自転車に危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載するこ
と、または原動機付自転車が、危険物（注 ６）を業務（注 ７ ）として
積載した被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注 １）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ２）使用済燃料を含みます。
（注 ３）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ４）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ５）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ６）道路運送車両の保安基準第 １条（用語の定義）に定める高圧

ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）第 ２条（定義等）
に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）第 ２ 条（定義）に定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ７）家事を除きます。
（ ５）当会社は、自動車取扱業者が原動機付自転車を業務として受託してい

る間に、被保険者に生じた傷害に対しては、自損傷害保険金を支払いま
せん。

第 7条（被保険者の範囲）
（ １）この特約においては、普通保険約款対人賠償責任条項第 ３ 条（被保険

者の範囲）および対物賠償責任条項第 ３条（被保険者の範囲）の規定に
かかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

（ ２）第 ２条（保険金を支払う場合－対人賠償責任・対物賠償責任）の規定
を適用する場合で、（ １ ）①から④までのいずれかに該当する者が責任
無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者お
よび監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者（注 １ ）を被保険
者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する対人事故（注 ２ ）ま
たは対物事故（注 ３ ）に限ります。
（注 １ ）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力

者の親族に限ります。
（注 ２ ）普通保険約款対人賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人

事故をいいます。
（注 ３ ）普通保険約款対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物

事故をいいます。
（ ３）（ １ ）の規定にかかわらず、第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）

および第 ４条（保険金を支払う場合－無保険車傷害）の適用においては、
原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。ただし、極め
て異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。

（ ４）第 ４条（保険金を支払う場合－無保険車傷害）の適用においては、（ ３）
の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理
に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害され
その直接の結果として普通保険約款別表 １ の １または別表 １ の ２ に掲げ
る後遺障害（注）もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に
相当すると認められる後遺障害（注）が生じることによって損害を被っ
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た場合は、（ ３）の規定の適用において、既に生まれていたものとみな
します。
（注）その者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足

りる医学的他覚所見のないものを含みません。
（ 5 ）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第 8条（死亡保険金の支払－自損傷害）
（ １ ）当会社は、被保険者が第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷

害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円（注）を
自損傷害死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
（注） １ 回の事故につき、被保険者に対し既に支払った自損傷害後遺障

害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除し
た残額とします。

（ ２ ）（ １ ）の被保険者の法定相続人が ２名以上である場合は、当会社は、
法定相続分の割合により自損傷害死亡保険金を被保険者の法定相続人に
支払います。

第 9条（後遺障害保険金の支払－自損傷害）
（ １ ）当会社は、被保険者が第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷

害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表 １の １または別表
１ の ２ に掲げる後遺障害が生じた場合は、該当する等級に対応する、こ
の特約の別表 １の １または別表 １の ２に規定する保険金支払額を自損傷
害後遺障害保険金として被保険者に支払います。

（ ２ ）普通保険約款別表 １の １または別表 １の ２の各等級に掲げる後遺障害
に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認め
られるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当す
る等級の後遺障害に該当したものとみなします。

（ ３ ）同一事故により、普通保険約款別表 １の ２に掲げる ２種以上の後遺障
害が生じた場合には、当会社は、次の額を自損傷害後遺障害保険金とし
て支払います。ただし、同一事故により、普通保険約款別表 １の １ に掲
げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する、
この特約の別表 １の １に規定する額と、次の①から④の規定による額の
いずれか高い額を後遺障害保険金として支払います。
①　第 １級から第 ５級までに掲げる後遺障害が ２種以上ある場合は、重
い後遺障害に該当する等級の ３級上位の等級に対応する、この特約の
別表 １の ２に規定する保険金支払額

②　①以外の場合で、第 １級から第 ８級までに掲げる後遺障害が ２ 種以
上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の ２級上位の等級に対応
する、この特約の別表 １の ２に規定する保険金支払額

③　①および②以外の場合で、第 １級から第13級までに掲げる後遺障害
が ２ 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の １級上位の等
級に対応する、この特約の別表 １の ２に規定する保険金支払額。ただ
し、それぞれの後遺障害の等級に対応する、この特約の別表 １ の ２に
規定する保険金支払額の合計額が上記の保険金支払額に達しない場合
は、その合計額とします。

④　①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対応す
る、この特約の別表 １の ２に定める金額

（ ４ ）既に後遺障害のある被保険者が第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷
害）の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を
加重した場合は、次の算式によって算出した額を自損傷害後遺障害保険
金として支払います。

普通保険約款別表 １の １また
は別表 １の ２に掲げる加重後
の後遺障害に該当する等級に
対応する、この特約の別表 １
の １または別表 １の ２に規定
する保険金支払額

−

既にあった後遺障害
に該当する等級に対
応する、この特約の
別表 １の １または別
表 １の ２に規定する
保険金支払額

＝
自損傷害後
遺障害保険
金の額

第10条（介護費用保険金の支払－自損傷害）
（ １ ）当会社は、被保険者が第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷

害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表 １の ２の第 １級も

しくは第 ２ 級に該当するこの特約の別表 １の ２に掲げる金額の支払われ
るべき後遺障害または普通保険約款別表 １の ２の第 ３級③もしくは④に
掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、
200万円を自損傷害介護費用保険金として被保険者に支払います。

（ ２）当会社は、（ １）の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日か
らその日を含めて30日以内に死亡した場合は、自損傷害介護費用保険金
を支払いません。

第11条（医療保険金の支払－自損傷害）
（ １）当会社は、被保険者が第 ３ 条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷

害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、その治療日数
に対し、次の算式によって算出した額を自損傷害医療保険金として被保
険者に支払います。
①　入院した場合

６，０００円 × 入院日数 ＝ 自損傷害医療保険金の額
②　通院した場合

４，０００円 × 通院日数（注） ＝ 自損傷害医療保険金の額
（注）①に該当する日数を除きます。

（ ２）（ １）の治療日数には、臓器の移植に関する法律（平成 ９年法律第104号）
第 ６ 条（臓器の摘出）の規定によって、同条第 ４項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた
場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の
規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（注）であ
るときには、その処置日数を含みます。
（注）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用

があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みま
す。

（ ３）（ １ ）②の通院日数には、被保険者が通院しない場合であっても、別
表 ２ に掲げる部位を固定するためにギプス等（注 １）を常時装着したと
きには、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であ
ること（注 ２ ）、かつ、診断書、診療報酬明細書等から該当する部位を
ギプス等（注 １）装着により固定していることが確認できる場合に限り
ます。
（注 １ ）ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子

（シーネ、スプリント）固定、創外固定器、ＰＴＢキャスト、Ｐ
ＴＢブレース（下腿

たい

骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至
るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限り
ます。）、線副子等（上下顎を一体的に固定した場合に限ります。）
およびハローベストをいいます。

（注 ２）診断書または医師の意見書に固定に関する記載がある場合に限
ります。

（ ４）（ １ ）の自損傷害医療保険金の額は、 １回の事故につき、100万円を限
度とします。

（ ５）被保険者が自損傷害医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに自
損傷害医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当
会社は、重複しては自損傷害医療保険金を支払いません。

第12条（他の身体の障害または疾病の影響－自損傷害）
（ １）被保険者が第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷害を被った

時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条
の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もし
くは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、そ
の影響がなかったときに相当する金額を支払います。

（ ２）正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もし
くは自損傷害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことによ
り、第 ３条（保険金を支払う場合－自損傷害）の傷害が重大となった場
合も、（ １）と同様の方法で支払います。

第13条（当会社の責任限度額等－自損傷害）
（ １） １回の事故につき、当会社が支払うべき自損傷害死亡保険金の額は、

第 8条（死亡保険金の支払－自損傷害）の規定による額とし、かつ、1,500
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万円を限度とします。
（ ２ ） １ 回の事故につき、当会社が支払うべき自損傷害後遺障害保険金の額

は、第 9 条（後遺障害保険金の支払－自損傷害）および前条の規定によ
る額とし、かつ、2,000万円を限度とします。

（ ３ ）当会社は、（ １）および（ ２）に定める保険金のほか、 １ 回の事故に
つき、第10条（介護費用保険金の支払－自損傷害）および前条の規定に
よる自損傷害介護費用保険金ならびに第11条（医療保険金の支払－自損
傷害）および前条の規定による自損傷害医療保険金を支払います。

第14条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求－自損傷害）
（ １ ）当会社は、普通保険約款基本条項第 １節基本条項第18条（事故発生時

の義務）②もしくは③の規定による通知または同条項第21条（保険金の
請求）の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険
金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者
の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

（ ２ ）（ １ ）の規定による診断または死体の検案（注）のために要した費用は、
当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案（注）を受けるこ
とによって得られなかった収入を含みません。
（注）死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。

第15条（他の保険契約等がある場合の取扱い－自損傷害）
（ １ ）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によ

り支払うべき自損傷害保険金の額を支払います。
（ ２ ）（ １ ）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金も

しくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払
われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保
険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないも
のとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から
差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。この場合において、自
損傷害保険金の定義に規定する自損傷害介護費用保険金と自損傷害医療
保険金とこれら以外の保険金（注）とに区分して算出するものとします。
（注）自損傷害死亡保険金および自損傷害後遺障害保険金をいいます。

（ ３ ）（ ２ ）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額
の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし
ます。

第16条（保険金の請求－自損傷害）
（ １ ）当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これ

を行使することができるものとします。
①　自損傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②　自損傷害後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた
時

③　自損傷害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた
時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以
後とします。

④　自損傷害医療保険金については、被保険者が治療を要しなくなった
時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のい
ずれか早い時

（ ２ ）被保険者または保険金を受け取るべき者が自損傷害保険金の支払を請
求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会
社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書について
は、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
①　保険金の請求書
②　公の機関が発行する交通事故証明書
③　自損傷害死亡保険金の請求に関しては、死亡診断書および戸籍謄本
④　自損傷害後遺障害保険金の請求に関しては、後遺障害診断書
⑤　自損傷害医療保険金の請求に関しては、診断書
⑥　その他当会社が普通保険約款基本条項第 １節基本条項第22条（保険
金の支払時期）（ １）に定める必要な事項の確認を行うために欠くこ
とのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付
する書面等において定めたもの

（ ３）被保険者に自損傷害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、
自損傷害保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、
次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社
に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として自損
傷害保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に自損傷害保険
金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を
共にする ３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する
者に自損傷害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配
偶者（注）または②以外の ３親等内の親族
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限りま

す。
（ ４）（ ３）の規定による被保険者の代理人からの自損傷害保険金の請求に

対して、当会社が自損傷害保険金を支払った後に、重複して自損傷害保
険金の請求を受けた場合でも、当会社は、自損傷害保険金を支払いませ
ん。

（ ５）当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保
険者または自損傷害保険金を受け取るべき者に対して、（ ２ ）に掲げる
もの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を
求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠
を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（ ６）保険契約者、被保険者または自損傷害保険金を受け取るべき者が、正
当な理由がなく（ ５）の規定に違反した場合または（ ２）、（ ３ ）もしく
は（ ５）の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証
拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が
被った損害の額を差し引いて自損傷害保険金を支払います。

第17条（代位－自損傷害）
当会社が自損傷害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはそ

の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権
は、当会社に移転しません。

第18条（時効）
自損傷害保険金請求権は、第16条（保険金の請求－自損傷害）（ １ ）に

定める時の翌日から起算して ３年を経過した場合は、時効によって消滅し
ます。

第19条（被保険自動車の譲渡または返還の場合）
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第 １ 節基

本条項第 ６条（被保険自動車の譲渡）（ ２ ）の規定は適用しません。

第20条（運転者家族限定特約等の不適用）
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
①　運転者家族限定特約
②　運転者本人・配偶者限定特約
③　運転者年齢21歳以上補償特約
④　運転者年齢26歳以上補償特約
⑤　運転者年齢30歳以上補償特約
⑥　対物差額修理費用補償特約

第21条（普通保険約款の読み替え）
（ １）この特約については、普通保険約款基本条項第１節基本条項を次のと

おり読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（２）②

損害（注 ３ ）または傷害 傷害

第11条（ 重 大
事由による解

対人賠償責任条項、対物
賠償責任条項または人身傷

この特約
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除）（ ２ ）（注 １） 害条項

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ２ ）（注 ２）

人身傷害条項 この特約

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ５ ）

次の損害または傷害 次の傷害

人身傷害条項に基づき保
険金を支払うべき損害また
は傷害

この特約に基づき保険金
を支払うべき傷害

被保険者に生じた損害（注
２）または傷害

被保険者に生じた傷害

その損害（注 ２）または
傷害に対して

その傷害に対して

（ 2 ）無保険車傷害特則適用時には（ １）に加え、普通保険約款基本条項第
１ 節基本条項を次のとおり読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第22条（ 保 険
金の支払時期）
（１）⑤

被保険者 保険金請求権者

第23条（ 当 会
社の指定する
医師が作成し
た診断書等の
要求）（１）

第21条（保険金の請求） 第21条（保険金の請求）
およびこの特約に定める無
保険車傷害特則第 ９ 条（保
険金の請求）

第25条（時効） 第21条（保険金の請求）
（ １）

この特約に定める無保険
車傷害特則第 ９条（保険金
の請求）

第27条（代位）
（１） お よ び
（ ２）

被保険者 保険金請求権者

第22条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

【無保険車傷害特則】
第 1条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者も

しくは子が被る損害に対して、賠償義務者がいる場合に限り、この特約
に従い、保険金を支払います。

（ ２ ）（ １ ）の損害の額は、第 ３条（損害額の決定）に定める損害の額とします。
（ ３ ）当会社は、 １回の無保険車事故による（ １）の損害の額が、次の合計

額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
①　自賠責保険等によって支払われる金額（注 １）
②　対人賠償保険等によって、賠償義務者が（ １）の損害について法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金ま
たは共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等
の保険金額または共済金額（注 ２）
（注 １）自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基

づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合
は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をい
います。

（注 ２）対人賠償保険等が ２以上ある場合は、それぞれの保険金額ま
たは共済金額の合計額とします。

第 ２条（保険金を支払わない場合）

（１）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払い
ません。
①　被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
②　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで原動機付自転車
を運転している場合、酒に酔った状態（注 １）もしくは身体に道路交
通法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の ３（アルコールの程度）
で定める程度以上にアルコールを保有する状態で原動機付自転車を運
転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、
指定薬物（注 ２）等の影響により正常な運転ができないおそれがある
状態で原動機付自転車を運転している場合に生じた損害

③　被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する
者の承諾を得ないで原動機付自転車に搭乗中に生じた損害

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
（注 １）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（ ２）損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会社
は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

（ ３）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して
は、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 １）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　台風、洪水または高潮
④　核燃料物質（注 ２ ）もしくは核燃料物質（注 ２）によって汚染され
た物（注 ３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑦　原動機付自転車を競技もしくは曲技（注 ４）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ５）すること。

⑧　原動機付自転車に危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載するこ
と、または被保険自動車が、危険物（注 ６）を業務（注 ７ ）として積
載した被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注１）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ２ ）使用済燃料を含みます。
（注 ３ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ４ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ５ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ６ ）道路運送車両の保安基準第１条（用語の定義）に定める高圧

ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）第 ２条（定義等）
に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）第 ２条（定義）に定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ７ ）家事を除きます。
（ ４）当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険

金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がいる場合を
除きます。
①　被保険者の父母、配偶者または子
②　被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（注）に
従事している場合に限ります。

③　被保険者の使用者の業務（注）に無保険自動車を使用している他の
使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務（注）に従事している
場合に限ります。
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（注）家事を除きます。
（ ５ ）当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車

によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いま
せん。ただし、無保険自動車が ２台以上ある場合で、これらの者または
（ ４ ）②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車が
あるときを除きます。

（ ６ ）原動機付自転車について適用される対人賠償保険等によって、被保険
者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害
賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に
対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合（注）には、
当会社は、保険金を支払いません。
（注）保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直

接受けることができる場合を含みます。
（ ７ ）当会社は、自動車取扱業者が原動機付自転車を業務として受託してい

る場合は、その原動機付自転車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険
金を支払いません。

第 ３条（損害額の決定）
（ １ ）当会社が保険金を支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は、

賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害
に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって
定めます。

（ ２ ）（ １ ）の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で法律上の損
害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続に
よって決定します。
①　当会社と保険金請求権者との間の協議
②　①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間にお
ける訴訟、裁判上の和解または調停

第 ４条（費用）
保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注）は、これを損害の

一部とみなします。
①　普通保険約款基本条項第 １節基本条項第18条（事故発生時の義務）
①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益で
あった費用

②　普通保険約款基本条項第 １節基本条項第18条⑥に規定する権利の保
全または行使に必要な手続をするために要した費用
（注）収入の喪失を含みません。

第 ５条（支払保険金の計算）
１ 回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式に

よって算出した額とします。なお、無保険車傷害特則における保険金額は
無制限とします。

第 ３ 条（損害額
の決定）の規定
により決定され
る損害額

＋ 前条の
費用 − 次の①から⑤までの

合計額 ＝ 保険金
の額

①　自賠責保険等によって支払われる金額（注 １）
②　対人賠償保険等によって賠償義務者が第 １条（保険金を支払う場合）
（ １ ）の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場
合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額（注 ２）

③　保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。た
だし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠
責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を
受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。

④　第 ３ 条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠
償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得し
たものがある場合は、その取得した額

⑤　①から④までのほか、第 １条（ １）の損害を補償するために支払わ
れる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得した

ものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額（注 ３ ）
（注 １）自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基

づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合
は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をい
います。

（注 ２）対人賠償保険等が ２以上ある場合は、それぞれの保険金額ま
たは共済金額の合計額とします。

（注 ３）保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険または生
命保険等の保険金、共済金その他の給付を含みません。

第 ６条（保険金請求権者の義務等）
（ １）被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第 １条（保険金を支払

う場合）（ １）の損害を被った場合であって、賠償義務者がいるときには、
保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の
請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなり
ません。
①　賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
②　賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保
険等の有無およびその内容

③　賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④　保険金請求権者が第 １条（ １）の損害に対して、賠償義務者、自賠
責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償
義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額が
ある場合は、その額

（ ２）当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく（ １ ）の規定に違反
した場合または（ １）の書類に事実と異なる記載をした場合は、それに
よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

（ ３）当会社は、賠償義務者または第１条（保険金を支払う場合）（ １ ）の
損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がいる場合
は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額に
ついて照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することが
あります。

第 ７条（保険金請求の手続）
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。

第 ８条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
（ １）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によ

り支払うべき保険金の額を支払います。
（ ２）（ １ ）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金も

しくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払
われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保
険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないも
のとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から
差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

（ ３）（ ２ ）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額
の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし
ます。

第 ９条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者

に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとし
ます。

<別表1>

後遺障害等級別保険金支払額表

1 ．介護を要する後遺障害

等級 保険金支払額

第 1級 2,000万円

第 2級 1,500万円
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2 ． 1 ．以外の後遺障害
等級 保険金支払額 等級 保険金支払額
第 1 級 1,500万円 第 8級 470万円
第 2 級 1,295万円 第 9級 365万円
第 3 級 1,110万円 第10級 280万円
第 4 級 960万円 第11級 210万円
第 5 級 825万円 第12級 145万円
第 6 級 700万円 第13級 95万円
第 7 級 585万円 第14級 50万円

<別表₂>

ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位

１．長管骨（注１）および脊柱

２．長管骨（注１）に接続する３大関節部分（注 ２）。ただし、長管骨を含め
ギプス等を装着した場合に限ります。

３．ろく骨または胸骨。ただし、体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。

４．顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合
に限ります。

（注 １ ）上肢の上腕骨、橈
とう

骨および尺骨ならびに下肢の大腿
たい

骨、脛
けい

骨および
腓
ひ

骨をいいます。
（注 ２ ）上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節

および足関節をいいます。
関節等の説明図

（12）人身傷害車外危険補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等に
より認められる異常所見をいいます。

運転者 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第 ２条（定
義）第 ４項に定める運転者をいいます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

自動車 原動機付自転車を含みます。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

所有権留保条
項付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　自動車が所有権留保条項付売買契約により売買さ
れている場合は、その買主

②　自動車が １ 年以上を期間とする貸借契約により貸
借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、自動車を所有する者

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３ 親等内の姻族をいい
ます。

正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
第20条（乗車装置）第 １項に定める乗車人員が動揺、衝
撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を
確保できるような構造を備えた場所をいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

保険金請求権者 普通保険約款人身傷害条項＜用語の定義＞に規定する
保険金請求権者をいいます。

保有者 自動車損害賠償保障法第 ２条第 ３ 項に定める保有者を
いいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約を適用する旨記載されている場合に

適用されます。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第 1 条（保険

金を支払う場合）（ ２）の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれか
に該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることを同
条（ ２ ）に規定する人身傷害事故とみなして、同条（ １）の規定に基づ
き、保険金を支払います。
①　自動車の運行に起因する事故
②　自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、
爆発または自動車の落下。ただし、被保険者がその自動車の正規の乗
車装置またはその装置のある室内（注）に搭乗中である場合に限ります。
（注）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（ ２ ）（ １）の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（注）を
含みます。
（注）継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
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（ ３ ）（ １ ）の傷害には、次のものを含みません。
①　細菌性食中毒
②　ウイルス性食中毒
③　日射、熱射または精神的衝動による障害
④　被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足り
る医学的他覚所見のないもの

第 ３条（保険金を支払わない場合）
当会社は、普通保険約款人身傷害条項および基本条項の規定による場合

のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車以
外の自動車を運転している場合、酒に酔った状態（注 １）もしくは身
体に道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第44条の ３ （アルコ
ールの程度）で定める程度以上にアルコールを保有する状態で被保険
自動車以外の自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、
覚せい剤、シンナー、指定薬物（注 ２）等の影響により正常な運転が
できないおそれがある状態で被保険自動車以外の自動車を運転してい
る場合に生じた損害

②　被保険者が、被保険自動車以外の自動車の使用について、正当な権
利を有する者の承諾を得ないでその自動車に搭乗中に生じた損害。た
だし、その自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が
正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその
者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある
場合を除きます。

③　被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、次のいずれかに
該当する自動車に搭乗中に生じた損害
ア．被保険者の使用者の業務（注 ３）のために、その使用者の所有す
る自動車（注 ４）に搭乗している場合は、その自動車

イ．記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶
者の同居の親族が所有する自動車（注 ４）または常時使用する自動
車

ウ．記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、その所有す
る自動車（注 ４）または常時使用する自動車を自ら運転者として運
転中の場合は、その自動車

④　被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技もしくは曲技
（注 ５ ）のために使用すること、または被保険者が搭乗中の被保険自
動車以外の自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所に
おいて使用（注 ６）することによって生じた損害
（注 １ ）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２ ）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（注 ３ ）家事を除きます。
（注 ４ ）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年

以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
（注 ５ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。

第 ４条（被保険者の範囲）
（ １）当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第 ３ 条（被保

険者の範囲）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を同条項
の被保険者とします。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはそ
の装置のある室内（注）に搭乗中の者

⑥　①から⑤まで以外の者で、被保険自動車の保有者
⑦　①から⑥まで以外の者で、被保険自動車の運転者
（注）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。
（ ２）（ １ ）⑥または⑦のいずれかに該当する者は、これらの者が被保険自

動車の運行に起因する事故により第 ２条（保険金を支払う場合）の傷害
を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損
害賠償保障法第 ３ 条（自動車損害賠償責任）に基づく損害賠償請求権が
発生しない場合に限り、被保険者に含みます。

（ ３）（ １ ）および（ ２）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者
は被保険者に含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
②　業務として自動車を受託している自動車取扱業者。ただし、業務と
して受託している自動車の運行に起因する事故または業務として受託
している自動車に搭乗中の事故の場合に限ります。

（ ４）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第 ５条（保険金請求権者の義務）
（ １）被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が普通保険約款人身傷害

条項第 １条（保険金を支払う場合）（ １ ）の損害を被った場合であって、
かつ、この特約の第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する人身傷害事
故の原因となった被保険自動車以外の自動車があるときは、保険金請求
権者は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者と
の関係を書面によって当会社に通知しなければなりません。

（ ２）当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく（ １ ）の規定に違反
した場合または（ １ ）の書類に事実と異なる記載をした場合は、それに
よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第 ６条（他の特約との関係）
（ １）この保険契約に他車運転危険補償特約（人傷型）が適用されている場

合には、同特約第 ３ 条（保険金を支払う場合－人身傷害）（ １ ）の規定
により保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、この特約を適用
しません。

（ ２）この保険契約に原動機付自転車に関する特約（人傷型）が適用されて
いる場合には、同特約第 ３条（保険金を支払う場合－人身傷害）の規定
により保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、この特約を適用
しません。

（13）弁護士費用等補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

相手自動車 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が身体の
障害または財物の破損を被る原因となった自動車をいい
ます。ただし、被保険者が所有者である自動車および日
本国外にある自動車を除きます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第１節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

財物の破損 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損を
いいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含
みません。

自動車 原動機付自転車を含みます。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
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を執行するその他の機関を含みます。

所有権留保条
項付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により
売買されている場合は、その買主

②　被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、被保険自動車を所有す
る者

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

身体の障害 生命または身体を害することをいいます。

正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
第20条（乗車装置）第 １項に定める乗車人員が動揺、衝
撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を
確保できるような構造を備えた場所をいいます。

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合）の規定により当会社が
保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま
す。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被害事故 相手自動車の所有、使用または管理に起因する日本国
内で発生した偶然な事故により、被保険者が身体の障害
または財物の破損を被るものをいいます。ただし、同一
の原因から生じた一連の事故は、一つの事故とみなし、
最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したもの
とみなします。
なお、被害事故は、賠償義務者が特定できるものに限

ります。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

弁護士費用等 損害賠償に関する争訟について、被保険者があらかじ
め当会社の承認を得て支出した弁護士報酬、司法書士報
酬（注 １）もしくは行政書士報酬（注 ２）、訴訟費用、仲
裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の
保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
とし、法律相談費用を除きます。ただし、被保険者が、
上記の費用を支出する際の手続等を行うことにより得ら
れなかった収入は対象となりません。
（注 １）着手金および手数料については、弁護士または

司法書士に委任した事件または事務処理の対価と
して算定される金額とします。また、報酬金につ
いては、弁護士または司法書士への委任によって
確保された利益に基づき算定される金額とします。

（注 ２）書類の作成および書類の提出手続を代理するこ
との対価として算定される金額とします。

法律相談 損害賠償に関する争訟についての次の①から③のいず
れかに該当する行為をいい、口頭による鑑定、電話によ
る相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もし
くは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内で

あると当会社が認めた行為を含みます。
①　弁護士が行う法律相談
②　司法書士が行う、司法書士法（昭和25年法律第197
号）第 ３ 条（業務）第 １項第 ５ 号に規定する相談お
よび同項第 ７ 号に規定する相談（司法書士法第 ３条
第 ２項第 １号から第 ３号までに定める条件をすべて
満たす司法書士が行う相談に限ります。）

③　行政書士が行う、行政書士法（昭和26年法律第 ４号）
第 １条の ３（業務）第 １ 項第 ４号に規定する相談

法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書
士に支払われるべき費用をいいます。
ただし、被保険者があらかじめ当会社の承認を得て支

出した費用に限ります。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
①　記名被保険者が個人であること。
②　契約画面等にこの特約が記載されていること。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、被保険者が賠償義務者に対して被害事故にかかわる法律上

の損害賠償請求を行う場合に、被保険者が弁護士費用等を負担すること
によって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に弁護士費用等
保険金を支払います。ただし、普通保険約款対人賠償責任条項および対
物賠償責任条項において支払われる費用を除きます。

（ ２ ）当会社は、被保険者が被害事故にかかわる法律相談を行う場合に、被
保険者が法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この
特約に従い、被保険者に法律相談費用保険金を支払います。ただし、普
通保険約款対人賠償責任条項および対物賠償責任条項において支払われ
る費用を除きます。

（ ３ ）当会社は、被害事故が保険期間中に発生した場合に限り、弁護士費用
等保険金および法律相談費用保険金を支払います。

第 ３条（保険金を支払わない場合）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、弁護士費用等保

険金および法律相談費用保険金を支払いません。
①　被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
②　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転し
ている場合、酒に酔った状態（注 １）もしくは身体に道路交通法施行
令（昭和35年政令第270号）第44条の ３（アルコールの程度）で定め
る程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転している場
合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注
２）等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車
を運転している場合に生じた損害

③　被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾
を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被保
険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以
外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する
者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。

④　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
（注 １）アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある

状態をいいます。
（注 ２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（ ２）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して
は、弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 １）

②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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③　台風、洪水または高潮
④　核燃料物質（注 ２）もしくは核燃料物質（注 ２）によって汚染され
た物（注 ３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑦　被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動
車を競技もしくは曲技（注 ４）のために使用すること、または被保険
自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技
もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用（注 ５ ）する
こと。

⑧　被保険自動車に危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載すること、
または被保険自動車が危険物（注 ６）を業務（注 ７）として積載した
被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注１）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ２ ）使用済燃料を含みます。
（注 ３ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ４ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ５ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している

場合を除きます。
（注 ６ ）道路運送車両の保安基準第 １条（用語の定義）に定める高圧

ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）第 ２条（定義等）
に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）第 ２条（定義）に定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ７ ）家事を除きます。
（ ３ ）当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する相手自動車に

よって生じた被害事故に対しては、弁護士費用等保険金および法律相談
費用保険金を支払いません。

（ ４ ）当会社は、被保険者が自動車取扱業者である場合に、被保険者が業務
として受託した被保険自動車に搭乗中に生じた被害事故に対しては、弁
護士費用等保険金および法律相談費用保険金を支払いません。

（ ５ ）当会社は、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者
が運転している場合に生じた事故に対しては、弁護士費用等保険金およ
び法律相談費用保険金を支払いません。

（ ６ ）当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これ
らの者に対する法律上の損害賠償請求を行ったことにより生じた損害に対
しては、弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
①　被保険者の父母、配偶者または子
②　被保険者の使用者（注 １）。ただし、被保険者がその使用者（注 １）
の業務（注 ２）に従事している場合に限ります。

③　被保険者の使用者の業務（注 ２）に相手自動車を使用している他の
使用人。ただし、被保険者がその使用者（注 １）の業務（注 ２ ）に従
事している場合に限ります。
（注 １ ）請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名

被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
（注 ２ ）家事を除きます。

（ ７ ）当会社は、被保険者が過去の裁判所等の判断に照らして社会通念上不
当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は、それに
より生じた損害に対しては、弁護士費用等保険金および法律相談費用保
険金を支払いません。

（ ８ ）当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締
結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任に関す
る弁護士費用等および法律相談費用を被保険者が負担することによって
被る損害については、弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金を
支払いません。

第 ４条（被保険者の範囲）

（ １）この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはそ
の装置のある室内（注）に搭乗中の者

⑥　①から⑤まで以外の者で被保険自動車の所有者。ただし、被保険自
動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
（注）隔壁等により通行できないように仕切られている場合を除きます。

（ ２）（ １）の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方
法で搭乗中のものは被保険者に含みません。

（ ３）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第 ５条（支払保険金）
（ １） １回の被害事故につき当会社の支払う弁護士費用等保険金の額は、第

２条（保険金を支払う場合）（ １）の損害の額とします。ただし、別紙　
弁護士費用等保険金支払限度額に定める金額に消費税相当額を加算した
金額を限度とし、被保険者 １名につき、それぞれ300万円を限度とします。

（ ２）１回の被害事故につき当会社の支払う法律相談費用保険金の額は、第
２ 条（保険金を支払う場合）（ ２）の損害の額とします。ただし、被保
険者 １名につき、それぞれ10万円を限度とします。

（ ３）当会社は、弁護士費用等および法律相談費用のうち、賠償義務者また
は賠償義務者以外の第三者から被保険者に既に支払われた金額がある場
合は、損害の額からその金額を差し引いて弁護士費用等保険金および法
律相談費用保険金を支払います。

第 ６条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払

うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に
は、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額から、次のいずれか
の場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保
険金を支払います。

①　他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
②　既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合

第 ７条（事故発生時の義務等）
（ １）保険契約者または被保険者は、第 ２条（保険金を支払う場合）（ １ ）

に該当する場合で、被保険者が弁護士費用等を支出しようとするとき、
または同条（ ２）に該当する場合で、被保険者が法律相談費用を支出し
ようとするときは、次の①および②に定めることを履行しなければなり
ません。
①　次の事項を、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内
に、当会社に通知しなければなりません。
ア．被害事故の発生日時、場所および被害事故の状況
イ．賠償義務者がいる場合はその氏名または名称および住所

②　弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、これらの者と
委任契約を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、委任契約の内
容について、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。

（ ２）保険契約者または被保険者は、被害事故が発生した日の翌日から起算
して180日以内であるか否かを問わず、弁護士費用等または法律相談費
用を支出する前に、支出しようとする弁護士費用等または法律相談費用
の費目の明細を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。

（ ３）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（ １）の規定に違反
した場合、または当会社に事実を告げずもしくは事実と異なることを告
げた場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し
引いて弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金を支払います。

第 ８条（保険金の請求）
（ １）当会社に対する弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金の請求

権は、被保険者が弁護士費用等または法律相談費用を支出した時から発
生し、これを行使することができるものとします。

（ ２）被保険者が弁護士費用等保険金または法律相談費用保険金の支払を請
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求する場合は、普通保険約款基本条項第 １節基本条項第21条（保険金の
請求）（ ２）⑩に定める書類または証拠として、下表に掲げるものを当
会社に提出しなければなりません。

保険金請求に必要な書類または証拠

①　弁護士費用等の総額および法律相談費用の総額を確認できる客観
的書類

②　弁護士費用等の内容を確認できる客観的書類

③　法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類

第 ９条（支払保険金の返還）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った弁護士

費用等保険金および法律相談費用保険金の返還を求めることができます。
①　弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者が支払った
着手金の返還を受けた場合

②　被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険
者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場
合で、次のイ．の額がア．の額を超過する場合
ア．被保険者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った弁
護士費用等の全額

イ．判決で認定された弁護士費用等の額と当会社が第 ２条（保険金を
支払う場合）の規定により既に支払った弁護士費用等保険金および
法律相談費用保険金の合計額

（ ２ ）（ １ ）の規定により当会社が返還を求める弁護士費用等保険金および
法律相談費用保険金の額は、次のとおりとします。
①　（ １ ）①の場合は返還された着手金の金額に相当する額。ただし、
第 ２ 条（保険金を支払う場合）の規定により支払われた弁護士費用等
保険金および法律相談費用保険金のうち、着手金に相当する金額を限
度とします。

②　（ １ ）②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第 ２ 条の規定に
より支払われた弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金の額を
限度とします。

第10条（運転者家族限定特約等の不適用）
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
①　運転者家族限定特約
②　運転者本人・配偶者限定特約
③　運転者年齢21歳以上補償特約
④　運転者年齢26歳以上補償特約
⑤　運転者年齢30歳以上補償特約

第11条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項第 １節基本条項を次のとお

り読み替えて適用します。
該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（重大事由によ
る解除）（ 2 ）（注 1）

対人賠償責任条項、対
物賠償責任条項または
人身傷害条項

この特約

第11条（重大事由によ
る解除）（ 4 ）②

車両条項 この特約

第12条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

別紙　弁護士費用等保険金支払限度額
＜用語の定義＞

この別紙弁護士費用等保険金支払限度額において使用される次の用語
は、この弁護士費用等補償特約の＜用語の定義＞に定める用語のほか、そ
れぞれ次の定義によります。

用語 定義

時間制報酬 委任契約を締結する際に取り決めた１時間あたりの委
任事務処理単価にその処理に要した時間（移動に要する
時間を含みます。）を乗じた額により計算される弁護士報
酬をいいます。

事件等 事件または法律事務をいいます。

着手金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功が
あるものについて、その結果にかかわらず受任時に弁護
士または認定司法書士が受けるべき委任事務処理の対価
をいいます。

手数料 原則として １回程度の手続または委任事務処理で終了す
る事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

認定司法書士 司法書士法（昭和25年法律第197号）第 ３ 条（業務）第
２項第 １ 号から第 ３号までに定める条件をすべて満たす
司法書士をいいます。

報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功が
あるものについて、その成功の程度に応じて弁護士また
は認定司法書士が受ける委任事務処理の対価をいいます。

着手金、報酬金、時間制報酬、手数料およびその他の費用についてはそ
れぞれ（ １）から（ ５）までの規定によります。ただし、被保険者が日本
弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は当会社が別に定める
ところによります。

（1）着手金
①　弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益（注

1）に応じて次表に掲げる金額（注 2）とします。

経済的利益（注 １ ） 金額

ア．125万円以下の場合 10万円

イ．125万円を超え300万円
以下の場合

経済的利益（注１）
× 8%

ウ．300万円を超え3,000万
円以下の場合

経済的利益（注１）
× 5%+ 9 万円

エ．3,000万円を超え 3 億
円以下の場合

経済的利益（注１）
× 3%+69万円

オ． 3億円を超える場合 経済的利益（注１）
× 2%+369万円

②　同一の事件に関し、次表に掲げるア．からエ．のいずれかの事由に
該当する場合で当会社が認めたときは、上記①の規定により計算され
る金額の25％を上限に増額することができます。ただし、複数の事由
に該当する場合であっても、50％（注 ３）を超えて増額することはで
きません。

ア．弁護士または認定司法書士が、示談交渉から引き続き、調
停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟事件を受
任する場合

イ．弁護士または認定司法書士が、調停または仲裁センター等
への申立てから引き続き、訴訟事件を受任する場合

ウ．弁護士が、第１審から引き続いて控訴審を受任する場合

エ．弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合

③　同一の事件に関し、弁護士または認定司法書士が調査事件から引き
続き、示談交渉、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟
の提起を依頼された場合、上記①に定める額から既に受け取っていた
調査事件の手数料を差し引くこととします。
（注 １ ）弁護士または認定司法書士に委任した事件につき、依頼時
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の資料により計算される被保険者が賠償されるべき相当な金
額をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済者か
らの事前支払提示額および自動車損害賠償保障法（昭和30年法
律第97号）に基づく責任保険もしくは責任共済（以下この別紙
において「自賠責保険等」といいます。）または自動車損害賠
償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定
される金額を含みません。

（注 ２ ）事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の
事情により、当会社が認めた場合は、30％の範囲で増額する
ことができます。

（注 ３ ）通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事件処理
に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が認めた場合
は、50％を超える割合とすることができます。

（ ２ ）報酬金
①　弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益
（注 １ ）に応じて次表に掲げる金額（注 ２）とします。ただし、経済
的利益（注 １）が確保されなかった場合は、 ０円とします。

経済的利益（注 １） 金額

ア．125万円以下の場合 ２0万円

イ．125万円を超え300万円
以下の場合

経済的利益（注 １）
×16%

ウ．300万円を超え3,000万
円以下の場合

経済的利益（注 １）
×10%+18万円

エ．3,000万円を超え 3 億
円以下の場合

経済的利益（注 １）
× 6%+138万円

オ． 3 億円を超える場合 経済的利益（注 １）
× 4%+738万円

②　弁護士が引き続き上訴審を受任した場合、最終審の報酬金以外の報
酬金については支払いません。
（注 １ ）弁護士または認定司法書士への委任によって確保された利益

をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済者からの
事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障
法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される
金額を含みません。

（注 ２ ）委任事務の終了時において事件の種類、委任事務処理の難易
等の事情により、当会社が認めた場合は、30％の範囲で増額す
ることができます。

（ ３）時間制報酬
弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間（注 １ ） １時間あ

たり ２ 万円。ただし、同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請
求はできないものとし、30時間分（注 ２）を上限とします。
（注１）事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当

な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理
以外の事務処理に要した時間および弁護士の過失により書面等の
訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。な
お、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出
される報告書（原則として毎月 １回の割合で提出され、事務処理
に要した時間が １分単位で記載されたものに限ります。）により
確認されたものとします。

（注 ２ ）委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、
30時間を超える時間分とすることができます。

（ ４ ）手数料
①　弁護士または認定司法書士が実施する自賠責保険等または自動車損
害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料
は、支払われるべき金額に応じて次表に掲げる金額とします。

支払われるべき金額 金額

ア．150万円以下の場合 3万円

イ．150万円を超える場合 支払われるべき金額× 2%

②　上記①以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額と
します。

（ ５）その他の費用
日当および実費（注）等の上記（ １ ）から（ ４ ）以外の費用については

社会通念上必要かつ妥当な費用とします。
（注）収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保

証金、供託金およびこれらに準ずるもので、支払の必要が生じた額
をいいます。

（14）個人賠償責任補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、
運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、
情報の流布（注）のみに起因するものを除きます。
（注）特定の者への伝達を含みます。

軌道上を走行
する陸上の乗
用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロー
プウェー、いす付リフトおよびガイドウェイバス（注）
をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラ
ウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、
ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト
等は含みません。
（注）専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいま

す。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している
間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取
り扱います。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機付自転
車

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２ 条（定義）
第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠
損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場
合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものを除きます。

航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量
動力機（注）、ジャイロプレーンをいいます。
（注）モーターハンググライダー、マイクロライト機、

ウルトラライト機等をいいます。

財物 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等
の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営
業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含
みません。

住宅 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一
時的に居住の用に供される住宅ならびに敷地内（注）の
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動産および不動産を含みます。
（注）囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供さ

れている住宅の所在する場所およびこれに連続した
土地で、同一の被保険者によって占有されているも
のをいいます。また、公道、河川等が介在していて
も敷地内は中断されることなく、これを連続した土
地とみなします。

受託品 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者か
ら受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいい
ます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

身体の障害 生命または身体を害することをいいます。

船舶 ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよび
カヌーを含みます。

損壊 滅失、汚損もしくは損傷をいい、紛失、盗取および詐
取を含みません。

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合）の規定により当会社が
保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま
す。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
①　記名被保険者が個人であること。
②　契約画面等にこの特約が記載されていること。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、被保険者が日本国内において生じた次のいずれかに該当す

る偶然な事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上
を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支
払います。
①　住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②　被保険者の日常生活（注）に起因する偶然な事故
（注）住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。

（ ２ ）当会社は、被保険者が管理する財物で（ ３）に規定する受託品が、日
本国内において生じた偶然な事故により損壊または盗取されたことにつ
いて、被保険者が受託品について正当な権利を有する者に対し法律上の
損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約お
よび普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。

（ ３ ）この特約において受託品は、被保険者が日本国内において受託した財
物のうち、次に規定する物を除いたものとします。
①　車両（注 １）、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよび
これらの付属品

②　ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサー
フィン、ラジコン模型、ドローンその他の無人航空機および模型航空
機ならびにこれらに類する物ならびにこれらの付属品

③　義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
④　預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカー
ド、電子マネー、商品券その他これらに類する物

⑤　クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
⑥　稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類する物
⑦　業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑧　動物、植物等の生物
⑨　法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
⑩　鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券、宿泊券、観光券または旅
行券

⑪　通貨または小切手
⑫　貴金属、宝石および書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類
する物

⑬　不動産（注 ２）
⑭　門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑮　データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑯　ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産（注 ３ ）
⑰　受託した地および時における価額が １ 個または １組で100万円を超
える物

⑱　移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事
務機器およびこれらの付属品
（注 １ ）自動車、原動機付自転車、軽車両（注 ４ ）、トロリーバスお

よび鉄道車両をいいます。
（注 ２ ）畳、建具その他の従物および電気、ガス、暖房、冷房設備そ

の他の付属設備を含みます。
（注 ３ ）セイフティボックスのキーおよびルームキーについては施設

外に持ち出したときを含みます。
（注 ４ ）自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または

他の車両に牽
けんいん

引され、かつ、レールによらないで運転する車（注
５）であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等
および身体障害者用の車（注 ６ ）を除きます。

（注 ５ ）レールによらないで運転する車には、そりおよび牛馬を含み
ます。

（注 ６ ）車いすを含みます。

第 ３条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（注 １）
の故意

②　記名被保険者以外の被保険者の故意
③　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

④　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３）によって汚染され
た物（注 ４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑥　⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦　③から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故
（注 １ ）保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注 ２ ）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３ ）使用済燃料を含みます。
（注 ４ ）原子核分裂生成物を含みます。

（ ２）当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担す
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ることによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②　専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産（注 １ ）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償責任

③　第 ４ 条（被保険者の範囲）（ １）に定める者およびこれらの者と同
居する親族に対する損害賠償責任

④　被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身
体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人と
して使用する者に対する損害賠償責任を除きます。

⑤　被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合におい
て、その約定によって加重された損害賠償責任

⑥　被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財
物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任（注
２ ）。

⑦　被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧　被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損
害賠償責任

⑨　航空機、船舶・車両（注 3）または銃器（注 4 ）の所有、使用また
は管理に起因する損害賠償責任

⑩　被保険者が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用
または管理に起因する損害賠償責任
（注 １ ）住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、そ

の部分を含みます。
（注 ２ ）第 ２条（保険金を支払う場合）（ １）に規定する損害賠償責

任に限ります。
（注 3 ）原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカー

ト、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が
専ら人力であるものを除きます｡

（注 4 ）空気銃を除きます。
（ ３ ）当会社は、第 ２条（保険金を支払う場合）（ ２）に規定する損害について、

次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①　被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害
②　差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起
因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされ
た場合、および施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全
確認検査等の目的でその錠を壊された場合を除きます。

③　受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因する損害
④　受託品に次の事由が生じたことに起因する損害
ア．自然の消耗または劣化
イ．性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、
キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱そ
の他類似の事由

ウ．ねずみ食いまたは虫食い等
⑤　受託品ごとにその受託品が有する機能の喪失または低下を伴わない
すり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこ
みその他単なる外観上の損傷または汚損（注 １）が生じたことに起因
する損害

⑥　受託品に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、
試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。
ただし、これらの事由に起因して火災または破裂、爆発が発生した場
合を除きます。

⑦　受託品の電気的または機械的事故に起因する損害。ただし、これら
の事故に起因して火災もしくは破裂、爆発が発生した場合またはこれ
らの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。

⑧　受託品である液体の流出に起因する損害。ただし、その結果として
他の受託品が損壊したことに起因する損害については、この規定は適
用しません。

⑨　受託品の置き忘れまたは紛失（注 ２）に起因する損害
⑩　詐欺または横領に起因する損害
⑪　土地の沈下、移動、隆起、振動等に起因する損害
⑫　受託品のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみの損壊に起因する

損害
⑬　風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み
込みまたは漏入に起因する損害

⑭　受託品のうち、楽器について次の事由が生じたことに起因する損害
ア．弦のみまたはピアノ線のみの切断
イ．打楽器の打皮のみの損傷
ウ．楽器の音色または音質の変化

⑮　受託品の製造者または販売者が受託品について正当な権利を有する
者に対し法律上または契約上の責任（注 ３）を負うべき損害

⑯　受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因
する損害

⑰　被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害（注 ４）
⑱　受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反し
たこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害
（注 １）汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れる

ことに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいま
す。

（注 ２）置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
（注 ３）法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度

に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
（注 ４）収益減少に基づく損害を含みます。

第 ４条（被保険者の範囲）
（ １ ）この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤　①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合
は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に
代わって責任無能力者を監督する者（注）。ただし、その責任無能力
者に関する第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する事故に限ります。
（注）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力

者の親族に限ります。
（ ２ ）（ １）の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別

居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
（ ３ ）この特約の規定は、前条（ １ ）①の規定を除き、それぞれの被保険者

ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 ９ 条（支払保険金
の計算）に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるもの
ではありません。

第 ５条（当会社による援助）
被保険者が第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する事故にかかわる損

害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の
損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任
を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟
の手続について協力または援助を行います。

第 ６条（当会社による解決）
（ １ ）被保険者が第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する事故にかかわる

損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次
条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、
当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用
により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または
調停もしくは訴訟の手続（注）を行います。
（注）弁護士の選任を含みます。

（ ２ ）（ １）の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行につい
て当会社に協力しなければなりません。

（ ３ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（ １）の規定は適用しません。
①　１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する
第 ２ 条（保険金を支払う場合）に規定する事故の法律上の損害賠償責
任の額が、契約画面等記載の保険金額を明らかに超える場合
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②　損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
合

③　正当な理由がなく被保険者が（ ２）に規定する協力を拒んだ場合

第 ７条（損害賠償請求権者の直接請求権）
（ １ ）第 ２ 条（保険金を支払う場合）に規定する事故によって被保険者の負

担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、
当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対し
て（ ３ ）に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対し
て（ ３ ）に定める損害賠償額を支払います。ただし、 １回の事故につき
当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（注）
を限度とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

②　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による
合意が成立した場合

③　損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しない
ことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④　法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次
のいずれかに該当する事由があった場合
ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額が
ある場合は、その全額を差し引いた額とします。

（ ３ ）前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額を
いいます。

被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額

−
被保険者が損害賠償請
求権者に対して既に支
払った損害賠償金の額

＝ 損害賠
償額

（ ４ ）損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競
合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償
額を支払います。

（ ５ ）（ ２ ）または（ ７）の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対し
て損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が
被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったもの
とみなします。

（ ６ ） １ 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
（注）が契約画面等記載の保険金額を超えると認められるとき以後、損
害賠償請求権者は（１）の規定による請求権を行使することはできず、
また当会社は（ ２）の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。た
だし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①　（ ２ ）④に規定する事実があった場合
②　損害賠償請求権者が被保険者に対して、第 ２条（保険金を支払う場
合）に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、
いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができない
と認められる場合

③　当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者
と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合

（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額が
ある場合は、その全額を含みます。

（ ７ ）（ ６ ）②または③に該当する場合は、（ ２）の規定にかかわらず、当会社は、
損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、 １回の
事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金
の額を限度とします。

第 ８条（費用）
保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注）は、これを損害の

一部とみなします。

①　普通保険約款基本条項第 １節基本条項第18条（事故発生時の義務）
①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益で
あった費用

②　普通保険約款基本条項第１節基本条項第18条⑥に規定する権利の保
全または行使に必要な手続をするために要した費用

③　第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する損害の原因となるべき偶
然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のた
めに必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償
責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要
した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置
のために要した費用、およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した
費用

④　第 ２条に規定する事故に関して被保険者の行う折衝または示談につ
いて被保険者が当会社の同意を得て支出した費用および第 ６ 条（当会
社による解決）（ ２）の規定により被保険者が当会社に協力するため
に要した費用

⑤　損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同
意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に
要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をする
ために要した費用
（注）収入の喪失を含みません。

第 ９条（支払保険金の計算）
（ １ ） １回の事故につき当会社が支払う保険金の額は、次の算式によって算

出した額とします。ただし、契約画面等記載の保険金額を限度とします。

被保険者が損
害賠償請求権
者に対して負
担する法律上
の損害賠償責
任の額

＋
前条①か
ら③まで
の費用

−

被保険者が損害賠償
請求権者に対して損
害賠償金を支払った
ことにより代位取得
するものがある場合
はその価額

＝ 保険金
の額

（ ２）当会社は、（ １）に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
①　前条④および⑤の費用
②　第 ６条（当会社による解決）（ １）の規定に基づく訴訟または被保
険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損
害金

第10条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
（ １）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支

払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場
合には、当会社は、損害の額から、次のいずれかの場合の保険金または
共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
①　他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
②　既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合

（ ２）（ １ ）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額
の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とし
ます。

第11条（保険金の請求）
（ １）当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対し

て負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請
求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしく
は書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができ
るものとします。

（ ２）被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のう
ち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、
②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を
除きます。
①　保険金の請求書
②　公の機関が発行する交通事故証明書（注 １）
③　盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わ
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るべき書類
④　死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸
失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本

⑤　後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診
断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類

⑥　傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等
に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類

⑦　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者
の承諾があったことを示す書類

⑧　第 ２ 条（保険金を支払う場合）に規定する事故による他人の財物の
損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認で
きる書類、修理等に要する費用の見積書（注 ２）および被害が生じた
物の写真（注 ３）

⑨　その他当会社が次条（ １）に定める必要な事項の確認を行うために
欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社
が交付する書面等において定めたもの
（注 １ ）人の死傷を伴う事故の場合に限ります。
（注 ２ ）既に支払がなされた場合はその領収書とします。
（注 ３ ）画像データを含みます。

（ ３ ）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の
支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のい
ずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会
社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること
ができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
３ 親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する
者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者（注）
または②以外の ３親等内の親族
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限りま

す。
（ ４ ）（ ３ ）の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、

当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合で
も、当会社は、保険金を支払いません。

（ ５ ）当会社は、事故の内容、損害の額・傷害の程度等に応じ、保険契約者
または被保険者に対して、（ ２）に掲げるもの以外の書類もしくは証拠
の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この
場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協
力をしなければなりません。

（ ６ ）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（ ５）の規定に違反
した場合または（ ２）、（ ３）もしくは（ ５）の書類に事実と異なる記載
をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を
支払います。

（ ７ ）保険金請求権は、（１）に定める時の翌日から起算して ３年を経過し
た場合は、時効によって消滅します。

第1２条（損害賠償額の請求および支払）
（ １ ）損害賠償請求権者が第 ７条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定

により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、
当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②
の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除
きます。
①　損害賠償額の請求書
②　公の機関が発行する交通事故証明書（注 １）
③　盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わ
るべき書類

④　死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益

の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤　後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書お
よび逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類

⑥　傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要し
た費用の領収書および休業損害の額を示す書類

⑦　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者
の承諾があったことを示す書類

⑧　第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する事故による他人の財物の
損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確
認できる書類、修理等に要する費用の見積書（注 ２）および被害が生
じた物の写真（注 ３ ）

⑨　その他当会社が（ ６）に定める必要な事項の確認を行うために欠く
ことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交
付する書面等において定めたもの
（注 １）人の死傷を伴う事故の場合に限ります。
（注 ２）既に支払がなされた場合はその領収書とします。
（注 ３）画像データを含みます。

（ ２ ）損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、か
つ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいない
ときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨
を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の
代理人として損害賠償額を請求することができます。
①　損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者（注）
②　①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を
請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生
計を共にする ３親等内の親族

③　①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する
者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
（注）または②以外の ３親等内の親族
（注）＜用語の定義＞の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限りま

す。
（ ３ ）（ ２）の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請

求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度に
おいて当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金
を支払ったものとみなします。

（ ４ ）当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
（ １）に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う
調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた
書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

（ ５ ）損害賠償請求権者が、正当な理由がなく（ ４）の規定に違反した場合
または（ １）、（ ２ ）もしくは（ ４）の書類に事実と異なる記載をし、も
しくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支
払います。

（ ６ ）当会社は、第 ７条（損害賠償請求権者の直接請求権）（ ２）または同条（ ６）
のいずれかに該当する場合には、請求完了日（注）からその日を含めて
30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認
を終え、損害賠償額を支払います。
①　損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故
の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する
事実

②　損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、
損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事
由に該当する事実の有無

③　損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、
事故と損害との関係、治療の経過および内容

④　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に
おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の
有無

⑤　①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害につ
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いて被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得し
たものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定す
るために確認が必要な事項
（注）損害賠償請求権者が（ １）および（ ２）の規定による手続を完

了した日をいいます。
（ ７ ）（ ６ ）の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠

な場合には、（ ６）の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日（注 １）
からその日を含めて次に掲げる日数（注 ２）を経過する日までに、損害
賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知する
ものとします。
①　（ ６ ）①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ
の他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注 ３）　180日

②　（ ６ ）①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関
その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会　90日

③　（ ６ ）③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認する
ための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による
審査等の結果の照会　120日

④　災害救助法が適用された災害の被災地域における（ ６ ）①から⑤ま
での事項の確認のための調査　60日

⑤　（ ６ ）①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代
替的な手段がない場合の日本国外における調査　180日
（注 １ ）損害賠償請求権者が（ １）および（ ２）の規定による手続を

完了した日をいいます。
（注 ２ ）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注 ３ ）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

（ ８ ）（ ６ ）および（ ７）に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求
権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
（注）には、これにより確認が遅延した期間については、（ ６ ）または（ ７ ）
の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

第1３条（損害賠償額請求権の行使期限）
第 ７ 条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、次の

いずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責
任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
の翌日から起算して ３年を経過した場合

②　損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によっ
て消滅した場合

第1４条（仮払金および供託金の貸付け等）
（１）第 ５ 条（当会社による援助）または第 ６条（当会社による解決）（ １ ）

の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合に
は、当会社は、 １回の事故につき契約画面等記載の保険金額（注）の範
囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、ま
た、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れ
るための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される
と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
（注）同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 ７条（損害

賠償請求権者の直接請求権）の損害賠償額がある場合は、その全額
を差し引いた額とします。

（ ２ ）（ １ ）により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当
会社のために供託金（注）の取戻請求権の上に質権を設定するものとし
ます。
（注）利息を含みます。

（ ３ ）（ １ ）の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間におい
ては、第 ７条（損害賠償請求権者の直接請求権）（ ２）ただし書および
第 ９ 条（支払保険金の計算）（１）ただし書の規定は、その貸付金また
は供託金（注）を既に支払った保険金とみなして適用します。
（注）利息を含みます。

（ ４ ）（ １）の供託金（注）が第三者に還付された場合には、その還付され
た供託金（注）の限度で、（ １ ）の当会社の名による供託金（注）また
は貸付金（注）が保険金として支払われたものとみなします。
（注）利息を含みます。

（ ５ ）第11条（保険金の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生
した場合は、（ １）の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われた
ものとみなします。

第1５条（代位）
（ １ ）損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）

を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払った
ときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の
額を限度とします。
①　当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
②　①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額
を差し引いた額

（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含み
ます。

（ ２ ）（ １）②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有
する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとし
ます。

第1６条（先取特権）
（ １ ）第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する事故にかかわる損害賠償請

求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（注）について先取
特権を有します。
（注）第 ８ 条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うもの
とします。
①　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、
当会社から被保険者に支払う場合（注 １）

②　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う
場合

③　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
損害賠償請求権者が（ １ ）の先取特権を行使したことにより、当会社
から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④　被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、
当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾し
たことにより、当会社から被保険者に支払う場合（注 ２ ）
（注 １）被保険者が賠償した金額を限度とします。
（注 ２）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

（ ３ ）保険金請求権（注）は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡するこ
とはできません。また、保険金請求権（注）を質権の目的とし、または
（ ２）③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、（ ２）
①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求
することができる場合を除きます。
（注）第 ８ 条（費用）の費用に対する保険金請求権を除きます。

第1７条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）
契約画面等記載の保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場

合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求
権者に対する保険金の支払を行うものとします。

①　前条（ ２）②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払
われる保険金

②　被保険者が第 ８条（費用）の規定により当会社に対して請求するこ
とができる保険金

第1８条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適

用します。
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該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ２ ）（注 １ ）

対人賠償責任条項、対物
賠償責任条項または人身傷
害条項

この特約

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ４ ）①

対人賠償責任条項または
対物賠償責任条項

この特約

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ４ ）（注）

対人賠償責任条項第 ７条
（費用）に規定する費用、
対物賠償責任条項第 ７条（費
用）に規定する費用および
人身傷害条項第 ５条（費用）
に規定する費用

この特約第 ８条（費用）
に規定する費用

第18条（ 事 故
発生時の義務）
④

被保険自動車が盗難にあっ
た場合には、遅滞なく警察
官に届け出ること

盗難による損害が発生し
た場合には、遅滞なく警察
官に届け出ること

第22条（ 保 険
金の支払時期）

被保険者または保険金を受
け取るべき者

被保険者

第22条（ 保 険
金の支払時期）

前条（ ２）および（ ３） 個人賠償責任補償特約第11
条（保険金の請求（ ２）お
よび（ ３）

第１９条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（15）ロードサービス費用特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

応急処置 走行不能事故の発生した地において、概ね30分程度で
対応が可能な＜別表＞に掲げる当会社が定める処置をい
います。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

故障 被保険自動車に生じた偶然な外来の事故に直接起因し
ない電気的または機械的事故をいいます。

自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として
いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

車検切れ 自動車検査証の有効期間満了日時点で継続検査を受け
ず、自動車検査証が効力を失う状態をいいます。

所有権留保条
項付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により

売買されている場合は、その買主
②　被保険自動車が １ 年以上を期間とする貸借契約に
より貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、被保険自動車を所有す
る者

正規の乗車装置 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
第20条（乗車装置）第 １項に定める乗車人員が動揺、衝
撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を
確保できるような構造を備えた場所をいいます。

走行不能事故 第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する保険金の支
払事由が発生する事故をいいます。

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合）の規定により当会社が
保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約または共済契約（注）を
いいます。
（注）自動車保険または自動車共済に限りません。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

被保険自動車の
搭乗者

第 ２条（保険金を支払う場合）に規定する保険金の支
払事由が発生したときに、次の①または②のいずれかに
該当する者をいいます。
①　被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置の
ある室内（注）に搭乗中の者

②　一時的に被保険自動車から離れている者であって
も、その前後の状況から、被保険自動車に搭乗して
いたとみなされる者

（注）隔壁等により通行できないように仕切られてい
る場合を除きます。

ペットシッター ペットの散歩、食餌および飼養施設の掃除等日常の世
話を行うことを職業とする者をいいます。

レンタカー 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動
車をいい、 １年以上を期間とする貸借契約により貸し渡
すものを除きます。

ロードサービス
費用

応急処置費用、搬送費用、引取費用、宿泊費用、レン
タカー費用、帰宅費用、移動費用、キャンセル費用およ
びペットホテル費用をいいます。

ロードサービス
費用保険金

応急処置費用保険金、搬送費用保険金、引取費用保険金、
宿泊費用保険金、レンタカー費用保険金、帰宅費用保険金、
移動費用保険金、キャンセル費用保険金およびペットホ
テル費用保険金をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する事由に伴い、被保険者がロードサー

ビス費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、
保険金を支払います。
①　車両事故により被保険自動車が走行不能状態（注 １ ）となること。
②　故障により被保険自動車が走行不能状態（注 ２）となること。
（注 １）被保険自動車が自力で走行することができない状態をいい、

盗難により使用することができない状態および法令により走行
が禁じられている状態を含みます。
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（注 ２ ）被保険自動車が自力で走行することができない状態をいい、
法令により走行が禁じられている状態を含みます。

（ ２ ）被保険者は、（ １）のロードサービス費用を負担する場合には、あら
かじめ当会社の承認を得なければなりません。

第 ３条（保険金を支払わない場合－共通）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（注 １）
イ．所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または
１年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主（注 １）

ウ．ア．およびイ．に定める者の法定代理人
エ．ア．およびイ．に定める者の業務に従事中の使用人
オ．ア．およびイ．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被
保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的で
あった場合に限ります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

③　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３）によって汚染され
た物（注 ４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑤　④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥　②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑦　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。

⑧　詐欺または横領
⑨　航空機・船舶による輸送期間中に発生した事故
⑩　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ５）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ６）すること。

⑪　被保険自動車を海岸、農地、河川敷等、通常の自動車の走行に不適
な場所または立入禁止場所で使用すること。

⑫　被保険自動車を次のいずれかに該当する路面等において使用するこ
とによって生じたタイヤのスリップまたはスタック（注 ７）。ただし、
アについては、雪道用タイヤ、雪道用チェーン等を装着している場合
を除きます。
ア．積雪のある路面または凍結した路面
イ．降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
ウ．轍

わだち

エ．砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑬　被保険自動車に危険物（注 ８）を業務（注 ９）として積載すること、
または被保険自動車が危険物（注 ８）を業務（注 ９）として積載した
被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
⑭　被保険自動車の横転または転落
（注 １ ）これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注 ２ ）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３ ）使用済燃料を含みます。
（注 ４ ）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ５ ）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６ ）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している

場合を除きます。
（注 ７ ）積雪やぬかるみ等にタイヤがはまったことによって、身動き

が取れない状態をいいます。
（注 ８ ）道路運送車両の保安基準第 １条（用語の定義）に定める高圧

ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示（平成14年国土交通省告示第619号）第 ２ 条（定義）
に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）第 ２条（定義）に定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ９）家事を除きます。
（ ２）当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を

持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法（昭和35年法
律第105号）第65条（酒気帯び運転等の禁止）第 １項に定める酒気帯び
運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、ま
たは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物（注 １ ）等の
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運
転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（注 2 ）
②　所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または１
年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主（注 2 ）

③　①および②に定める者の法定代理人
④　①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤　①および②に定める者の父母、配偶者または子
（注 1 ）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定
める指定薬物をいいます。

（注 2 ）これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法
人の業務を執行するその他の機関をいいます。

（ ３）当会社は、被保険自動車について走行が可能となる何らかの処置が既
になされている場合には、その後発生する損害に対しては、保険金を支
払いません。

第 ４条（保険金を支払わない場合－故障）
（ １）当会社は、被保険自動車について車検切れの間に発生した損害に対し

ては、保険金を支払いません。
（ ２）当会社は、次のいずれかの事由に起因して発生した損害に対しては、

保険金を支払いません。
①　エンジンの改造、車高の変更等、法令により禁止されている改造ま
たは自動車製造業者が認めていない改造

②　自動車製造業者の取扱説明書等に記載されている取扱いと異なる使
用または仕様の限度を超える酷使

③　明らかな整備不良
（ ３）当会社は、故障が保険期間内に発生しても、その故障による被保険自

動車の走行不能が保険期間内に発生していない場合は、保険金を支払い
ません。

第 ５条（被保険者の範囲）
（1）この特約における被保険者は、保険金の区分ごとに次のとおりとします。

ロードサービス費用保険金の区分 被保険者

応急処置費用保険金
搬送費用保険金
引取費用保険金
レンタカー費用保険金

次のいずれかに該当する者
①　記名被保険者
②　被保険自動車の所有者
③　被保険自動車の搭乗者

宿泊費用保険金
帰宅費用保険金
移動費用保険金
キャンセル費用保険金
ペットホテル費用保険金

被保険自動車の搭乗者

（ ２ ）（ １）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に
含みません。
①　極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
②　正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の承諾
を得ないで被保険自動車に搭乗していた者

③　業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者

第 ６条（支払保険金の計算）
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（ 1）当会社は、第 ２ 条（保険金を支払う場合）（ １）①または②の事由を
直接の原因として、被保険者が負担したロードサービス費用に対して、
下表に定めるところに従い、保険金を支払います。

ロードサービス
費用保険金の区分 支払事由 保険金の額

応急処置費用保険金 走行不能事故の発生した地
において、被保険自動車を自
力で走行できる状態に復旧す
るために必要な応急処置のた
めの費用を被保険者が負担し
た場合

被保険者が負担し
た左記費用の実費

搬送費用保険金 応急処置ができない場合に
おいて、被保険自動車を、走
行不能事故の発生した地から
次のいずれかの場所まで、陸
送車等で搬送するために要し
た費用を被保険者が負担した
場合。ただし、修理工場が修
理の一環としてサービスで
行っている納車費用を除きま
す。
（ １）最寄りの修理工場
（ ２）当会社の指定する場所

被保険者が負担し
た左記費用の実費
（注）。ただし、当
会社の指定する場所
以外へ搬送する場
合には、搬送距離
100kmを超過した実
費については、保険
金を支払いません。
（注）一時的な保管

料を除きます。

引取費用保険金 搬送費用保険金を支払った
場合で、被保険自動車の損
傷または故障の修理完了後
（注）、合理的な経路・方法
により、被保険自動車を引き
取るために要した費用を被保
険者が負担した場合
（注）修理費用の支払が完了

している場合または修理
費用について被保険者と
修理工場等との間で打ち
合わせが完了している場
合に限ります。

被保険者が負担し
た左記費用の実費。
なお、被保険者自ら
被保険自動車を引き
取る場合は、 １名分
の片道（往路）の交
通費（注）の実費
（注）ハイヤー、グ

リーン車、ビジ
ネスクラスまた
はファーストク
ラス等の利用に
より、通常の交
通費を超過した
場合の超過額を
除きます。

宿泊費用保険金 臨時に宿泊せざるを得な
かったために、被保険者が、
走行不能事故の発生した地の
最寄りのホテル等（注 １）有
償の宿泊施設（注 ２）に宿泊
した場合
（注 １）原則としてビジネス

ホテルクラスとなりま
す。また、走行不能事
故発生前に既に予約を
していた宿泊先の費用
を除きます。

（注 ２）居住施設を除きます。

被保険者が負担し
た １泊分の客室料
（注）の実費
（注）飲食や通信に

要した費用を含
まず、客室料に
対する税金・サー
ビス料を含みま
す。

レンタカー費用保険
金

臨時にレンタカーを使用せ
ざるを得なかったために、被
保険者が、走行不能事故の発
生した地からレンタカーを使
用した場合。なお、使用する
レンタカーの台数は １台と

被保険者が負担し
た24時間までのレン
タカー基本料金の実
費。ただし、燃料代、
乗捨費用等、基本料
金以外のオプション

し、被保険自動車と同等また
はこれ以下のクラスとしま
す。

費用を除きます。

帰宅費用保険金 被保険者が、走行不能事故
の発生した地から、居住地ま
たは被保険自動車の出発地へ
戻るために、合理的な経路・
方法により、被保険自動車の
代替となる交通機関を臨時に
利用した場合

被保険者が負担し
た左記費用の実費。
ただし、次の費用を
除きます。
①　ハイヤー、グ
リーン車、ビジ
ネスクラスまた
はファーストク
ラス等の利用に
より、通常の交
通費を超過した
場合の超過額

②　手荷物の輸送
費用等、交通機
関の費用以外に
発生した費用

移動費用保険金 被保険者が、走行不能事故
の発生した地から、当面の目
的地へ移動するために、合理
的な経路・方法により、被保
険自動車の代替となる交通機
関を臨時に利用した場合

被保険者が負担し
た左記費用の実費。
ただし、次の費用を
除きます。
①　ハイヤー、グ
リーン車、ビジ
ネスクラスまた
はファーストク
ラス等の利用に
より、通常の交
通費を超過した
場合の超過額

②　手荷物の輸送
費用等、交通機
関の費用以外に
発生した費用

キャンセル費用保険
金

特定のサービスの予約をし
た後、被保険自動車の走行不
能に伴い、そのサービスの全
部または一部を受けられなく
なったことにより、そのサー
ビスに係る契約に基づき、被
保険者が、取消料、違約料そ
の他の名目の費用を負担した
（注）場合
（注）払戻しを受けられない

費用を含みます。

被保険者が負担し
た左記費用の実費。た
だし、１回の走行不
能事故につき50,000円
を限度とします。

ペットホテル費用保
険金

次のいずれかの場合
①　被保険者が被保険自動
車に同伴中のペットを走
行不能事故の発生した地
の最寄りのペットホテル
に預けた場合

②　被保険者が走行不能事
故発生前に既にペットホ
テルやペットシッターに
ペットを預けている場合
で、被保険者が走行不能
事故により引取日に帰宅

被保険者が負担し
た次の費用の実費。た
だし、１回の走行不
能事故につき10,000円
を限度とします。

①　左記①の場合
は、被保険者が
負担したペット
ホテル １ 泊分の
実費およびペッ
トホテルまでの
交通費（注）



54

NWD   2025.11.21  3 校

できなかったことにより
延長料金が発生したとき

②　左記②の場合
は、被保険者が
負担した延長料
金の実費

（注）ハイヤー、
グリーン車、ビ
ジネスクラスま
たはファースト
クラス等の利用
により、通常の
交通費を超過し
た場合の超過額
を除きます。

（ ２ ）当会社は、宿泊費用保険金、帰宅費用保険金および移動費用保険金を
あわせて支払う場合は、次の費用を支払います。
①　走行不能事故の発生した地から宿泊費用保険金を支払うべき宿泊先
までの移動費用

②　走行不能となった日の宿泊費用
③　宿泊翌日の帰宅費用または移動費用

第 ７条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
（ １ ）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支

払うべき保険金の額を支払います。
（ ２ ）（ １ ）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、

損害額（注）から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合
計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
①　他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
②　既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合
（注）他の保険契約等において、損害額が異なる場合はそのうち最も高

い額をいいます。
（ ３ ）（ ２ ）の損害額は、他の保険契約等に免責金額の適用がある場合には、

そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
（ ４ ）（ ２ ）の規定は、ロードサービス費用保険金ごとに適用します。

第 ８条（現物による支払）
（ １ ）当会社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、応急処置、搬

送の実施、修理完了後の被保険自動車の搬送、宿泊施設の提供、レンタ
カーの提供等、保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金
の支払に代えることができます。

（ ２ ）（ １ ）のサービスの提供は、当会社が提携するロードサービス提供会
社を通じて行うものとします。

第 ９条（回収金の取扱い）
当会社は、ロードサービス費用のうち、被保険者のために第三者から既

に回収されたもの（以下この条において、「回収金」といいます。）がある
場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額（注）を超過するとき
は、第 ６ 条（支払保険金の計算）に定めるそれぞれの保険金の額からその
超過額を差し引いて保険金を支払います。
（注）損害額のうち実際に発生した額から、ロードサービス費用保険金

のそれぞれの保険金の額を差し引いた額をいいます。

第10条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する保険金請求権は、被保険者がロードサービス費用を負

担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
（ ２ ）被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は、普通保

険約款基本条項第 １節基本条項第21条（保険金の請求）（ ２）に定める
書類または証拠のほか、領収書等、被保険者がロードサービス費用を負
担した事実およびロードサービス費用の額を証明する客観的書類を当会
社に提出しなければなりません。

第11条（運転者家族限定特約等の不適用）
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。

①　運転者家族限定特約
②　運転者本人・配偶者限定特約
③　運転者年齢21歳以上補償特約
④　運転者年齢26歳以上補償特約
⑤　運転者年齢30歳以上補償特約

第12条（代位）
（ １）損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）

を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払った
ときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の
額を限度とします。
①　当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合

被保険者が取得した債権の全額
②　①以外の場合

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害
の額を差し引いた額

（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含み
ます。

（ ２）（ １）②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有
する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとし
ます。

（ ３）当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた
者（以下「正当な権利者」といいます。）に対しては、その権利を行使
しません。ただし、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に
対しては、この規定を適用しません。
①　正当な権利者の故意または重大な過失
②　正当な権利者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険
自動車を運転している間に生じた事故

③　正当な権利者が道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第 １項
に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運
転している間に生じた事故

④　正当な権利者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬
物（注）等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被
保険自動車を運転している間に生じた事故

⑤　自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間に生じた事故
（注）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和35年法律第145号）第 ２ 条（定義）第15項に定める
指定薬物をいいます。

第13条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項第１節基本条項を次のとお

り読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ２ ）（注 １）

対人賠償責任条項、対物
賠償責任条項または人身傷
害条項

この特約

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ４）②

車両条項 この特約

第14条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

<別表>応急処置一覧表

1 ．バッテリー上がり時のジャンピング。ただし、保険期間中 １ 回までとし、
バッテリー充電または交換は対象としません。

2．インロックの解錠。ただし、保険期間中 １ 回までとします。
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3 ．キー紛失時の解錠またはキー作成。ただし、下記を条件とします。
（ １ ）現場でキーを作成し、その後走行可能な場合に限ります。
（ ２ ）保険期間中 １回までとします。
（ ３ ）イモビライザー装着車等現場にて解錠またはキー作成が可能となら

ない場合やキー作成業者の手配ができない場合等は、現場最寄りの修
理工場または当会社の指定する場所までの陸送車等による搬送となり
ます。

（ ４ ）車内の荷物等を取り出す目的のみでの解錠作業は対象としません。
4．パンク時のスペアタイヤ交換。ただし、被保険自動車にスペアとして
標準装備されているタイヤへの交換に限ります。また、パンクの修理費
用は含みません。

5．各種オイル漏れの点検およびオイルの補充。ただし、下記を条件とし
ます。

（ １ ）現場で対応可能な場合に限ります。
（ ２ ）提供するオイルのメーカーおよびグレード等は、現場にて用意可能

なものに限ります。
（ ３ ）現場でオイルが用意できない場合またはオイルの補充にて対応でき

ない場合等は、現場最寄りの修理工場または当会社の指定する場所ま
での陸送車等による搬送となります。

6．エンジン冷却水の補充。ただし、下記を条件とします。
（ １ ）現場で対応可能な場合に限ります。
（ ２ ）提供する冷却水のメーカーおよびグレード等は、現場にて用意可能

なものに限ります。
（ ３ ）現場で冷却水が用意できない場合または冷却水の補充にて対応でき

ない場合等は、現場最寄りの修理工場または当会社の指定する場所ま
での陸送車等による搬送となります。

7．各種灯火類のバルブ交換。ただし、下記を条件とします。
（ １ ）夜間のヘッドライト故障等、法令により走行が不可とみなされる場

合に、汎用性が高く、かつ、現場にて用意可能な場合に限ります。
（ ２ ）現場でバルブを用意できない場合は、現場最寄りの修理工場または

当会社の指定する場所までの陸送車等による搬送となります。
8．ボルト増締め。ただし、ジャッキアップを行わず増し締め作業が可能
な場合に限ります。

9．サイドブレーキの固着の解除。ただし、現場で対応可能な場合に限り
ます。

10．落輪引き上げ。ただし、下記を条件とします。
（ １ ）落輪しているタイヤの本数に関わりなく、落差 １メートル以内の落

輪で、かつ、現場にて対応可能な場合に限ります。
（ ２ ）落差 １ メートルを超えた場合、作業にクレーン等を要する場合、救

援車両 １ 台・作業員 １名で作業ができない場合を除きます。
1１．引出し作業。ただし、雪道用タイヤ、雪道用チェーン等を装着してい
る場合に積雪のある路面または凍結した路面において被保険自動車を使
用することによって生じたタイヤのスリップまたはスタック（注）に限
ります。
（注）積雪やぬかるみ等にタイヤがはまったことによって、身動きが取

れない状態をいいます。

（16）地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

著しい損傷 それぞれの部品において、その一部の交換または補修
では原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷
をいいます。なお、サスペンションについては、構成す
る部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいま
す。また、原動機のシリンダーについては、原動機外観
の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定でき
る場合を含みます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

原動機のシリン
ダー

エンジンの内部部品であり、燃焼室を構成する筒状の
部品をいいます。

サイドシル 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ドア開
口部の下端部を構成する部品をいいます。

サスペンション 自動車が走行中に車輪を通じて路面から受ける衝撃や
振動を緩和する緩衝機関と、車軸と車体を連結している
リンク機構を構成する部品の総称をいいます。

地震等 次のいずれかに該当する事由をいいます。
①　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②　①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴
う秩序の混乱に基づいて生じた事故

車体底部 モノコックボデーの場合、自動車のボデーを構成する
一部であり、フロア部分の総称をいいます。フレーム式
ボデーの場合、骨組みであるフレーム自体の下面部分お
よび、自動車のボデーのフロア部分の総称をいいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により
売買されている場合は、その買主

②　被保険自動車が １年以上を期間とする貸借契約によ
り貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する
者

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合）（ １）の規定により当会
社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して
支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をい
います。

当会社が全損と
判定する所定の
基準に該当する
場合

被保険自動車の損害の状態が、次の①から⑧のいずれ
かに該当する場合をいいます。
なお、被保険自動車については①から④までに掲げる

部品の名称が異なる場合は、その部品と同一箇所にある
同等の機能を有する部品について判定します。
①　次に定める条件をすべて満たす場合
ア．ルーフの著しい損傷が生じたこと。
イ． ３本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同
程度の損傷が生じたこと。

ウ．前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかの
ドアガラスの損傷が生じたこと。

②　次に定める条件をすべて満たす場合
ア． ２本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同
程度の損傷が生じたこと。

イ．サイドシル折損、断裂またはこれと同程度の損
傷が生じたこと。

ウ．座席の著しい損傷が生じたこと。
③　次のいずれかの損傷が生じ、自力で走行できない
状態となる場合
ア．前の左右双方のサスペンションおよびこれらと
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接続された部位のフレームの著しい損傷
イ．後の左右双方のサスペンションおよびこれらと
接続された部位のフレームの著しい損傷

ウ．前の左右双方のサスペンションおよび車体底部
の著しい損傷

エ．後の左右双方のサスペンションおよび車体底部
の著しい損傷

④　次のいずれかの場合
ア．原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動
機の始動が著しく困難な場合

イ．電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著し
い損傷が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困
難な場合

⑤　流失または埋没し発見されなかった場合
⑥　運転者席の座面を超える浸水を被った場合
⑦　全焼した場合
⑧　①から⑦のほか、損傷を修理することができない
場合で廃車を行ったとき

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

ピラー 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ルーフ
を支える窓柱部分をいいます。

フレーム 自動車を走行させるために必要な動力伝達装置、サス
ペンション、かじ取り装置および制動装置を取り付ける
ための車枠をいいます。

フレーム式ボ
デー

フレームとボデーが分離構造となっているものをいい
ます。

フロア 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、車体の
床板部分をいいます。

ボデー 自動車の車体のことをいいます。

モノコックボ
デー

フレームとボデーが一体構造となっているものをいい
ます。

ルーフ 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、屋根部
分をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １ ）当会社は、地震等によって被保険自動車に損害が生じ、当会社が全損

と判定する所定の基準に該当する場合は、被保険者が臨時に必要とする
費用に対し、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。

（ ２ ）当会社は、地震等によって被保険自動車に損害が生じ、当会社が全損
と判定する所定の基準に該当する場合において、その損害を損害が生じ
る直前の状態（注）に復旧する前に、別の地震等によって被保険自動車
に損害が生じたときは、別の地震等によって被保険自動車に生じた損害
に対しては、（ １）の規定を適用しません。
（注）構造、質、用途、規模、型、能力等において損害が生じる直前と

同一の状態をいいます。
（ ３ ）普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 ７条（被保険自動車の入替）

により被保険自動車が入れ替えられた場合は、当会社は、被保険自動車
ごとに（ ２）の規定を適用します。

第 ３条（保険金を支払わない場合）

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、
保険金を支払いません。

①　次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（注 １ ）
イ．被保険自動車の所有者（注 １ ）
ウ．ア．およびイ．に定める者の法定代理人
エ．ア．およびイ．に定める者の業務に従事中の使用人
オ．ア．およびイ．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被
保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的で
あった場合に限ります。

②　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

③　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３ ）によって汚染され
た物（注 ４）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

④　③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤　②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑥　差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。
ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。

⑦　詐欺または横領
（注 １ ）これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法

人の業務を執行するその他の機関をいいます。
（注 ２ ）群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３）使用済燃料を含みます。
（注 ４）原子核分裂生成物を含みます。

第 ４条（被保険者の範囲）
この特約における被保険者とは、記名被保険者をいいます。

第 ５条（支払保険金）
１ 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、50万円とします。ただ

し、車両保険金額がこれを下回る場合は、車両保険金額の全額とします。

第 ６条（保険金の支払）
保険金の請求に対し、普通保険約款基本条項第 １節基本条項第22条（保

険金の支払時期）（ １ ）に掲げる必要な事項の確認をするため、災害対策
基本法（昭和36年法律第223号）に基づき設置された中央防災会議の専門
調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・
南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地
震等による災害の被災地域において調査を行うときは、当会社は、請求完
了日からその日を含めて365日（注）を経過する日までに、保険金を支払
います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認
を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
（注）普通保険約款基本条項第 １節基本条項第22条（ ２）①から⑤を含

めて、複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。

第 ７条（被保険自動車が発見された場合の取扱い）
（ １）被保険者が＜用語の定義＞の当会社が全損と判定する所定の基準に該

当する場合の⑤の規定に従い保険金の支払を請求した場合で、それ以降
に被保険自動車が発見されたときは、被保険者は、遅滞なく、そのこと
を当会社に通知しなければなりません。

（ ２）当会社は、（ １ ）の通知を受けた場合には、被保険者に対して、その
通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。

（ ３）当会社は、（ １ ）の通知を受けた場合には、被保険者に対して、保険
金の返還を請求することができます。ただし、被保険自動車の損害が＜
用語の定義＞の当会社が全損と判定する所定の基準に該当する場合の他
の規定に該当する場合は、この規定は適用しません。

第 ８条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
（ １）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支
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払うべき保険金の額を支払います。
（ ２ ）（ １ ）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、

それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済
契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最
も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額
を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
①　他の保険契約等から保険金または共済金が支払われる場合
②　既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合

第 ９条（普通保険約款との関係）
この保険契約に適用される普通保険約款車両条項（注）の規定により同

条項の保険金の支払責任が発生する損害に対しては、当会社は、第 ２条（保
険金を支払う場合）の規定を適用しません。
（注）同条項に適用される他の特約を含みます。

第10条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する保険金の請求権は、被保険自動車の損害発生の時から

発生し、これを行使することができるものとします。
（ ２ ）＜用語の定義＞に定める当会社が全損と判定する所定の基準に該当す

る場合の⑧の規定に従い保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款
基本条項第 １節基本条項第21条（保険金の請求）（ ２）⑩に定める書類
または証拠として、廃車の事実を確認できる客観的書類を当会社に提出
しなければなりません。

第11条（運転者家族限定特約等の不適用）
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
①　運転者家族限定特約
②　運転者本人・配偶者限定特約
③　運転者年齢21歳以上補償特約
④　運転者年齢26歳以上補償特約
⑤　運転者年齢30歳以上補償特約

第12条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項第１節基本条項を次のとお

り読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ ４ ）②

車両条項 この特約

第13条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（17）地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

競技等 乗用具による競技、競争または興行（注）をいいます。
（注）競技、競争または興行のための練習を含みます。

原動機付自転車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 ２条（定義）

第 ３項に定める原動機付自転車をいいます。

自動車 原動機付自転車を含みます。

乗用具 自動車、モーターボート（注）、ゴーカート、スノーモー
ビルその他これらに類するものをいいます。
（注）水上オートバイを含みます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

他の保険契約等 第 ２条（保険金を支払う場合）の規定により当会社が
保険金を支払うべき損害に対して支払責任が同じである
他の保険契約または共済契約をいいます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

保険金を受け取
るべき者

被保険者の法定相続人をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（保険金を支払う場合）
（ １）当会社は、被保険者が日本国内において、次のいずれかに該当する事

由によって傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事
故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が死亡した場合
に、保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
①　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②　①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
づいて生じた事故

（ ２）（ １）の事由によって被保険者が搭乗している航空機または船舶が行
方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船
舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経
過してもなお被保険者が発見されないときは、当会社は、その航空機ま
たは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が（ １）
の事由によって死亡したものとみなして、（ １）の保険金を支払います。

（ ３）（ １）の被保険者の法定相続人が ２ 名以上である場合は、当会社は、
法定相続分の割合により保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

第 ３条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払い

ません。
①　被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
②　被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
③　被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転し
ている場合、道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（酒気帯び
運転等の禁止）第 １項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状
態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい
剤、シンナー、指定薬物（注）等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた傷害

④　被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
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⑤　被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療
処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によ
って生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるも
のである場合には、この規定を適用しません。

⑥　被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害
⑦　被保険者が別表 １に掲げる運動等を行っている場合に生じた傷害
⑧　被保険者の職業が別表 ２に掲げるもののいずれかに該当する場合に
おいて、被保険者がその職業に従事している場合に生じた事故により
被った傷害

⑨　被保険者が次に掲げるいずれかに該当する場合に生じた傷害
ア．乗用具を用いて競技等をしている場合。ただし、下記ウ．に該当
する場合を除き、自動車を用いて道路上で競技等をしている場合に
ついては、保険金を支払います。

イ．乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競
技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している場合。ただし、
下記ウ．に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態
様により自動車を使用している場合については、保険金を支払いま
す。

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した
状態で、自動車を用いて競技等をしている場合、または競技等に準
ずる方法・態様により自動車を使用している場合

（注）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律（昭和35年法律第145号）第 ２条（定義）第15項に定める
指定薬物をいいます。

（ ２ ）傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じ
た場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を
支払いません。

（ ３ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対して
は、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注１）

②　核燃料物質（注 ２）もしくは核燃料物質（注 ２）によって汚染され
た物（注 ３）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

③　②に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
④　①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故
（注 １ ）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部

の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ２ ）使用済燃料を含みます。
（注 ３ ）原子核分裂生成物を含みます。

第 ４条（被保険者の範囲）
（１）この特約における被保険者は、契約画面等記載の補償タイプ（以下「補

償タイプ」といいます。）ごとに、それぞれ次に「○」のある者とします。
補償タイプ

被保険者
本人のみ
補償型

夫婦のみ
補償型 家族補償型

①　記名被保険者 ○ ○ ○
②　記名被保険者の
配偶者 － ○ ○

③　記名被保険者ま
たはその配偶者の
同居の親族

－ － ○

④　記名被保険者ま
たはその配偶者の
別居の未婚の子

－ － ○

（ ２ ）（ １ ）の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、傷
害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

（ ３ ）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第 ５条（支払保険金）
当会社の支払う保険金の額は、被保険者 １ 名につき300万円とします。

第 ６条（当会社の責任限度額）
当会社が支払うべき保険金の額は、契約画面等記載の保険期間を通じ、

次の額をもって限度とします。
①　記名被保険者および配偶者については保険金額
②　①以外の被保険者については、その被保険者ごとの保険金額

第 ７条（他の身体の障害または疾病の影響）
（ １ ）被保険者が第 ２ 条（保険金を支払う場合）の傷害を被った時既に存在

していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を
被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病
の影響により、同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響
がなかった場合に相当する金額を支払います。

（ ２ ）正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もし
くは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第 ２条
（保険金を支払う場合）の傷害が重大となった場合も、（ １ ）と同様の
方法で支払います。

第 ８条（特約の無効）
（ １ ）当会社は、この特約が付帯される時、保険契約者が、保険金を不法に

取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保
険契約を締結した場合には、この特約を無効とします。

（ ２ ）（ １）の規定により当会社がこの特約を無効とした場合は、当会社は
この特約の保険料を返還しません。

第 ９条（特約の失効）
（ １ ）この特約が付帯された後、被保険者が死亡し、第 ４条（被保険者の範

囲）において補償タイプごとに規定した被保険者がすべていなくなった
場合は、この特約は、効力を失います。

（ ２ ）（ １）の規定によりこの特約が効力を失った場合は、当会社は未経過
期間に対して日割をもって計算したこの特約の保険料を保険契約者に返
還します。

第10条（特約の取消し）
（１）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強

迫によって当会社がこの特約を付帯した場合には、当会社は、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この特約を取り消すことができま
す。

（ ２ ）（ １）の規定により当会社がこの特約を取り消した場合には、当会社
はこの特約の保険料を返還しません。

第11条（重大事由による解除）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者

に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
①　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社に
この特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさ
せ、または生じさせようとしたこと。

②　被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険
金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③　保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア．反社会的勢力（注）に該当すると認められること。
イ．反社会的勢力（注）に対して資金等を提供し、または便宜を供与
する等の関与をしていると認められること。

ウ．反社会的勢力（注）を不当に利用していると認められること。
エ．法人である場合において、反社会的勢力（注）がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認めら
れること。

オ．その他反社会的勢力（注）と社会的に非難されるべき関係を有し
ていると認められること。

④　他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合
計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされ
るおそれがあること。
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⑤　①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保
険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に
当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難と
する重大な事由を生じさせたこと。
（注）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から ５ 年を経過し

ない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の
反社会的勢力をいいます。

（ ２ ）当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この特約（注）を解除することがで
きます。
①　記名被保険者が、（ １）③ア．からウ．までまたはオ．のいずれか
に該当すること。

②　記名被保険者以外の被保険者が、（ １）③ア．からウ．までまたはオ．
のいずれかに該当すること。

③　被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、
保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、（ １ ）
③ア．からオ．までのいずれかに該当すること。

④　被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、
保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、
（ １ ）③ア．からウ．までまたはオ．のいずれかに該当すること。

（注）①または③の事由がある場合には、その家族（記名被保険者のほか、
第 ４ 条（被保険者の範囲）（ １）のいずれかに該当する者をいいます。）
に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険
者に係る部分に限ります。

（ ３ ）（ １ ）または（ ２）の規定による解除が傷害（注 １）の発生した後に
なされた場合であっても、（１）①から⑤までの事由または（ ２）①か
ら④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害
（注 １ ）に対しては、当会社は、保険金（注 ２）を支払いません。この
場合において、既に保険金（注 ２）を支払っていたときは、当会社は、
その返還を請求することができます。
（注 １ ）（ ２）①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生

じた傷害をいい、（ ２）②から④までの規定による解除がなされ
た場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。

（注 ２ ）（ ２）③または④の規定による解除がなされた場合には、保険
金を受け取るべき者のうち、（ １）③ア．からオ．までのいずれ
かに該当する者の受け取るべき金額に限ります。

第12条（被保険者による特約の解除請求）
（ １ ）被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに

該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約（注）を
解除することを求めることができます。
①　この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場
合

②　保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条（ １ ）①または
②に該当する行為のいずれかがあった場合

③　保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条（ １）③ア．か
らオ．までのいずれかに該当する場合

④　前条（ １）④に規定する事由が生じた場合
⑤　②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を
損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

⑥　保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由によ
り、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変
更があった場合

（注）その被保険者に係る部分に限ります。
（ ２ ）保険契約者は、（ １）①から⑥までの事由がある場合において被保険

者から（ １）に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知
をもって、この特約（注）を解除しなければなりません。
（注）その被保険者に係る部分に限ります。

（ ３ ）（ １ ）①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知
をもって、この特約（注）を解除することができます。ただし、健康保

険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限りま
す。
（注）その被保険者に係る部分に限ります。

（ ４ ）（ ３）の規定によりこの特約（注）が解除された場合は、当会社は、
遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとしま
す。
（注）その被保険者に係る部分に限ります。

第13条（事故の通知）
（ １ ）被保険者が第 ２条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合は、保

険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となっ
た事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および
傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、
当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診
断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければな
りません。

（ ２ ）被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合ま
たは遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、そ
の航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日
を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面によ
り通知しなければなりません。

（ ３ ）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由
がなく（ １）もしくは（ ２ ）の規定に違反した場合、またはその通知も
しくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と
異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損
害の額を差し引いて保険金を支払います。

第14条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、

これを行使することができるものとします。
（ ２ ）保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表 ３ に

掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
（ ３ ）当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者または

保険金を受け取るべき者に対して、（ ２）に掲げるもの以外の書類もし
くは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま
す。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、
必要な協力をしなければなりません。

（ ４ ）保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく（ ３）
の規定に違反した場合または（ ２ ）もしくは（ ３）の書類に事実と異な
る記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した
場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて
保険金を支払います。

第15条（保険金の支払時期）
（ １ ）当会社は、請求完了日（注）からその日を含めて30日以内に、当会社

が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払い
ます。
①　保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原
因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実

②　保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険
金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当
する事実の有無

③　保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事
故と傷害との関係、治療の経過および内容

④　保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約に
おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の
有無

（注）保険金を受け取るべき者が前条（ ２）の規定による手続を完了し
た日をいいます。

（ ２ ）（ １）の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠
な場合には、（ １）の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日（注 １）
からその日を含めて次に掲げる日数（注 ２ ）を経過する日までに、保険
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金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およ
びその確認を終えるべき時期を保険金を受け取るべき者に対して通知す
るものとします。
①　（ １ ）①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ
の他の公の機関による捜査・調査結果の照会（注 ３）　180日

②　（ １ ）①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関
その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会　90日

③　災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害の被災地域
における（ １）①から④までの事項の確認のための調査　60日

④　（ １ ）①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代
替的な手段がない場合の日本国外における調査　180日

⑤　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき設置された中央
防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、
東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生
するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における（ １ ）①
から④までの事項の確認のための調査　365日
（注 １ ）保険金を受け取るべき者が前条（ ２）の規定による手続を完

了した日をいいます。
（注 ２ ）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
（注 ３ ）弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会その他法令

に基づく照会を含みます。
（ ３ ）（ １ ）および（ ２）に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者ま

たは保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、または
これに応じなかった場合（注）には、これにより確認が遅延した期間に
ついては、（ １ ）または（ ２）の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

（ ４ ）（ １ ）または（ ２）の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合
を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第16条（代位）
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がそ

の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転し
ません。

第17条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
（ １ ）当会社は、第13条（事故の通知）の規定による通知または第14条（保

険金の請求）の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その
他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者ま
たは保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被
保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

（ ２ ）（ １ ）の規定による診断または死体の検案（注）のために要した費用は、
当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案（注）を受けるこ
とによって得られなかった収入を含みません。
（注）死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。

第18条（告知義務）
この特約が付帯される時の告知義務については、普通保険約款基本条項

第 １ 節基本条項第 ３条（告知義務）の規定を適用します。なお、この場合、
同条の規定中「記名被保険者」とあるのを「被保険者」と、「保険契約」
とあるのを「特約」と読み替えて同条の規定を適用します。

第19条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

別表1
第 3条（保険金を支払わない場合）（ １）⑦の運動等

山岳登はん（注 １）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（注 ２）
操縦（注 ３ ）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（注
４ ）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
（注 １ ）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用す

るもの、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）
（注 ２ ）グライダーおよび飛行船を除きます。
（注 ３ ）職務として操縦する場合を除きます。
（注 ４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライ

ト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機（パラプレーン等を
いいます。）を除きます。

別表₂
第 3条（保険金を支払わない場合）（₁）⑧の職業

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争
選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者（動物園の
飼育係を含みます｡）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
（レフリーを含みます｡）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危
険を有する職業

別表₃
第14条（保険金の請求）関係

保険金請求書類
１．保険金請求書
２．当会社の定める傷害状況報告書
３．公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書
４．死亡診断書または死体検案書
５．被保険者の法定相続人の印鑑証明書
６．被保険者の戸籍謄本
７．被保険者の法定相続人の戸籍謄本
８．委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求
を第三者に委任する場合）

９．その他当会社が第15条（保険金の支払時期）（ １）に定める必要な事項
の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約
締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

（注）保険金を請求する場合には、上表の書類のうち当会社が求めるものを
提出しなければなりません。

（18）他車運転危険補償特約（人傷型）
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

運転中 駐車または停車中を除きます。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １ 節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２ ）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づ
く責任保険または責任共済をいいます。

所有権留保条項
付売買契約

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

他の自動車 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしく
はその配偶者の同居の親族が所有する自動車（注）また
は常時使用する自動車以外の自動車であって、その用途
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車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、そ
の所有する自動車（注）または常時使用する自動車を自
ら運転者として運転中の場合は、その自動車を除きます。
①　自家用普通乗用車
②　自家用小型乗用車
③　自家用軽四輪乗用車
④　自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超 ２トン以

下）
⑤　自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン以下）
⑥　自家用小型貨物車
⑦　自家用軽四輪貨物車
⑧　特種用途自動車（キャンピング車）

（注）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、
および１年以上を期間とする貸借契約により借り入
れた自動車を含みます。

他の自動車の
価額

他の自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初
度登録年月等（注）で同じ損耗度の自動車の市場販売価
格相当額をいいます。
（注）初度検査年月を含みます。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

用途車種 登録番号標等（注 １）上の分類番号、色等に基づき定
めた区分（注 ２）（注 ３）をいいます。
（注 １）車両番号標を含みます。
（注 ２）自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用

軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車等をいいます。

（注 ３）自動車検査証等に記載の「自動車の種別」、「用途」
等とは異なります。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、記名被保険者が個人である場合に適用されます。

第 ２条（保険金を支払う場合－対人賠償責任・対物賠償責任）
（ １ ）当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の

他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件
に従い、普通保険約款対人賠償責任条項および対物賠償責任条項（注）
を適用します。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
（注）これらの条項について適用される他の特約を含みます。

（ ２ ）（ １ ）の場合においては、普通保険約款対人賠償責任条項第 ３条（被
保険者の範囲）および対物賠償責任条項第 ３条（被保険者の範囲）の規
定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
①　（１）①から④までのいずれかに該当する者
②　①に該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、そ

の他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を
監督する者（注 １）。ただし、その責任無能力者に関する対人事故（注
２）または対物事故（注 ３）に限ります。

（注 １）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力
者の親族に限ります。

（注 ２）普通保険約款対人賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対人
事故をいいます。

（注 ３）普通保険約款対物賠償責任条項＜用語の定義＞に規定する対物
事故をいいます。

（ ３）当会社は、この特約により、普通保険約款対人賠償責任条項第１条（保
険金を支払う場合）（ ２）の規定にかかわらず、他の自動車について生
じた １回の対人事故による同条（ １ ）の損害に対して、自賠責保険等に
よって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって
支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金
を支払います。

第 ３条（保険金を支払う場合－人身傷害）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の

他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件
に従い、普通保険約款人身傷害条項（注）を適用します。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
（注）被保険自動車について適用される他の特約を含みます。

（ ２）（ １）の場合においては、普通保険約款人身傷害条項第 ３ 条（被保険
者の範囲）の規定にかかわらず、他の自動車の正規の乗車装置またはそ
の装置のある室内（注 １）に搭乗中（注 ２）の（ １）①から④までのい
ずれかに該当する者を被保険者とします。
（注 １）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま

す。
（注 ２ ）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第 4条（保険金を支払う場合－車両損害）
（ １）当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の

他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件
に従い、普通保険約款車両条項（注）を適用します。ただし、普通保険
約款車両条項第 ８条（支払保険金の計算）（ ２）の車両全損時臨時費用
保険金は支払いません。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
（注）同条項について適用される他の特約を含みます。

（ ２）（ １）の規定の適用においては、次のとおりとします。
①　普通保険約款車両条項＜用語の定義＞の規定にかかわらず、協定保
険価額については損害が生じた地および時における他の自動車の価額
とします。

②　保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。

第 5条（保険金を支払わない場合）
当会社は、普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷

害条項、車両条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれか
に該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害に対しては、
保険金を支払いません。

①　運転者の使用者の業務（注 １ ）のために、その使用者の所有する自
動車（注 ２）を運転しているとき。

②　運転者が役員（注 ３）となっている法人の所有する自動車（注 ２ ）
を運転しているとき。

③　自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等
自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転していると
き。
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④　運転者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承
諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
（注 １ ）家事を除きます。
（注 ２ ）所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および １

年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。

（注 ３ ）理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をい
います。

第 6条（被保険自動車の譲渡または返還の場合）
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第１節基

本条項第 ６ 条（被保険自動車の譲渡）（ ２）の規定は適用しません。

第 7条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適

用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

第11条（ 重 大
事由による解
除）（ １ ）③

被保険者（注１） 記名被保険者

第11条（ ２ ）
（注 １ ）

人身傷害条項における被
保険者であって、記名被保
険者または車両条項の被保
険者

車両条項における被保険
者であって、記名被保険者

第 8条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（19）被害者救済費用補償特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、
運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、
情報の流布（注）のみに起因するものを除きます。
（注）特定の者への伝達を含みます。

軌道上を走行
する陸上の乗
用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロー
プウェー、いす付リフトおよびガイドウェイバス（注）
をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラ
ウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、
ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト
等は含みません。
（注）専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいま

す。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している
間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取
り扱います。

記名被保険者 契約画面等記載の被保険者をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

自動運行装置 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第41条（自動
車の装置）に定める自動運行装置をいいます。

自動車取扱業
者

自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業として

いる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者
が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務
を執行するその他の機関を含みます。

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づ
く責任保険または責任共済をいいます。

人身事故 被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故
に起因して他人の生命または身体を害することをいいま
す。

親族 ６親等内の血族、配偶者または ３親等内の姻族をいい
ます。

対人賠償保険等 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命
または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任
を負担することによって被る損害に対して保険金または
共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等
以外のものをいいます。

対物賠償保険等 自動車の所有、使用もしくは管理に起因して他人の財
物を滅失、破損もしくは汚損すること、または自動車の
所有、使用もしくは管理に起因して軌道上を走行する陸
上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険
金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいい
ます。

他の保険契約等 第 ２ 条（保険金を支払う場合）の規定により当会社が
保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払
責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま
す。

同居 一戸建住宅においては同一の建物（注）、集合住宅にお
いては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就
学等のためその建物またはその戸室と異なる建物または
戸室に居住する場合は含みません。
（注）その建物と同一敷地内に所在し、台所等の生活用

設備を有しない離れ等を含みます。

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある者を含みます。

賠償義務者 被害者等に生じた損害に対して、法律上の損害賠償責
任を負担する者をいいます。

被害者 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　人身事故により生命または身体を害された者
②　物損事故により所有する財物を滅失、破損もしく
は汚損された者、またはその財物を使用もしくは管
理していた者

③　物損事故により軌道上を走行する陸上の乗用具を
運行不能とされた者

被害者救済費用 人身事故または物損事故が発生した場合で、当会社の
承認を得て被保険者が委任した弁護士により、被害者等
との間で次の事項について書面による合意が成立し確定
したときにおいて、その合意に基づき被保険者が支出す
る費用をいいます。
①　人身事故または物損事故によって被害者等に生じ
た損害の額（注）を被保険者が負担すること。

②　被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義
務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被保
険者が負担する額を限度として、その損害賠償請求
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権を被保険者が取得すること。
（注）賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償す

るとした場合（賠償義務者が存在しない場合を
含みます。）に、その賠償義務者が支払うべき損
害賠償金の額を算出するために算定される損害
の額として、当会社の認める額をいいます。

被害者等 次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被害者。ただし、被害者が死亡した場合は、その
法定相続人とします。

②　人身事故により生命または身体を害された者の父
母、配偶者または子

被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。

物損事故 被保険自動車の使用もしくは管理中に生じた偶然な事
故に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損する
こと、または被保険自動車の使用もしくは管理中に生じ
た偶然な事故に起因して軌道上を走行する陸上の乗用具
を運行不能にすることをいいます。

保険金額 契約画面等記載の保険金額をいいます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

労働者災害補
償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令
によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補
償制度をいいます。
①　労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）
②　国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）
③　裁判官の災害補償に関する法律（昭和35年法律第
100号）

④　地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）
⑤　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する法律（昭和32年法律第143号）

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、この保険契約に普通保険約款対人賠償責任条項または対物

賠償責任条項が適用されている場合に適用されます。 

第 ２条（保険金を支払う場合）
当会社は、次の条件をいずれも満たす場合は、被保険者が被害者救済費

用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を
支払います。

①　被保険自動車に存在した欠陥または被保険自動車に行われた電気通
信回線を用いた第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様
とは異なる事象または動作が被保険自動車に生じたことにより、人身
事故または物損事故が発生したこと。

②　被保険自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因
となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかである
こと。
ア．リコール等（注 １）
イ．警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査
ウ．アまたはイと同等のその他の客観的な事実

③　被保険自動車の所有者（注 ２）および被保険自動車を使用もしくは
管理している者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしく
は裁判上の和解（注 ３）により確定したことまたは事故状況の調査を
行い、法令、判例等に照らして検討した結果、当会社が被保険自動車
の所有者（注 ２）および被保険自動車を使用もしくは管理している者
に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること。
（注 １ ）道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第63条の ２（改善

措置の勧告等）または第63条の ３（改善措置の届出等）に基づ
き実施される改善措置等をいいます。

（注 ２ ）次のいずれかに該当する者をいいます。
ア．被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されてい

る場合は、その買主
イ．被保険自動車が １年以上を期間とする貸借契約により貸借され
ている場合は、その借主

ウ．アおよびイ以外の場合は、被保険自動車を所有する者
（注 ３）民事訴訟法（平成 ８ 年法律第109号）第275条（訴え提起前の

和解）に定める訴え提起前の和解を含みません。

第 ３条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して

は、保険金を支払いません。
①　保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人（注 １ ）
の故意

②　記名被保険者以外の被保険者の故意
③　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ
れらに類似の事変または暴動（注 ２）

④　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤　台風、洪水または高潮
⑥　核燃料物質（注 ３）もしくは核燃料物質（注 ３）によって汚染され
た物（注 ４ ）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれら
の特性に起因する事故

⑦　⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧　③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故

⑨　被保険自動車を競技もしくは曲技（注 ５ ）のために使用すること、
または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所
において使用（注 ６）すること。

⑩　被保険自動車に危険物（注 ７）を業務（注 ８）として積載すること、
または被保険自動車が、危険物（注 ７ ）を業務（注 ８）として積載し
た被牽

けん

引自動車を牽
けん

引すること。
（注 １）保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理

事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま
す。

（注 ２）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部
の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。

（注 ３）使用済燃料を含みます。
（注 ４）原子核分裂生成物を含みます。
（注 ５）競技または曲技のための練習を含みます。
（注 ６）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
（注 ７）道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第 １ 条

（用語の定義）に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通
省告示第619号）第 ２ 条（定義等）に定める可燃物、または毒
物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第 ２条（定義）に
定める毒物もしくは劇物をいいます。

（注 ８）家事を除きます。
（ ２ ）当会社は、人身事故により次のいずれかに該当する者の生命または身

体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、
保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③　被保険者の父母、配偶者または子
④　被保険者の業務（注）に従事中の使用人
⑤　被保険者の使用者の業務（注）に従事中の他の使用人。ただし、被
保険者が被保険自動車をその使用者の業務（注）に使用している場合
に限ります。
（注）家事を除きます。

（ ３ ）当会社は、（ ２）⑤の規定に関わらず、被保険自動車の所有者および
記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務に
被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の
使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が被害者救
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済費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
（ ４ ）当会社は、物損事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用も

しくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の
いずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する
陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被
る損害に対しては、保険金を支払いません。
①　記名被保険者
②　被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③　被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

第 ４条（被保険者の範囲）
（１）この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

①　次のいずれかに該当する被保険自動車の運転者
ア．記名被保険者
イ．記名被保険者の配偶者
ウ．記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ．記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
オ．記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を運転中の者。ただし、
自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間を除きます。

②　被保険自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が発
生した場合は、被保険自動車の所有者（注）

（注）次のいずれかに該当する者をいいます。
ア．被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている
場合は、その買主

イ．被保険自動車が １年以上を期間とする貸借契約により貸借されて
いる場合は、その借主

ウ．アおよびイ以外の場合は、被保険自動車を所有する者
（ ２ ）この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。た

だし、第 ３条（保険金を支払わない場合）（ １）①の規定を除きます。
（ ３ ）（ ２ ）の規定によって、第 ７条（支払保険金の計算）（ １）および（ ２）

に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではな
く、また、重複して支払われるものではありません。

第 ５条（当会社による援助）
被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担す

る場合は、当会社は、その額を確定するため、当会社が被保険者に対して
支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険
者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行い
ます。

第 ６条（費用）
保険契約者または被保険者が支出した次の費用（注 １）（注 ２ ）は、こ

れを損害の一部とみなします。

費用の名称 費用の内容

①　損害防止費用 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第18条（事
故発生時の義務）①に規定する損害の発生または
拡大の防止のために必要または有益であった費用

②　権利保全行使
費用

普通保険約款基本条項第１節基本条項第18条⑥に
規定する権利の保全または行使に必要な手続きを
するために要した費用

③　調査折衝費用 人身事故または物損事故に関して被保険者または
当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の
行う調査または折衝について、被保険者が当会社
の同意を得て支出した費用

（注 １ ）収入の喪失を含みません。
（注 ２ ）普通保険約款対人賠償責任条項第 ７条（費用）および普通保険

約款対物賠償責任条項第 ７条（費用）の費用は含みません。

第 ７条（支払保険金の計算）

（ １） １ 回の人身事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によっ
て算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者 １ 名につ
き、それぞれ普通保険約款対人賠償責任条項の保険金額を限度とします。

人身事故において
被保険者が負担し
た被害者救済費用
の額

＋
前条①から②
までの費用の
合計額

−
次の①から
⑦までの額
の合計額

＝ 保険金
の額

①　自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償
保障事業によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた金額

②　賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害に対して、対人賠償保険等によって既に給付が決
定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額

③　被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④　労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支
払われた金額（注 １）

⑤　賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取得した
ものがある場合は、その取得した額

⑥　被害者等に生じた損害の額（注 ２）のうち、被害者の過失により生
じた損害の額

⑦　①から⑤までの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために
支払われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が
有している場合で、これらの保険金、共済金その他の給付（注 ３ )に
よって支払われた額が⑥の額を上回るときは、その超過額
（注 １）労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく

特別支給金を除きます。
（注 ２）賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合（賠

償義務者が存在しない場合を含みます。）に、その賠償義務者
が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害
の額として、当会社の認める額をいいます。

（注 ３）保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険または生
命保険等の保険金、共済金その他の給付を含みません。

（ ２） １ 回の物損事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によっ
て算出した額とします。ただし、普通保険約款対物賠償責任条項の保険
金額を限度とします。

物損事故に
おいて被保
険者が負担
した被害者
救済費用の
額

＋

前条①
から②
までの
費用の
合計額

−

次の①か
ら⑤まで
の額の合
計額

−

保険証券に対
物賠償責任条
項の自己負担
額がある場合
は、その自己
負担額

＝ 保険金
の額

①　賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担するこ
とによって被る損害に対して、対物賠償保険等によって既に給付が決
定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額

②　被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
③　賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取得した
ものがある場合は、その取得した額

④　被害者等に生じた損害の額（注 １ ）のうち、被害者の過失により生
じた損害の額

⑤　①から③までのほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払
われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が有し
ている場合で、これらの保険金、共済金その他の給付によって支払わ
れた額が④の額を上回るときは、その超過額（注 ２）
（注 １）賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合（賠

償義務者が存在しない場合を含みます。）に、その賠償義務者
が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害
の額として、当会社の認める額をいいます。

（注 ２）保険金給付が定額であるその他の傷害保険の保険金を除きま
す。

（ ３）当会社は、（ １）および（ ２）に定める保険金のほか、前条③の費用
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を支払います。
第 ８条（事故発生時の義務）
（ １ ）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生

したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
①　損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対
しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。

②　事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知する
こと。

③　次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア．事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ．被保険自動車が自動運行装置を備えている場合は、その装置の作
動状況

ウ．事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者が
いる場合は、その者の住所および氏名または名称

エ．損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④　他人に損害賠償の請求（注 １）をすることができる場合には、その
権利の保全または行使に必要な手続をすること。

⑤　損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得な
いで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対す
る応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。

⑥　損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、
遅滞なく当会社に通知すること。

⑦　他の保険契約等の有無および内容（注 ２）について遅滞なく当会社
に通知すること。

⑧　①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠とな
るものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行
う損害または傷害の調査に協力すること。
（注 １ ）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含

みます。
（注 ２ ）既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた

場合には、その事実を含みます。
（ ２ ）第 ２ 条（保険金を支払う場合）に該当し、被保険者が被害者救済費用

を負担する場合で、賠償義務者がいるときは、保険契約者または被保険
者は、被害者等および賠償義務者に対して、次の事項について書面によ
り通知しなければなりません。
①　被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対
して支払う費用であること。

②　被保険者が負担する被害者救済費用を上限として被害者等が賠償義
務者に対して有する損害賠償請求権を被保険者が取得すること。

（ ３ ）保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく（ １）および（ ２ ）
の義務を怠った場合は、当会社は、（ １）および（ ２）の規定に違反し
たことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。

第 ９条（保険金の請求）
（ １ ）当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する被害者救済費用

の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使
することができるものとします。

（ ２ ）被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場
合は、普通保険約款基本条項第21条（保険金の請求）（ ２）に定めるも
ののほか、次のものを当会社に提出しなければなりません。
①　＜用語の定義＞に規定する被害者救済費用における被害者等との間
の合意および被害者救済費用の内訳を示す書面

②　前条（ ２）に規定する書面
（ ３ ）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由

がなく（ ２）の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしく
は証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会
社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第10条（この特約の不適用）
当会社は普通保険約款対人賠償責任条項第 ３条（被保険者の範囲）また

は対物賠償責任条項第 ３条（被保険者の範囲）に規定する者が、被害者等

に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約
の規定を適用しません。

第11条（普通保険約款の一部不適用）
当会社は、第 ６ 条（費用）①の費用を支払うべき損害に対しては、この

特約による保険金を優先して支払い、普通保険約款対人賠償責任条項第 ７
条（費用）③および対物賠償責任条項第 ７条（費用）③の規定による保険
金を支払いません。

第12条（他の保険契約等がある場合の取扱い）
他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払

うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に
は、当会社は、損害の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金
の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

①　他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
②　既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合

第13条（普通保険約款の読み替え）
この特約については、普通保険約款基本条項および付帯された他の特約

の規定を次のとおり読み替えて適用します。

該当箇所 読み替え前 読み替え後

普通保険約款
基本条項第 １
節基本条項第
11条（重大事
由による解除）
（ ２ ）（注 １ ）

対人賠償責任条項、対物
賠償責任条項または人身傷
害条項

被害者救済費用補償特約

普通保険約款
基本条項第１
節基本条項第
11条（ ４）②

車両条項 被害者救済費用補償特約

普通保険約款
基本条項第 １
節基本条項第
21条（保険金
の請求）（ ２）
⑧

対物賠償責任条項＜用語
の定義＞に規定する対物事
故

被害者救済費用補償特約
＜用語の定義＞に規定する
物損事故

普通保険約款
基本条項第 １
節基本条項第
21条（ ２）⑨

対物賠償責任条項＜用語
の定義＞に規定する対物事
故

被害者救済費用補償特約
＜用語の定義＞に規定する
物損事故

普通保険約款
基本条項第１
節基本条項第
22条（保険金
の支払時期）
（ １ ）（注）お
よび（ ２ ）（注
１）

前条（ ２）および（ ３） 前 条（ ２ ） お よ び（ ３）
ならびに被害者救済費用補
償特約第 ９条（保険金の請
求）（ ２）

普通保険約款
基本条項第１
節基本条項第
25条（時効）

第21条（保険金の請求）
（ １）

被害者救済費用補償特約
第 ９ 条（保険金の請求）（ １）

対物差額修理
費用補償特約
＜用語の定義＞
「対物事故」

普通保険約款対物賠償責
任条項＜用語の定義＞に規
定する対物事故をいいます。

被害者救済費用補償特約
＜用語の定義＞に定める物
損事故で、同特約第 ２ 条（保
険金を支払う場合）の保険
金の支払対象となる事故を
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いいます。

対物差額修理
費用補償特約
第１条（この特
約の適用条件）
①

被保険自動車に普通保険
約款対物賠償責任条項の適
用があり、かつ、普通保険
約款対物賠償責任条項第 １
条（保険金を支払う場合）
に定める保険金が支払われ
ること。

被保険自動車に普通保険
約款対物賠償責任条項の適
用があり、かつ、被害者救
済費用補償特約第 ２条（保
険金を支払う場合）に定め
る保険金が支払われること。

対物差額修理
費用補償特約
第３条（被保険
者の範囲）

普通保険約款対物賠償責
任条項第 ３条（被保険者の
範囲）（ １）

被害者救済費用補償特約
第 ４条（被保険者の範囲）
（ １）

対物差額修理
費用補償特約
第 ４ 条（ 支 払
保険金の計算）

相手自動車の価額につい
て被保険者が負担する法律
上の損害賠償責任の額

相手自動車の価額から相
手自動車の価額のうち被害
者の過失によって生じた損
害の額を差し引いた額

対物差額修理
費用補償特約
第 ７ 条（ 保 険
金の請求）

被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法律
上の損害賠償責任の額につ
いて、被保険者と損害賠償
請求権者との間で、判決が
確定した時、または裁判上
の和解、調停もしくは書面
による合意が成立した時

被害者救済費用補償特約
第 ９条（保険金の請求）（ １）
に規定する被保険者が負担
する被害者救済費用の額が
被害者等との間の合意によ
り確定した時

第14条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（20）クレジットカードによる保険料支払に関する特約（登録
方式）
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

異動 契約画面等の記載事項の変更をいい、保険契約者によ
る保険契約条件の変更を含みます。

異動日 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるい
は被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべ
き期間の初日をいいます。
①　当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通
知を当会社が受領した時

②　当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知
を当会社が受領し、これを承認した時

オーソリゼーシ
ョン

クレジットカードの使用に際し、クレジットカード会
社に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。
①　そのクレジットカードが利用可能な状態であるこ
と。

②　クレジットカードを使用して払い込む保険料の額
がそのクレジットカードの利用限度額内であること。

会員規約等 クレジットカード会員がクレジットカード会社との間
で締結した会員規約等をいいます。

クレジットカー
ド

当会社の指定するクレジットカードをいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証

券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

保険料 分割保険料および契約内容の変更に伴う追加保険料等
を含みます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、契約画面等にこの特約が記載されている場合に適用されま

す。

第 ２条（クレジットカードによる保険料支払の承認）
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、クレジットカードによって、

この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

第 ３条（保険料の領収）
（１）保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める方法によ

り、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
（ ２ ）当会社は、この特約により、オーソリゼーション等を行ったうえで、

当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時（注）に、
その保険料を領収したものとみなします。
（注）契約画面等記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開

始した時とします。
（ ３ ）（ ２）の場合において、オーソリゼーション等の確認ができないときは、

保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければ
なりません。

（ ４ ）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、（ ２）の規定は適用しません。
①　当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場
合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用
し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約に
かかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、（ ２ ）の規
定を適用します。

②　会員規約等に定める手続が行われない場合

第 ４条（保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い）
（ １ ）前条（ ４ ）①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保

険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、
保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保
険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、
その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとし
ます。

（ ２ ）保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に
おいて、（ １ ）の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅
滞なくその保険料を支払ったときは、前条（ ２）の規定を適用します。

（ ３ ）当会社は、保険契約者が（ ２ ）の保険料の支払を怠った場合は、保険
契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契
約を解除することができます。

（ ４ ）（ ３）の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じ
ます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかっ
た場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。

（ ５ ）保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため
に、当会社が（ ３ ）の規定により保険契約を解除した場合は、領収した
保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 ３に掲げる短期料率
（一般）によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者
に返還します。

第 ５条（保険料の返還の特則）
（ １ ）この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定

により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場
合を除き、第 ３条（保険料の領収）（ ２）の規定によるその保険料を領
収したものとみなした後に保険料を返還します。
①　前条（ ２）の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込
んだ場合
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②　保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジッ
トカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険
料相当額の全額を既に支払っている場合

（ 2 ）（ １ ）に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収した
とみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。

第 ６条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（21）継続契約の取扱いに関する特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

継続契約 この保険契約と保険契約者、契約画面等記載の被保険
者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保
険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の
初日とする保険契約をいいます。

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

車両保険の免
責金額に関す
る特約

次のいずれかの特約をいいます。
①　車両事故免責金額ゼロ特約（車対車事故のみ）
②　車両事故免責金額ゼロ特約

団体扱特約 団体扱特約（一般Ａ）、団体扱特約（一般Ｂ）、団体扱特
約（一般Ｃ）、団体扱特約、団体扱特約（口座振替方式）
のいずれかの特約をいいます。

被保険自動車 契約画面等記載の自動車をいいます。

保険期間 契約画面等記載の保険期間をいいます。

免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額
をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、保険期間の末日において、継続契約が締結されていない場

合であって、かつ、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用さ
れます。

①　この保険契約の保険期間が １年以上（注）であること。
②　この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生し
ていないこと。

③　この保険契約が、この特約により当会社との間で締結された保険契
約でないこと。

④　被保険自動車と被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
⑤　この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契
約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。

⑥　保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に電話、
ファクシミリ、インターネット通信または書面により継続契約の申込
みを行うこと。

⑦　この保険契約に適用される他の特約の規定がある場合を除き、保険
契約者が⑥の継続契約の申込みをした日から14日以内に継続契約の保
険料（以下「継続契約保険料」といいます。）の全額を当会社に払い
込むこと。
（注）この保険契約の保険期間が １年未満であっても、保険期間通算

による等級継承特則を適用して、この保険契約およびこの保険契
約と保険契約者を同一とする前契約を１保険契約とみなした場合
の通算保険期間が１年以上となる場合を含みます。

第 ２条（この特約による継続契約の取扱い）

（ １）当会社は、この特約により、この保険契約が満了する日と同一の内容
で継続されたものとして取り扱います。

（ ２）（ １）の場合、当会社は、継続契約保険料領収前に生じた事故による
損害または傷害に対しては、普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 １
条（保険責任の始期および終期）（ ３）およびこの保険契約の普通保険
約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱い
に関する規定を適用しません。

（ ３）（ ２）の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故
による損害または傷害に対し保険金の支払を受ける場合には、保険契約
者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料の全額を当会社
に払い込まなければなりません。

（ ４）当会社は、前条⑦の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、
保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができ
ます。

（ ５）（ ４）の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその
効力を生じます。

第 ３条（継続契約に適用される内容の特則）
（ １）前条（ １）の規定にかかわらず、継続契約に適用される次の事項につ

いては、それぞれの定めるところによります。
①　この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合には、被保
険自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相
当額（注 １）を基準として算定した被保険自動車の価額見積額を基に
保険金額を決定します。

②　この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合には、当会
社の定めるところにより、同条項における契約画面等記載の免責金額
と同一の免責金額が継続契約に適用できない場合は、適用が可能な最
も低い免責金額（注 ２ ）を継続契約の車両条項に適用します。

③　この保険契約に団体扱特約が適用されている場合には、これと異な
る団体扱特約を適用することがあります。

④　この保険契約に適用されている特約のうち、特約の適用条件または
当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は、
当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。

⑤　継続契約保険料は、この保険契約の保険事故の有無および継続契約
の内容等により決定します。
（注 １）普通保険約款車両条項に規定する市場販売価格相当額をいい

ます。
（注 ２）車両保険の免責金額に関する特約の適用が可能な場合はその

特約を適用します。
（ ２）当会社が普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険

料率等（以下（ ２）において「制度・料率等」といいます。）を改定し
た場合には、継続契約に適用される制度・料率等は、継続契約の保険期
間の初日における制度・料率等とします。

第 ４条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ

り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（22）保険証券の発行に関する特約
第 １条（この特約の適用条件）

この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、
この保険契約の保険証券を発行することについての合意がある場合に適用
されます。

第 ２条（保険証券の発行）
（ １ ）普通保険約款基本条項第 １節基本条項第30条（保険証券の不発行）の

規定にかかわらず、当会社は、この特約により、保険証券を発行します。
（ ２）当会社は、この特約によりこの保険契約の保険証券を発行する場合に

は、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができま
す。

第 ３条（準用規定）
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定
を準用します。

（23）自動継続に関する特約
＜用語の定義＞

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義

契約画面等 普通保険約款基本条項第 １ 節基本条項第30条（保険証
券の不発行）（ ２）に定める画面（注）をいいます。
（注）この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付

帯されている場合は保険証券とします。

告知事項 普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 ３条（告知義
務）（ １）に定める告知事項をいいます。

市場販売価格相
当額

当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等
に記載された価格またはその他の客観的資料に基づいて
算出された価格をいいます。

自動継続契約 この特約の適用により、この保険契約の保険期間の末
日を保険期間の初日として自動的に継続される保険契約
をいいます。

自動継続契約引
受通知

自動継続契約の保険契約の内容、保険料、保険料払込
方法および保険料払込期日等について、当会社が定める
通信方法により、当会社が保険証券に代えて保険契約者
に対して行う通知をいいます。

団体扱特約 次のいずれかの特約をいいます。
①　団体扱特約（一般Ａ）
②　団体扱特約（一般Ｂ）
③　団体扱特約（一般Ｃ）
④　団体扱特約
⑤　団体扱特約（口座振替方式）

ノンフリート等
級

当会社が過去の事故実績等に基づいて定める １ 等級か
ら20等級までの区分をいいます。

被保険自動車 自動継続契約引受通知記載の自動車をいいます。

保険期間 自動継続契約引受通知記載の保険期間をいいます。

第 １条（この特約の適用条件）
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
①　当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の自動継続につ
いての合意があること。

②　契約画面等または自動継続契約引受通知にこの特約が記載されてい
ること。

第 ２条（保険契約の自動継続）
（ １ ）この保険契約の保険期間の末日が属する月の前月10日までに、当会社

または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、
この保険契約は、保険期間の満了する時と同一の内容で継続されるもの
とみなします。以降保険期間が満了するごとに同様とします。

（ ２ ）（ １ ）の規定にかかわらず、自動継続契約に適用される次の内容につ
いては、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の内容とみ
なします。
①　自動継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間の末日を保険
期間の初日として １年間となること。

②　自動継続契約に、この保険契約に適用されている団体扱特約と異な
る団体扱特約が適用されること。

③　特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約の自動継
続契約への適用または特約の適用条件により自動的に適用されないこ
ととなる特約を自動継続契約へ適用しないこと。

（ ３）（ １）および（ ２）の規定によりこの保険契約が継続された場合には、
当会社は、この保険契約に保険証券の発行に関する特約が付帯されてい
る場合を除き、自動継続契約引受通知を保険契約者に交付します。

第 ３条（自動継続契約の車両保険金額および車両免責金額）
（ １）この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合には、自

動継続契約に適用される普通保険約款車両条項に規定する保険金額は、
前条（ １ ）の規定にかかわらず、自動継続契約の保険期間の初日におけ
る被保険自動車の市場販売価格相当額に基づき算出した額をもって、当
会社と保険契約者または被保険者との間で協定します。

（ ２）この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合で、第 １
回目車両事故と第 ２回目以降車両事故に異なる免責金額を定めるとき
は、自動継続契約に適用される普通保険約款車両条項に規定する免責金
額（注）は、前条（ １ ）の規定にかかわらず、自動継続契約に適用され
るノンフリート等級に従い、 ５万円または ７万円のいずれかの額としま
す。
（注）第 １回目車両事故に適用する免責金額をいいます。

第 ４条（自動継続契約の保険料および払込方法）
（ １）自動継続契約の保険料は、保険価額の変動、無事故実績等を勘案して

定めるものとします。
（ ２）当会社が、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保

険料率等（以下この条において「制度または料率等」といいます。）を
改定した場合には、自動継続契約に対しては、自動継続契約の保険期間
の初日における制度または料率等が適用されるものとします。

（ ３）保険契約者は、自動継続契約の保険料をこの保険契約の保険期間の末
日までに払い込むものとします。

（ ４）（ ３）の規定にかかわらず、自動継続契約に次の①または②に該当す
る特約が適用される場合には、保険契約者は、自動継続契約の保険料を
次のとおり払い込むものとします。

適用される特約 保険料の払込方法

①　保険料分割
払特約

下記に定める払込期日までに分割保険料を払い込むも
のとします。
分割保険料 払込期日
第 １ 回分割
保険料

自動継続契約の保険期間の初日の属する
月の契約画面等または自動継続契約引受通
知記載の払込期日

第 ２ 回以降
の分割保険
料

自動継続契約の保険期間の初日の属する
月の翌月以降毎月の契約画面等または自動
継続契約引受通知記載の払込期日

②　団体扱特約
または集団扱
特約

団体扱特約または集団扱特約に定める集金契約に定める
ところにより、集金者または集団を経て払い込むものとし
ます。

第 ５条（保険料の払込みがない場合の取扱い）
保険契約者が、前条（ ３）または（ ４ ）の①に規定する自動継続契約の

保険料または分割払保険料を、その保険料または分割保険料を払い込む
べき払込期日の属する月の翌月の払込期日までに払い込まなかった場合に
は、当会社は、払込期日後に発生した事故による損害または傷害に対して
は、保険金（注）を支払いません。
（注）自動継続契約に適用される普通保険約款および特約の規定により

支払われる保険金をいいます。

第 ６条（自動継続契約の解除－保険料の払込みがない場合）
（ １）保険契約者が、前条に定める期間内に自動継続契約の保険料または分

割保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、自動継続契約を解除することができます。

（ ２）（ １ ）に規定する解除は、自動継続契約の保険期間の初日から将来に
向かってその効力を生じます。

第 ７条（自動継続契約の告知義務）

68
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この保険契約が第 ２条（保険契約の自動継続）（ １）の規定により継続
される場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険
契約者または被保険者は、書面、電話、ファクシミリまたはインターネッ
ト通信等をもってその旨を当会社に告げなければなりません。この場合の
告知については、普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 ３条（告知義務）
の規定を適用します。

①　この保険契約を締結した際の告知事項および契約画面等または自動
継続契約引受通知に記載された事項に変更があったとき。

②　この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定に
より当会社に通知すべき事項が生じたとき。

第 ８条（入替自動車に対する自動補償特則の適用）
この保険契約に普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 ７条（被保険自

動車の入替）が適用される場合で、この保険契約の保険期間が満了する時
までに同条（ ４）にいう取得日があり、同条（ ４）の承認の請求があった
ときは、取得日の翌日から起算して30日以内の、自動継続契約の保険期間
が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、被保険
自動車の相違についての前条の規定にかかわらず、自動継続契約の契約内
容をもって普通保険約款基本条項第 １節基本条項第 ７条の規定を適用しま
す。

第 ９条（新規運転免許取得者に関する「損害賠償」のみ自動補償特約の適用）
この保険契約に新規運転免許取得者に関する「損害賠償」のみ自動補償

特約が適用される場合で、この保険契約の保険期間が満了する時までに同
特約第 ２ 条（新規運転免許取得者に対する損害賠償のみ自動補償）に定め
る免許取得日（以下この条において「免許取得日」といいます。）があり、
同条の承認の請求があったときは、免許取得日の翌日から起算して30日以
内の、自動継続契約の保険期間が始まった時以後に発生した事故による損
害に対しては、自動継続契約における新規運転免許取得者に関する「損害
賠償」のみ自動補償特約の規定を適用します。
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